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論　説

株式の共同相続が生じた場合において
要求される行為規範

─　会社法106条に関する裁判例を素材として　─

松　嶋　隆　弘

一．はじめに

本稿は，株式の共同相続が生じた場合において，株式の準共有間，準共有者

と株式会社との間（以下，「関係当事者間」という。）に要求される行為規範につ

き，会社法106条に関する裁判例を素材として検討しようとするものである。

会社法106条については，かねてから企業（事業）承継という観点からの大部

の研究が積み重ねられてきたところ １，近時，いくつかの大著も公刊され ２，

もはや検討しつくされた感もある。

本稿では，会社法上の解釈論を展開するというのではなく，会社法106条に

関する近時の重要裁判例のいくつかを取り上げ，それらを事実関係に立ち入っ

て検討し，関係当事者間の行為規範を解明するという別の角度から光を当てる

ことを試みたい ３。

二．会社法106条の趣旨と株式の共同相続

検討に先立ち会社法106条の内容と趣旨につき一瞥した上，同条がもっぱら

株式の共同相続に関し適用される規定となっていることを確認しておきたい。

会社法106条は，「株式が二以上の者の共有に属するときは，共有者は，当該

株式についての権利を行使する者一人を定め，株式会社に対し，その者の氏名

又は名称を通知しなければ，当該株式についての権利を行使することができな
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い。ただし，株式会社が当該権利を行使することに同意した場合は，この限り

でない。」と規定する ４。本条は，本文と但書とでその沿革を異にする。

会社法106条本文の趣旨は，会社の事務処理の便宜を図ろうとするところに

あるとされている ５。もともと本条の前身である旧商法203条 2 項の制定時に

おいて想定されていたのは，発起人が共同して引受担保責任を負担するような

場合であり，株式の共同相続の場面ではなかった。そもそも本条制定時におけ

る相続は家督相続であり，家督相続の下においては家督と家業たる事業はとも

に承継されるのが通常であり，株式の共同相続という事態が生じなかったので

ある。

だが第二次世界大戦後，相続法制が家督相続から均分相続へ移行するととも

に，個人事業の「法人成り」が許容された結果，株式の共同相続における処理

が問題とされ，本条の主たる適用場面となった一方，会社法の下において資本

充実規制廃止の一環として，発起人の担保責任が廃止された。このことにより，

かかる場合における本条の適用はなくなった。これにより本条は，当初の立法

趣旨とは逆に，もっぱら株式の共同相続を念頭においた規定とならざるをえな

くなった 6 7。

他方，会社法106条但書は，「ただし，株式会社が当該権利を行使することに

同意した場合は，この限りでない。」旨規定する。同条本文が，旧商法203条 2

項を引き継ぐものであり，その趣旨が明確であるのに対し，同条但書の方は，

平成17年会社法制定にあたって付加されたもので，その趣旨は，制定関係資料

に照らしてもハッキリしない。その上，最判平成11年12月14日集民195号715頁

が，株式が数人の共有に属する場合において，株主の権利を行使すべき者の指

定及び会社に対する通知を欠くときは，共有者全員が議決権を共同して行使す

る場合を除き，会社の側から議決権の行使を認めることはできない旨判示して

いるところから，同条但書が，前掲最判平成11年12月14日を変更するものかに

ついても，議論が錯綜し，見解の一致をみない。ただ，本文がもっぱら株式の

共同相続につき適用されるものである以上，但書も同様であることは明らかで

ある。
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以上の結果，会社法106条の本文と但書は，それぞれその沿革を異にするも

のの，いずれも，もっぱら株式の共同相続の場面に適用される規定であるとい

う点で共通することとなる。

三．権利行使者の定め方に関する裁判例

1．権利行使者の定め方に関する裁判例

⑴．はじめに

株式につき共同相続が生じた場合，当該株式につき準共有が生ずることにな

る ８。この場合「株式が二以上の者の共有に属するとき」に該当するため，会

社法106条本文が適用されるところ，同条によると権利行使者一名を定め，会

社に通知することが必要とされている。しかし同条は，肝心の権利行使者の定

め方について規定を欠いており，権利行使者をいかに定めるかは，解釈によっ

て決さなければならない。

考え方としては，共同相続人の全員一致を要するという見解（全員一致説）９

と，共同相続人の法定相続分における単純多数決で足りるという見解（多数決

説又は過半数説）とが主張されている。

権利行使者の定め方に関する 2つの裁判例を見てみたい。 1つはこの論点に

関するリーディングケースとされている最判平成 9年 1月28日集民181号83頁

であり，もう 1つは，大阪高判平成20年11月28日金判1345号38頁である。

⑵．最判平成 9年 1月28日集民181号83頁１0

ⅰ．事案の概要

前掲最判平成 9年 1月28日は，Y1社（資本金500万円の有限会社）における，B

を Y1社の代表取締役として選任する旨の社員総会決議につき，不存在確認請

求が提起されたという事件である（但し，会社法106条本文に定める手続は履践され

ていない。）。前掲最判平成 9年 1月28日における核心的争点は，社員総会決議

時における社員が誰かである。Y1社サイドは，B が同社の全持分を所有して

いるという前提で前記決議をしているため，Bが唯一の社員であると主張して

いる一方，X1らは，Bでなく X1らが同社の社員であると主張している。この
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ように双方の主張が真っ向から対立しているのは，Y1社の創業者である故 A

が，生前に Bに対し同社の全持分を遺贈しているところ，故Aの相続人であ

る X1ら（故Aの妻と娘 2人）が，前記遺贈につき無効であると主張しているた

めである。本件遺贈について，X1らは，別訴で，遺言無効の訴えを提起して

おり，前掲最判平成 9年 1月28日の当時，管轄の地方裁判所に係属中であった。

上記のような紛争の背景事実についても述べておこう。Aは，妻との間に，

2人の娘があったが，妻とは，結婚後10年を過ぎた頃から不仲となり，別居す

ることになった。そして，Aは，別居と相前後して，Bと同棲をはじめ，AB

間には，息子が誕生し，Aは息子を認知した１１。ABは，事実上の夫婦として，

息子とともに同居してきた。その後，A は，入院したが回復に至らず，死亡

した。前記遺贈は，Aの死亡直前になされたものである。

ⅱ．判旨

前掲最判平成 9年 1月28日は，先ず，「有限会社の持分を相続により準共有

するに至った共同相続人が，準共有社員としての地位に基づいて社員総会の決

議不存在確認の訴えを提起するには，………社員の権利を行使すべき者（以下

「権利行使者」という）としての指定を受け，その旨を会社に通知することを要

するのであり，この権利行使者の指定及び通知を欠くときは，特段の事情がな

い限り，右の訴えについて原告適格を有しないものというべきである………。」

と一般論を述べた上，次いで，権利行使者の定め方についての本論に入り，

「持分の準共有者間において権利行使者を定めるに当たっては，持分の価格に

従いその過半数をもってこれを決することができるものと解するのが相当であ

る。けだし，準共有者の全員が一致しなければ権利行使者を指定することがで

きないとすると，準共有者のうちの一人でも反対すれば全員の社員権の行使が

不可能となるのみならず，会社の運営にも支障を来すおそれがあり，会社の事

務処理の便宜を考慮して設けられた右規定の趣旨にも反する結果となるからで

ある。」と判示する。
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⑶．大阪高判平成20年11月28日金判1345号38頁１２

ⅰ．事案の概要

前掲大阪高判平成20年11月28日は，Y2社（Y2株式会社：全株式譲渡制限会社，

取締役会設置会社，監査役設置会社）において，発行済株式の全部について各株

主の全員が出席し（代理人を含む），会社（Y2社）側，株主（X2ら）側の各議案

の決議（本件決議）が付議され，前者が可決，後者が否決された場合において，

X2らが主位的に前者の否決と後者の可決の各確認を，予備的に前者の取消

し・不存在を求めて提訴したという事案である。

前掲大阪高判平成20年11月28日において，X2らの提案に係る議案が否決さ

れたのは，議長であるC2が，X2らの代理人（弁護士）による本件株式の議決権

行使について，準共有者間で協議がされていない等の理由で認めなかったため

である。

ここで株主構成と持株数についてみておくと，次の表のとおりである。

C1 	 5700株（D1株式準共有分 8分の 1）
C2 	 7100株（D1株式準共有分 8分の 1）
Eら 2000株

X2 	 1250株（	D1株式準共有分 8分の 3 	
＋ D2株式共有 2分の 1）

X3 	 1750株（	D1株式準共有分 8分の 3 	
＋ D2株式共有 2分の 1）

計	 14800株 小計 5500株（3000株＋ D2株式2500株）
D1株式（9700株）が帰属すれば合計15200株

ここで前記に至った背景につき説明をしておく。Y2社の創業者である D1は，

妻 D2との間に子が 3名いるほか（X2，X3，C1），C2（C1の夫）との間に養子縁

組をしている１３。D1は C2を後継者に指名したため，Xらは Y2社の経営には直

接携わっていない。

その後，D1，D2が相次いで死亡した。まず D1が死亡した際には，D1の法

定相続人（妻 D2と子である X2，X3，C1および C2）が，D1の権利義務を相続した

ものの，遺産分割が未了である。このため，D1の保有株式9700株（本件株式）

は，前記法定相続人 5名の準共有状態にある（本件準共有持分：その内訳は，D2
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が法定相続分の 2分の 1，X2，X3，C1および C2が法定相続分の各 8分の 1ずつ）。次

に D2の相続だが，D2は全ての財産を X2及び X3（X2ら）にそれぞれ等分の割

合で相続させる旨の遺言を残していたため１４，遺言に従って処理された。すな

わち，D2が有していた本件準共有持分および D2保有株式（2500株）は X2らが

相続し，D1の死亡に伴う遺産分割が未了であるため，本件株式はX2，X3，C1
および C2の準共有に，またD2保有株式は，X2らの準共有に属することになっ

た。結果として，前記表のとおりの株式保有状況に至った。その後，D2の遺

言の検認手続きをきっかけにX2らと C1らとの間の確執が生じ，紆余曲折を経

て，本件決議に至ったのである。

前掲大阪高判平成20年11月28日における争点は，本件準共有株式が X2らに

帰属するかである。本件準共有株式を除くと，X2らの保有株式は5500株であ

り，14800株を有する C1らに対し圧倒的に劣る。ただ仮に本件準共有株式が

X2らに帰属するとした場合，X2らの保有株式は15200株となり，僅差ではある

がC1らの持株数を上回ることになる。

本件準共有株式の帰趨を決するのは，権利行使者の定め方いかんである。前

掲大阪高判平成20年11月28日の事案において，X2らは，C1らに対し「協議申

入れ書」を送り，X2を本件株式の権利行使者に指定することを受諾するか否

か「のみ」を所定期日までにファクシミリで回答することを求めた上，所定期

限までに受諾の回答がなかったから協議不調として処理する旨を通知し，何ら

協議することなく，Y2社に対し権利行使者としてX2を指定する旨を通知した。

ⅱ．判旨

前掲大阪高判平成20年11月28日は，前掲最判平成 9年 1月28日を引用した後

で，下記のとおり判示した。

「共同相続人による株式の準共有状態は，共同相続人間において遺産分割協

議や家庭裁判所での調停が成立するまでの，あるいはこれが成立しない場合で

も早晩なされる遺産分割審判が確定するまでの，一時的ないし暫定的状態にす

ぎないのであるから，その間における権利行使者の指定及びこれに基づく議決

権の行使には，会社の事務処理の便宜を考慮して設けられた制度の趣旨を濫用
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が法定相続分の 2分の 1，X2，X3，C1および C2が法定相続分の各 8分の 1ずつ）。次
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「共同相続人による株式の準共有状態は，共同相続人間において遺産分割協

議や家庭裁判所での調停が成立するまでの，あるいはこれが成立しない場合で

も早晩なされる遺産分割審判が確定するまでの，一時的ないし暫定的状態にす

ぎないのであるから，その間における権利行使者の指定及びこれに基づく議決

権の行使には，会社の事務処理の便宜を考慮して設けられた制度の趣旨を濫用

� 15株式の共同相続が生じた場合において要求される行為規範（松嶋）

あるいは悪用するものであってはならないというべきである。

そうとすれば，共同相続人間の権利行使者の指定は，最終的には準共有持分

に従ってその過半数で決するとしても，上記のとおり準共有が暫定的状態であ

ることにかんがみ，またその間における議決権行使の性質上，共同相続人間で

事前に議案内容の重要度に応じしかるべき協議をすることが必要であって，こ

の協議を全く行わずに権利行使者を指定するなど，共同相続人が権利行使の手

続の過程でその権利を濫用した場合には，当該権利行使者の指定ないし議決権

の行使は権利の濫用として許されないものと解するのが相当である。」

「これらの事実を総合すると，X2らは，…D1と D2の死亡を契機として本件

株式が準共有の状態となり，これが遺産分割が終了するまでの暫定的な事態に

もかかわらず，この間に限り，…X2らにおいてわずか400株の差で過半数を占

めることとなることを奇貨とし，Y2会社の経営を混乱に陥れることを意図し，

本件抗告審決定で問題点を指摘されたにもかかわらず，権利行使者の指定につ

いて共同相続人間で真摯に協議する意思を持つことなく，単に形式的に協議を

しているかのような体裁を整えただけで，実質的には全く協議をしていないま

ま，いわば問答無用的に権利行使者を指定したと認めるのが相当である。」

２ ．裁判例から読み取れること

⑴．前掲最判平成 9年 1月28日から読み取れること：多数決説の暫定性

前掲最判平成 9年 1月28日は，一般に，最高裁として多数決説を取ることを

明言したリーディングケースとして理解されている。そのこと自体には異論が

ない。ただ，前掲最判平成 9年 1月28日に関しては，もう一点注意しておきた

いことがある。それは，前掲最判平成 9年 1月28日における多数決説を是とす

る判断は，当該事案の解決全体においてみると，暫定的であるということであ

る。

前掲最判平成 9年 1月28日の事案では，遺贈の効力を争う遺言無効の訴えが

別に訴訟係属しており，Y1社の持分の帰趨は，最終的には，この遺言無効の

訴えに関する判決により決される。特定遺贈の効力は，一般に物権的であると

解されており，特定遺贈である本件遺贈が有効なら，X1らは，Y1社持分につ
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き全くの無権利者となる。他方，当該事案における争点は，Y1社の社員総会

決議の効力である。前掲最判平成 9年 1月28日は，遺言無効の訴えに関し，判

断が下されていないという状況で，仮に，X1らが持分権者であったとしても，

持分価格の多数決で権利行使者を定めるべきであったと判示して，権利行使者

を定めず提起した訴えを不適法却下した第一審（東京地判平成 4年 2月18日金判

1019号28頁），原審（東京高判平成 5年 7月 5日金判1019号25頁）の判断を是認し，

X1らの上告を棄却したものである。つまり，多数決説を採る判示は，傍論に

すぎない。前掲最判平成 9年 1月28日が，最高裁の正式な判例集である最高裁

民事判例集（民集）に登載されていないのも，このような事情によるのであろ

う１５。

⑵．前掲大阪高判平成20年11月28日から読み取れること：真摯な協議の必要性

次いで，前掲大阪高判平成20年11月28日についてみてみよう。前掲大阪高判

平成20年11月28日の事案において，X2らは，C らに対し「協議申入れ書」を

送ったが，何ら協議をすることなく書面によって，本件株式の権利行使者とし

て X2を指定する旨を通知がなされている。このことを両陣営の持株数と対比

して考えてみよう。前記の表に関して一言したとおり，「真水部分」でみる限

り，14800株を有する Cらに比し，X2らは持株数において圧倒的に劣っており

（5500株），本来であれば勝ち目はない。しかしながら，仮に，準共有株式を自

陣営に組み入れることができれば，15200株となり，僅差ではあるが Cらの持

株数を上回る。もちろんかかる僅差での優勢は，「ホンの一時的」なものにす

ぎない。ただ，その肝心の「一時」に株主総会が開催され，取締役が選任され

るのであり，それがいずれの陣営の者であるかが問われている。問答無用式で

何ら協議がなされていないのは，X2らからすれば，あらかじめ織り込み済み

のストーリーということであろう。すなわち，X2からすれば，かかるホンの

一瞬の時期においての優勢を利用して，Cらの追い落としを図るべく，準共有

株式を自陣営に組み入れたいのであり，かかる意図からすれば，話し合い等

もってのほかということであろう。つまり本件は，Cらの追い落としを図った

Xらによる「クーデタ」であることがわかる。
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� 17株式の共同相続が生じた場合において要求される行為規範（松嶋）

前掲大阪高判平成20年11月28日は，かかるクーデタ目的のために「多数決に

よる権利行使者指定」を利用することを許されないとするものであると理解す

ることが可能であり（「本件抗告審決定で問題点を指摘されたにもかかわらず，権利
行使者の指定について共同相続人間で真摯に協議する意思を持つことなく，」の判示か

らも強い非難を読み取ることができる。），おそらくその結論に異論はあるまい。

このことから，次の 2点を読み取ることができるように思われる。

第 1に，ここでも，前掲最判平成 9年 1月28日と同様，多数決説の判断の暫

定性が示されていることである。前掲大阪高判平成20年11月28日においては，

多数決による権利行使者を定めたことが，共同相続人が権利行使の手続の過程

で権利を濫用したものと理解されており，暫定性がより一層際立っているよう

に思われる。

そもそも遺言がないことにより生じた相続準共有につき，権利行使者の指定

を要求するのは，あくまでも遺産分割協議等により財産の帰属関係が確定する

までの「暫定的取扱い」に過ぎず，多数決説，全員一致説のいずれも，その暫

定的期間中に，一種保存行為的に権利行使を認めるか，逆に一時的な状態に過

ぎないのだから権利行使を暫定的にストップさせておくか，の価値判断の違い

はあれ，拠って立つ基盤たる「暫定性」については異論がない。

そして，かかる暫定性を大きく超え，権利行使者を活用することにより，支

配関係の決定的変動までも認めることは，この制度の予定していないところで

あり，かかる活用は権利の濫用として否定されるべきである。前掲大阪高判平

成20年11月28日はこのことを明らかにしたものとして理解されるべきである１6。

第 2に，第 1で述べた「暫定性」を踏まえ，前掲大阪高判平成20年11月28日

は，「共同相続人間で事前に議案内容の重要度に応じしかるべき協議をするこ

とが必要」であると理解していることである。かかる判示の下，「協議申入れ

書」を送るのみで，何ら協議をすることなく，権利行使者を指定する旨を通知

したという対応につき，「共同相続人間で真摯に協議する意思を持つことなく，

単に形式的に協議をしているかのような体裁を整えただけで，実質的には全く

協議をしていないまま，いわば問答無用的に権利行使者を指定した」と認定し
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ている。かかる対応が，権利濫用とされている。

以上のとおり前掲大阪高判平成20年11月28日は，権利行使者を定めるにあた

り，共同相続人である準共有者間において，真摯な協議をすることを行為規範

として要求している。

四．権利行使者を定めることを要しない特段の事情に関する裁判例

1．権利行使者を定めることを要しない特段の事情に関する裁判例

⑴．はじめに

前記のとおり，会社法106条本文は権利行使者を定めることを求めているが，

判例は，権利行使者を定めることを要しない特段の事情がありうることを認め

ている。最判平成 2年12月 4 日民集44巻 9 号1165頁及び最判平成 3年 2月19日

判時1389号140頁である。次にこれらについてみていくことにしたい。

⑵．最判平成 2年12月 4 日民集44巻 9 号1165頁１7

ⅰ．事案の概要

前掲最判平成 2年12月 4 日は，Y3株式会社（Y3社）の全株式が準共有とされ

ている状況の下，準共有者の一人である X4が，Y3社の株主総会決議（本件決

議）に関し，本件決議がされた事実は存在しないとして，株主総会不存在確認

の訴え（会社法830条 1 項）を提起した事案である。これに対しY3社は，本案前

の抗弁として，X4が本件株式を共同相続したとしても，共同相続人間におい

て本件株式の遺産分割が未了であり，本件株式につき権利行使者を定めてその

旨通知する手続がなされていないとして（会社法106条本文），X4の訴えの利益

ないし原告適格を争っていた。

Y3社においては，発行済株式全部（本件株式）を保有するオーナー株主 F1が

遺言を残さずに死亡し，妻 F2及び 7名の子（その中にX4も含まれる。）が本件株

式を共同相続し，次いで F2も遺言を残さずに死亡し，前記 7名の子が同様に

本件株式を共同相続した。

そして Y3社の商業登記簿によると，本件決議は，F2死亡の翌日に開催され

たことになっており，しかもその内容は，前記 7名の子のうち X4以外の者を
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� 19株式の共同相続が生じた場合において要求される行為規範（松嶋）

役員に選任するということであった。

ⅱ．判旨

前掲最判平成 2年12月 4 日で問われたのは，権利行使者の定めもなく，かつ

会社の同意もない状態において，株式の準共有者が株主権を行使することが可

能か否かということであったところ，下記のとおりの判示が下されている。

すなわち前掲最判平成 2年12月 4 日は，共同相続人が準共有株主としての地

位に基づいて株主総会の決議不存在確認の訴えを提起する場合につき，「特段

の事情がない限り，原告適格を有しないものと解するのが相当である」としつ

つも，「株式を準共有する共同相続人間において権利行使者の指定及び会社に

対する通知を欠く場合であっても，右株式が会社の発行済株式の全部に相当し，

共同相続人のうち 1人を取締役に選任する旨の株主総会決議がされたとしてそ

の旨登記されている本件のようなときは，前述の特段の事情が存在し，他の共

同相続人は，右決議の不存在確認の訴えにつき原告適格を有するものというべ

きである」ものと判示する。

そして前掲最判平成 2年12月 4 日は上記に続き，次のとおり理由を述べる。

「けだし，商法203条 2 項（現会社法106条本文）は，会社と株主との関係にお

いて会社の事務処理の便宜を考慮した規定であるところ，本件に見られるよう

な場合には，会社は，本来，右訴訟において，発行済株式の全部を準共有する

共同相続人により権利行使者の指定及び会社に対する通知が履践されたことを

前提として株主総会の開催及びその総会における決議の成立を主張・立証すべ

き立場にあり，それにもかかわらず，他方，右手続の欠缺を主張して，訴えを

提起した当該共同相続人の原告適格を争うということは，右株主総会の瑕疵を

自認し，また，本案における自己の立場を否定するものにほかならず，右規定

の趣旨を同一訴訟手続内で恣意的に使い分けるものとして，訴訟上の防御権を

濫用し著しく信義則に反して許されないからである。」

⑶．最判平成 3年 2月19日判時1389号140頁

ⅰ．事案の概要

前掲最判平成 3年 2月19日は，Y4株式会社（Y4社）が I 株式会社（I社）を吸
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収合併した場合において，Y4社の株式の準共有者であるX5が，Y4社及び I 社

の各合併承認株主総会決議が不存在であるとして，Y4社を被告として合併無

効の訴えを提起したという事案である。これに対し，Y4社は，本案前の答弁

として，準共有株式につき権利行使者の定めと会社に対する通知がなされてお

らず，X5は単なる準共有者にすぎないから，訴えを提起する当事者適格を有

しないと主張した。

ここで準共有が生じた背景について一言する。前掲最判平成 3年 2月19日の

事案において，もともと G1が Y4社の株式4000株，I 社株式5040株を保有して

いたところ（合併前の I 社の発行済株式の総数は8000株であり，I 社株式5040株はその

過半数を占めている。），G1が死亡し，その遺産は法定相続人が共同相続すること

になった。遺産分割未了のため，G1が保有していた Y4社，I 社の各株式は，

法定相続人の準共有に属することとなった（準共有割合は，法定相続分に従う。

G2（G1の妻）が 5 /10，H1（子： 2 /10），H2（子： 2 /10），X5（子： 1 /10）である
１８。）。

Y4社及び I 社の各合併承認株主総会決議がなされた当時，すでにかかる準共

有状態が生じていた。

ⅱ．判旨

前掲最判平成 3年 2月19日は，「合併当事会社の株式を準共有する共同相続

人間において権利行使者の指定及び会社に対する通知を欠く場合であっても，

共同相続人の準共有に係る株式が双方又は一方の会社の発行済株式総数の過半

数を占めているのに合併契約書の承認決議がされたことを前提として合併の登

記がされている本件のようなときは，前述の特段の事情が存在し，共同相続人

は，右決議の不存在を原因とする合併無効の訴えにつき原告適格を有するもの

というべきである」と判示し，会社の発行済株式総数の過半数の場合において

も，「特段の事情」を認めた。そして前掲最判平成 3年 2月19日は上記に続き，

次のとおり理由を述べる。

「けだし，商法203条 2 項（現会社法106条本文）は，会社と株主との関係にお

いて会社の事務処理の便宜を考慮した規定であるところ，本件に見られるよう

な場合には，会社は，本来，右訴訟において，株式を準共有する共同相続人に
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な場合には，会社は，本来，右訴訟において，株式を準共有する共同相続人に
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より権利行使者の指定及び会社に対する通知が履践されたことを前提として，

合併契約書を承認するための……株主総会の開催及びその総会における……決

議の成立を主張・立証すべき立場にあり，それにもかかわらず，他方，右手続

の欠缺を主張して，訴えを提起した当該共同相続人の原告適格を争うというこ

とは，右株主総会の瑕疵を自認し，また，本案における自己の立場を否定する

ものにほかならず，同法203条 2 項の規定の趣旨を同一訴訟手続内で恣意的に

使い分けるものとして，訴訟上の防御権を濫用し著しく信義則に反して許され

ないからである。」

２ ．裁判例から読み取れること

⑴．前掲最判平成 2年12月 4日，前掲最判平成 3年 2月19日から読み取れること

前掲最判平成 2年12月 4 日においては，「特段の事情」を認めるに際し，Y3
社につき「訴訟上の防御権を濫用し著しく信義則に反して許されない」と断じ

ている部分が目につく。裁判所が訴訟上の防御権の濫用・信義則違反と断じる

のは，会社が，自身の株主総会決議につき，自分自身を原因とする「瑕疵」を

理由として，その不存在を主張するという，Y3社の訴訟態度に対してである。

しかも前掲最判平成 2年12月 4 日の事案では，Y3社が自身の実体上の瑕疵（権

利行使者の指定がなされていないままで議決権行使がなされたこと）を主張すること

で，X4の訴訟要件（原告適格）の欠缺を主張することにもなる。かかる「規定

の趣旨を同一訴訟手続内で恣意的に使い分ける」態度は，悪質性が高いといえ

る。この点こそが前掲最判平成 2年12月 4 日が「特段の事情」を認めたポイン

トである。

前掲最判平成 3年 2月19日が「特段の事情」を認める理由も，ほぼ前掲最判

平成 2年12月 4 日におけるのとほぼ同文である。前掲最判平成 3年 2月19日に

おける合併前の I 社の発行済株式の総数は8000株であり，故 G1所有の I 社株

式5040株はその過半数を占めている。そして Y4社及び I 社の各合併承認株主

総会決議がなされた当時，すでに故 G1所有株式の準共有状態は生じていた。

このため，準共有株式に関しての議決権行使がなければ，そもそも合併承認決

議がなされなかったはずである。結果として Y4社は，Y4社が自身の実体上の
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瑕疵（権利行使者の指定がなされていないままで議決権行使がなされたこと）を主張

することで，X5の訴訟要件（原告適格）の欠缺を主張することになり，前掲最

判平成 2年12月 4 日と全く同じ状況となる。

結局，ここでいう「特段の事情」とは，攻撃防御権の濫用，すなわち訴訟上

の信義則の発現とみることができる１９。

⑵．前掲最判平成 2年12月 4 日，前掲最判平成 3年 2月19日，前掲最判平成 9

年 1月28日の相互関係

ここで前掲最判平成 2年12月 4 日，前掲最判平成 3年 2月19日，前掲最判平

成 9年 1月28日の相互関係につき検討しておこう。

単に数字自体をみる限り，①．前掲最判平成 3年 2月19日が，「特段の事情」

が生じる場合を，準共有者が発行済株式全株を保有していた最判平成 2年12月

4 日の場合から，過半数を経有していた場合へと拡張したようにみえるし，ま

た②．それにもかかわらず最判平成 9年 1月28日が，準共有者が発行済株式の

9 /10保有の場合に，「特段の事情」の問題としていないことと整合的ではない

ように見受けられる。

ただ，以上に検討したところからわかるとおり，「特段の事情」とは，攻撃

防御権の濫用，すなわち訴訟上の信義則の発現として，権利行使者の指定がな

されていないという主張が封じられたということを意味し，そこでは株式数の

多寡は問題とされていない２0。このようにみると，①．のような理解をするこ

と自体妥当でないこととなる。そして①．の理解が斥けられたとすると，②．

の問題意識自体も，その前提が欠けるということになる。結果として，①．②．

のいずれも問題とする必要はない。結果として，前掲最判平成 2年12月 4 日，

前掲最判平成 3年 2月19日，前掲最判平成 9年 1月28日の各判断の間に特段の

矛盾・抵触は存在しないこととなる。

⑶．株式会社に対して要求される行為規範

以上の小括として，前掲最判平成 2年12月 4 日，前掲最判平成 3年 2月19日

から求められる当事者の行為規範について一言しておこう。両最判は，いずれ

も準共有者と対峙する株式会社に対し，立場を使い分けるような主張，自身の
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落ち度をもって相手方の訴訟要件欠缺を主張するような主張をしないように強

く要求していると整理することができる。かかる裁定取引的な主張を裁判所が

強く嫌うところであることは，実務上知られており，ここでもかかる経験知が

妥当するとまとめることができる。

五．会社法106条但書における会社の同意に関する裁判例

1．会社法106条但書における会社の同意に関する裁判例

⑴．はじめに

会社法106条但書は，「株式会社が当該権利を行使することに同意した場合は，

この限りでない。」旨規定しており，一見するかぎり，会社法106条本文の規定

に基づく指定及び通知を欠いたままされた本件議決権行使であっても，同条但

書の会社の同意により適法なものとしうるがごとく読まれうる。

ところが最高裁は，同条但書についてそのようには理解しない。そしてここ

でも，関係当事者間の真摯な協議が行為規範として要求されている。このこと

に関し，リーディングケースである最判平成27年 2 月19日民集69巻 1 号25頁を

素材として検討してみたい。

⑵．最判平成27年 2 月19日民集69巻 1 号25頁２１

ⅰ．事案の概要

前掲最判平成27年 2 月19日は，Y5有限会社（Y5社）の臨時株主総会決議（本

件決議）において，株式の準共有者が権利行使者の指定・会社への通知を欠い

たまま，準共有株式の全部につき議決権行使をし，Y5社がそれに同意したた

め決議が成立した場合に関し，もうひとりの準共有者（X6）が決議の方法等に

つき法令違反があると主張して，本件決議の取消しを求め提訴したという事案

である。

Y5社（資本金300万円，発行済株式の総数3000株）の株式は，従前，J が2000株，

K が1000株をそれぞれ保有していたところ，J が死亡し，J 保有にかかる2000

株は，J の法定相続人（いずれも J の妹）である X6と L が各 1 / 2 の割合で共同

相続した。Jの遺産の分割は未了であり，上記2000株（本件準共有株式）は，X6
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と Lとの準共有に属することとなる。

かような折，本件総会が開催されることとなったところ，X6は，本件総会

に先立ち，その招集通知を受けたが，Y5社に対し，本件総会には都合により

出席できない旨及び本件総会を開催しても無効である旨を通知し，本件総会に

は出席せず，Lは，本件総会において，本件準共有株式の全部について議決権

の行使（本件議決権行使）をした。本件準共有株式につき，会社法106条本文の

規定に基づく権利を行使する者の指定及び Y5社に対するその者の氏名又は名

称の通知はされていなかったが，Y5社は，本件総会において，本件議決権行

使に同意した。そして，Kも，その保有にかかる1000株につき，本件総会にお

いて，議決権の行使をした。その結果，本件総会において，決議が成立した。

争点とされているのは，会社法106条本文の規定に基づく指定及び通知を欠

いたままされた本件議決権行使が，同条但書の Y5社の同意により適法なもの

となるか否かである。

ⅱ．判旨

前掲最判平成27年 2 月19日の第 1審（横浜地裁川崎支判平成24年 6 月22日金判

1464号37頁）は，同意があったことを重視し「Lは，J株式について議決権を行

使することができると解される。そして，Lによる議決権行使の内容が原告の

意向と異なるとしても，議決権の行使自体に瑕疵はないから，決議取消事由に

は該当しない」と判示し，Y5社サイドに軍配を上げた。

他方，原審（東京高判平成24年（2012年）11月28日判タ1389号256頁）及び最高裁

（前掲最判平成27年 2 月19日）とはこれとは逆の立場を取る。ここでは，最高裁の

判示を紹介する。

「会社法106条本文は，……共有に属する株式の権利の行使の方法について，

民法の共有に関する規定に対する「特別の定め」（同法264条ただし書）を設けた

ものと解される。その上で，会社法106条ただし書は，「ただし，株式会社が当

該権利を行使することに同意した場合は，この限りでない。」と規定している

のであって，これは，その文言に照らすと，株式会社が当該同意をした場合に

は，共有に属する株式についての権利の行使の方法に関する特別の定めである
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と Lとの準共有に属することとなる。
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の行使（本件議決権行使）をした。本件準共有株式につき，会社法106条本文の

規定に基づく権利を行使する者の指定及び Y5社に対するその者の氏名又は名

称の通知はされていなかったが，Y5社は，本件総会において，本件議決権行

使に同意した。そして，Kも，その保有にかかる1000株につき，本件総会にお

いて，議決権の行使をした。その結果，本件総会において，決議が成立した。

争点とされているのは，会社法106条本文の規定に基づく指定及び通知を欠

いたままされた本件議決権行使が，同条但書の Y5社の同意により適法なもの

となるか否かである。

ⅱ．判旨

前掲最判平成27年 2 月19日の第 1審（横浜地裁川崎支判平成24年 6 月22日金判

1464号37頁）は，同意があったことを重視し「Lは，J株式について議決権を行

使することができると解される。そして，Lによる議決権行使の内容が原告の

意向と異なるとしても，議決権の行使自体に瑕疵はないから，決議取消事由に

は該当しない」と判示し，Y5社サイドに軍配を上げた。

他方，原審（東京高判平成24年（2012年）11月28日判タ1389号256頁）及び最高裁

（前掲最判平成27年 2 月19日）とはこれとは逆の立場を取る。ここでは，最高裁の

判示を紹介する。

「会社法106条本文は，……共有に属する株式の権利の行使の方法について，

民法の共有に関する規定に対する「特別の定め」（同法264条ただし書）を設けた

ものと解される。その上で，会社法106条ただし書は，「ただし，株式会社が当

該権利を行使することに同意した場合は，この限りでない。」と規定している

のであって，これは，その文言に照らすと，株式会社が当該同意をした場合に

は，共有に属する株式についての権利の行使の方法に関する特別の定めである

� 25株式の共同相続が生じた場合において要求される行為規範（松嶋）

同条本文の規定の適用が排除されることを定めたものと解される。そうすると，

共有に属する株式について会社法106条本文の規定に基づく指定及び通知を欠

いたまま当該株式についての権利が行使された場合において，当該権利の行使

が民法の共有に関する規定に従ったものでないときは，株式会社が同条ただし

書の同意をしても，当該権利の行使は，適法となるものではないと解するのが

相当である。

そして，共有に属する株式についての議決権の行使は，当該議決権の行使を

もって直ちに株式を処分し，又は株式の内容を変更することになるなど特段の

事情のない限り，株式の管理に関する行為として，民法252条本文により，各

共有者の持分の価格に従い，その過半数で決せられるものと解するのが相当で

ある。」

２ ．裁判例から読み取れること

⑴．前掲最判平成27年 2 月19日における対立状況

前掲最判平成27年 2 月19日の事案において，会社法106条本文における権利

行使者は定められておらず，従って会社（Y5社）に対する通知もされていない。

それにもかかわらず，Y5社から，会社法106条但書に定基づき，Lによる本件

準共有株式に基づく議決権行使が許容されている。してみると，対立状況は，

X6対 L・K ということになる。もしも本件準共有株式につき，法定相続分ど

おりに分けたとしたら，1000対2000で，L 及び K が勝つことになるし，本件

準共有株式を議決権行使の対象から除いたとしても， 0対1000で，やはり L

及び Kのサイドが勝つことになる。ただ，本件準共有株式の準共有の割合は，

1 （X6）対 1 （L）であり，X6と L は，お互いに「両すくみ」の状況にある。

前掲最判平成27年 2 月19日は，かような状況の下，Lによる議決権行使を会社

（Y5社）が許容することで， 0対3000で，L及び Kが X6に勝とうとする試みが

なされた事案であるといってよい。同条但書が，「この限りでない」とした意

味が，権利行使者の定め・通知がない場合に，会社が特定の者を株主として

扱ってよいということであれば，Y5社（＝ L及びK）の試みは成功する。

ところが，前掲最判平成27年 2 月19日は前記のとおり判示し，Y5社（＝ L及
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び K）の試みは失敗した。すなわち，前掲最判平成27年 2 月19日によると，会

社法106但書が打ち消すのは，あくまでも同条本文の定めだけであり，かかる

定めが打ち消されたことにより，権利行使が直ちに適法とされるわけではない

ことになる。権利行使が適法とされるか否かは，民法の原則に戻り，共有に関

する規定に従って判断される。そして，本件議決権行使は，各共有者の持分の

価格の過半数で決される共有の管理であるところ，「過」半数を持たしていな

い本件議決権行使は，違法であり，結果として，決議は瑕疵を帯びる。

⑵．要求される行為規範

前掲最判平成27年 2 月19日における対立構図は，形式的にはX6対 Y5社であ

るが，前記のとおり，Y5社は L・K の支配の下にあると考えてよく，実質的

な対立構図は，X6対 L・K となる。X6も L も株式の準共有者なので，ここで

も準共有者間の対立がみられる。そして，Lは Kと組んで，会社の同意があっ

たことを口実に決議を「強行」したわけだが，前記のとおり，数において上

回っていながらも，勝負に敗れてしまった。前掲最判平成27年 2 月19日のよう

に実質的には相続紛争である事例においては，やはり多数による強行はリスク

が多い。

そして「強行」を避けるとすれば，準共有者間で事後処理につき真摯に協議

するしかないことになる。つまり会社法106条但書の場面でも，同条本文の権

利行使者の定めに関し前掲大阪高判平成20年11月28日が求めたとおり，準共有

者間の真摯な協議が必要になる。

六．株式の準共有間，準共有者と株式会社との間に要求される行為
規範

1．会社法106条本文の法律関係において要求される行為規範

ここで，これまで検討したことをまとめて，株式の共同相続に関する裁判例

の立場を株式の準共有間，準共有者と株式会社との間に要求される行為規範と

いう観点からまとめてみよう。点である個々の判決から線である判例法を導出

する試みである。前掲最判平成 9年 1月28日は，会社法106条本文における権
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価格の過半数で決される共有の管理であるところ，「過」半数を持たしていな

い本件議決権行使は，違法であり，結果として，決議は瑕疵を帯びる。

⑵．要求される行為規範

前掲最判平成27年 2 月19日における対立構図は，形式的にはX6対 Y5社であ

るが，前記のとおり，Y5社は L・K の支配の下にあると考えてよく，実質的

な対立構図は，X6対 L・K となる。X6も L も株式の準共有者なので，ここで

も準共有者間の対立がみられる。そして，Lは Kと組んで，会社の同意があっ

たことを口実に決議を「強行」したわけだが，前記のとおり，数において上

回っていながらも，勝負に敗れてしまった。前掲最判平成27年 2 月19日のよう

に実質的には相続紛争である事例においては，やはり多数による強行はリスク

が多い。

そして「強行」を避けるとすれば，準共有者間で事後処理につき真摯に協議

するしかないことになる。つまり会社法106条但書の場面でも，同条本文の権

利行使者の定めに関し前掲大阪高判平成20年11月28日が求めたとおり，準共有

者間の真摯な協議が必要になる。

六．株式の準共有間，準共有者と株式会社との間に要求される行為
規範

1．会社法106条本文の法律関係において要求される行為規範

ここで，これまで検討したことをまとめて，株式の共同相続に関する裁判例

の立場を株式の準共有間，準共有者と株式会社との間に要求される行為規範と

いう観点からまとめてみよう。点である個々の判決から線である判例法を導出

する試みである。前掲最判平成 9年 1月28日は，会社法106条本文における権

� 27株式の共同相続が生じた場合において要求される行為規範（松嶋）

利行使者を定めるに当たり，多数決説を採用し，「持分の価格に従いその過半

数をもってこれを決する」と判示したが，だからといって多数決をもって多数

派の意思決定を押し通すことはできない。このことを明らかにしたのが前掲大

阪高判平成20年11月28日である。前掲大阪高判平成20年11月28日によれば，株

式の準共有状態は「一時的ないし暫定的状態にすぎないのであるから，その間

における権利行使者の指定及びこれに基づく議決権の行使には，会社の事務処

理の便宜を考慮して設けられた制度の趣旨を濫用あるいは悪用するものであっ

てはなら」ず，「最終的には準共有持分に従ってその過半数で決するとしても，

上記のとおり準共有が暫定的状態であることにかんがみ，またその間における

議決権行使の性質上，共同相続人間で事前に議案内容の重要度に応じしかるべ

き協議をすることが必要で」あり，「この協議を全く行わずに権利行使者を指

定するなど，共同相続人が権利行使の手続の過程でその権利を濫用」すること

は許されない。権利行使者を定めるにあたって，関係者間での真摯な協議がな

されることを裁判例は要求していると理解できる。

協議に際しての真摯な態度は，Xサイドだけではなく，会社（Y）サイドに

も要求される。このことを明らかにしているのが前掲最判平成 2年12月 4 日，

前掲最判平成 3年 2月19日である。両者は，ほぼ同じことを述べているので，

便宜上，ここでは前者をもって代替して説明したい。前掲最判平成 2年12月 4

日においては，権利行使者を定めない状態での権利行使が，「特段の事情」と

して認められているが，かかる判断に際しては，Y3社が自分自身を原因とす

る「瑕疵」を理由として，その不存在を主張したこと，すなわち「規定の趣旨

を同一訴訟手続内で恣意的に使い分け」る不誠実な態度が重視されている。結

果として，前掲最判平成 2年12月 4 日で全株式が準共有になった場合に，権利

行使者を定めずに権利行使ができることになる。

他方，前掲最判平成 9年 1月28日においては，Y1社サイドにかかる態度が

ないので，「特段の事情」は認められず，原則に戻り，権利行使者を定めるこ

とが必要とされる。
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２ ．会社法106条但書の法律関係において要求される行為規範

同様な「協議の真摯性」は，会社法106条但書の場合にも要求される。この

ことを明らかにしたのが前掲最判平成27年 2 月19日である。前掲最判平成27年

2 月19日の事案において，L 及び K は，決議を「強行」したことにより，数

において上回っていながらも，勝負に敗れてしまったが，その前提には，協議

の真摯性を要求する態度が控えており，問答無用的な態度を否定する点では前

掲大阪高判平成20年11月28日と，準共有者のみならず会社サイドにも真摯性を

要求する点では前掲最判平成 2年12月 4 日，前掲最判平成 3年 2月19日と，そ

れぞれ似たような価値判断に立っていると理解することができる。

３ ．まとめ

以上に述べたとおり裁判例は，株式の共同相続が生じた場合に，会社に対す

る権利行使者を定めるに当たり，準共有者間に対してのみならず，会社に対し

ても，協議を真摯に行うことを要求するという極めて手続法的・プロセス重視

的態度を取っている。かかる態度は，会社法106条の明文規定からは読み取る

ことができない。ただ，つとに最判昭和63年 5 月20日集民154号71頁は，共有

者の一部の者から共有物の占有使用を承認された第三者に対するその余の共有

者からの明渡請求の可否が争点とされた事案において，傍論ながら，「共同相

続に基づく共有者は，他の共有者との協議を経ないで当然に共有物を単独で占

有する権原を有するものではない」と述べており，共同相続に基づく共有者間

において，相互間の協議を要求する姿勢をすでに示していた。つまり，本稿で

取り上げた各裁判例からうかがわれる行為規範は，前掲最判昭和63年 5 月20日

の延長線上のものと位置付けることができよう。

結果として，準共有者間，準共有者・会社間においては，お互いに真摯に交

渉をし，交渉の際に恣意的な態度をとらないことが，相互に求められていると

いってよく，これが裁判例から抽出される行為規範であるといってよい。

七．結びに代えて

本稿では，会社法106条に関する裁判例を素材として，株式の共同相続が生
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要求する点では前掲最判平成 2年12月 4 日，前掲最判平成 3年 2月19日と，そ

れぞれ似たような価値判断に立っていると理解することができる。

３ ．まとめ

以上に述べたとおり裁判例は，株式の共同相続が生じた場合に，会社に対す

る権利行使者を定めるに当たり，準共有者間に対してのみならず，会社に対し

ても，協議を真摯に行うことを要求するという極めて手続法的・プロセス重視

的態度を取っている。かかる態度は，会社法106条の明文規定からは読み取る

ことができない。ただ，つとに最判昭和63年 5 月20日集民154号71頁は，共有

者の一部の者から共有物の占有使用を承認された第三者に対するその余の共有

者からの明渡請求の可否が争点とされた事案において，傍論ながら，「共同相

続に基づく共有者は，他の共有者との協議を経ないで当然に共有物を単独で占

有する権原を有するものではない」と述べており，共同相続に基づく共有者間

において，相互間の協議を要求する姿勢をすでに示していた。つまり，本稿で

取り上げた各裁判例からうかがわれる行為規範は，前掲最判昭和63年 5 月20日

の延長線上のものと位置付けることができよう。

結果として，準共有者間，準共有者・会社間においては，お互いに真摯に交

渉をし，交渉の際に恣意的な態度をとらないことが，相互に求められていると

いってよく，これが裁判例から抽出される行為規範であるといってよい。

七．結びに代えて

本稿では，会社法106条に関する裁判例を素材として，株式の共同相続が生

� 29株式の共同相続が生じた場合において要求される行為規範（松嶋）

じた場合における株式の準共有間，準共有者と株式会社との間に要求される行

為規範につき検討し，準共有者間，準共有者・会社間においては，お互いに真

摯に交渉をし，交渉の際に恣意的な態度をとらないことが，行為規範として相

互に求められていることを述べた。これは，裁判所が取る手続法的・プロセス

重視的態度の現れであるといってよい。

では，かかる態度をもう一度実体法に取り込んで，関係当事者間における実

体法上の誠実交渉義務のようなものまで高めることができるであろうか。本稿

では，そこまで詰めることはできなかった。今後の課題と受け止め，引き続き

検討していきたい。
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当然分割されるとする見解（当然分割説）も主張されている。出口正義「株式の共
同相続と商法203条 2 項の適用に関する一考察」筑波法政12号（平成元年）67頁

９	 大野正道『企業承継法の理論Ⅰ』（平成23年，第一法規）102頁，江頭憲治郎『株式
会社法（第 9版）』（令和 6年，有斐閣）125頁
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１0	本判決の評釈として，大野正道・判批・判タ937号72頁，大野正道・判批・判タ975
号33頁，寶金敏明・判批・判タ978号170頁，柴田和史・判批・会社判例百選［第六
版］190頁，荒谷裕子・判批・ジュリ1135号101頁，青竹正一・判批・ジュリ1164号
147頁，川村力・判批・別冊ジュリ254号24頁，近藤光男・判批・判例評論466号60頁，
前田雅弘・私法判例リマークス17号104頁，松嶋隆弘・判批・月刊税理62巻 5 号94頁。

１１	それだけでなく Aは，自身の姓と B 及びその息子の姓が異なることを避けるため，
BとAの親族との間で，Bを養子とする旨の養子縁組をさせた。

１２	本判決の評釈として，大久保拓也・判批・金判1345号 2 頁，王芳・判批・ジュリ
1396号167頁，河内隆史・判批・判時2057号189頁，宮島司・判批・法学研究（慶応
大）84巻10号89頁，板村丞二＝西尾幸夫・判批・龍谷法学43巻 3 号1347頁，松嶋隆
弘・判批・税務事例47巻 1 号53頁

１３	養子縁組は，D1・D2との間でなされている。
１４	この遺言の効力は争われていない。
１５	前掲最判平成 9年 1月28日に関しては，事業承継という観点から，次の 3点を指摘
しておきたい。
⑴．前掲最判平成 9年 1月28日の当時，非嫡出子の法定相続分は嫡出子の 1 / 2 で
あったため（平成25年改正前民法900条 4 号但書），法定相続分は，X1が合計 9 /10，
B の子が 1 /10であった。現在の民法の規定だと，嫡出子も非嫡出子も法定相続分は
同じであるため，法定相続分は，X1らが合計 5 / 6 ，B の子が 1 / 6 となる。①．に
掲げる「特段の事情」は，現在，より一層生じる余地がなくなっている。
⑵．前掲最判平成 9年 1月28日では，遺贈の効力が遺言無効として争われているが，
X1らとしては，本件遺贈に対し遺留分減殺請求権を行使することも可能であった。
遺留分減殺請求権の効果は物権的であるので，行使の結果，本件株式につき，やは
り準共有が生じえた。ただ，平成30年相続法改正により，遺留分侵害額請求権の効
果は，単に債権的なものであるとされた。この場合，X らは，B に対し，遺留分を
侵害する額に応じた金銭債権を有するにすぎないこととなる（民法1046条）。
⑶．あくまでも推測であるが，Aが本件遺贈をした背景には，B との事実上の家族
関係を尊重することの他に，AB 間の子が男で，正妻 X1との間の子がいずれも女で
あったということもあるのかもしれない。「男系」の跡取りに拘泥する考えは，もは
や時代遅れではあるのだが，前掲最判平成 9年 1月28日の当時においては，必ずし
もそうではなかったのかもしれない。

１6	東京高判平成24年11月28日判タ1389号256頁は，持分が同じ準共有者 2人のうち， 1
人が協議なしに行った議決権行使を会社が認めたことを違法としており，前掲大阪
高判平成20年11月28日の前提となる価値判断と親和的である。

１7	本判決の評釈として，青木英夫・判批・金判883号40頁，大野正道・判批・別冊ジュ
リ116号28頁，大野正道・判批・別冊ジュリ149号24頁，荒谷裕子・判批・別冊ジュ
リ254号22頁，山下郁夫・判批・4166頁，尾崎安央・判批・判タ臨時増刊975号29頁
吉本健一・判批・判例評論397号55頁，大杉謙一・判批・法協109巻 5 号187頁，大野
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� 31株式の共同相続が生じた場合において要求される行為規範（松嶋）

正道・判批・法教131号106頁，岡野谷知広・判批・法学研究65巻 3 号107頁，篠原勝
美・判批・法曹時報44巻 8 号219頁，畑肇・判批・私法判例リマークス 4号102頁，
尾崎安央・判批・法律のひろば45巻11号61頁，岩城謙二・判批・法令ニュース27巻
3 号30頁，中島弘雅・判批・民商法雑誌106巻 3 号93頁，松嶋隆弘・判批・月刊税理
64巻15号110頁

１８	X5の法定相続分が，H1，H2の半分であるところからすると，X5は非嫡出子であった
ようである。

１９	「特段の事情」に関しては，さらに，松嶋隆弘「株式併合と株主代表訴訟の原告適格
の帰趨」月刊税理68巻14号239頁を参照。

２0	原告適格をも含む広義の訴えの利益は，訴訟要件であるが，そこでは「当該事案に
つき，本案判決をすることの必要性・実効性」が「仮に本案判決を下すとしたら」
という観点から考慮される。いわば，本案についての判断が，本案に先行して
「粗々」にレビューされるのである。かような特質から，その判断の中には多分に実
体判断的なものが含まれる。前掲最判平成 2年12月 4 日では，特にそのことがあら
われているといってよいであろう。本注に述べた点につき，松嶋隆弘「株主総会の
瑕疵の連鎖をめぐる実体法と手続法の交錯─訴えの利益の判断構造を中心として」
中島弘雅古稀『民事手続法と民商法の現代的潮流─祝賀論文集』（令和 6年，弘文堂）
141頁

２１	本判決の評釈として，原弘明・判批・近畿大学法学63巻 2 号33頁，福島洋尚・判
批・金判1470号 2 頁，藤原俊雄・判批・金判1480号14頁，門口正人・判批・金法
2092号68頁，前嶋京子・判批・甲南法学56巻 3 〜 4 号295頁，弥永真生・判批・ジュ
リ1480号 2 頁，金子敬明・判批・ジュリ1492号71頁，松元暢子・判批・ジュリ1492
号91頁，冨上智子・判批・ジュリ1495号92頁，福島洋尚・判批・別冊ジュリ229号28
頁，福島洋尚・判批・別冊ジュリ254号26頁，青竹正一・判批・商事法務2073号18頁，
金子敬明・判批・千葉大学法学論集30巻 4 号 1 頁，岩淵重広・判批・同志社法学67
巻 7 号2953頁，松井智予・判批・判例評論690号164頁，脇田将典・判批・法協133巻
8 号1293頁，鳥山恭一・判批・法セミ60巻 8 号119頁，冨上智子・判批・法曹時報69
巻 5 号185頁，中村信男・判批・法律のひろば68巻 9 号53頁，岡田陽介・判批・法律
論叢（明治大）89巻 1 号229頁，松嶋隆弘・判批・月刊税理62巻 3 号218頁





� 33
論　説

はじめに

近年，ブロックチェーンという技術が注目されている １。ブロックチェーン

とは，インターネット上のネットワーク全体で記録が共有される分散型データ

ベースであり，暗号技術によりその記録の正当性を保証する仕組みを備えた技

術を指す。ブロックチェーンにおける記録は合意形成メカニズムを経て保存さ

れ，その変更，改竄や削除などが極めて困難であり，かつ，ネットワークの参

加者全員に共有されるため自動的に修復され得るものである。したがって，ブ

ロックチェーンはネットワークの継続性と信頼性が高いと一般に説明されてい

る ２。なお，このような技術はビットコインという仮想通貨が支払方法として

用いられる取引の基盤となっている ３。なぜなら，ブロックチェーンでは，国

家などの中央集権的な発行元を介さずに，インターネット上で国境を越えて流

通できる支払手段を確保できるからである ４。

ブロックチェーンには暗号化された多様な資産（以下は総じて「暗号資産」と

いう）を保管することができ，そのなかには仮想通貨，各種届出や登記などの

みならず，知的財産も挙げられている ５。なかでも，ブロックチェーンは各企

業が自社のビジネス上の優位性を維持するために保有する営業秘密の侵害を防

止する手段としても利用できる。営業秘密をブロックチェーン上に保有するこ

とで，当該秘密はブロックチェーン参加者間で共有され，侵害されにくい状態

ブロックチェーンにおける物権の準拠法
─　ヨーロッパの学説と営業秘密保護の観点から　─

セレナ・フランコ
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に置かれる。しかし，そのように保管された営業秘密は，ブロックチェーンに

記録された時点で参加者に共有されるため，その移転が行われた場合には当該

秘密の帰属が問題となり得る。その場合，当事者はいくつかの課題に直面する。

すなわち，第 １に，ブロックチェーンはインターネット上で稼働しており，そ

の結果，そこで行われる取引は国境を越えて発展することが多く，渉外的要素

を有する。第 ２に，ブロックチェーンは単なる技術にすぎないが，取引の対象

がそれに保管された場合，情報が共有されるという特性が当事者の法的関係に

直結し，影響を及ぼし得る。したがって，ブロックチェーンで保管されている

営業秘密の帰属に関して紛争が生じた場合には，国際私法に基づきその問題の

準拠法を決定する必要が生じることが少なくない。しかし，暗号資産は，その

帰属に関する準拠法を確認するにあたり，その帰属を物権的に処理すべきか，

もしくは債権的に処理すべきかがまず問題となる。これに関し，営業秘密をブ

ロックチェーン上で管理・移転する場面では，同秘密を排他的に保持すること

がその価値であること，同秘密の移転によりその価値も移転すること，さらに，

その不正な侵害により第三者との関係でも帰属が問題となり得ることから，物

権的処理が妥当である局面が存在すると認められ得る。したがって，本稿は，

ブロックチェーンにおいて営業秘密の物権的側面が現れる限定的場面に射程を

絞って検討を進める。

法の適用に関する通則法（以下は「通則法」という）は所有権などの物権につ

いて１3条において所在地を連結点としている。しかし，インターネット上で取

引が完結するブロックチェーン上の暗号資産はバーチャルな次元に存在するた

め，その所在地をどのように特定するかが問題とされ，日本において複数の見

解が提示されている。そこで，本稿では，日本の議論に資することを目的とし

て，ブロックチェーンにおける暗号資産の物権問題の準拠法についてヨーロッ

パの研究者が示す見解を紹介する。次に，営業秘密に着目しつつ，それらの見

解が日本の議論とどのような差異を示すかを検討し，どのように日本の議論に

貢献し得るかを明らかにする。
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� 35ブロックチェーンにおける物権の準拠法（セレナ）

第 １章　問題の所在

⑴　ブロックチェーン技術とは

ブロックチェーンという技術は分散型台帳（distributed ledger，以下は「DL」

という）という更なる技術をもとにしている ６。DL はネットワークに接続され

た一連の機器（通常はパーソナルコンピュータやスマートフォン）において記録を

保持し，これらの機器（これらを総じて「ノード」という）の間で合意形成メカ

ニズムを用いてその記録を同期させている ７。

DL の最もよく知られた実現方法がブロックチェーンである ８。ブロック

チェーンは，国際標準化機構によれば，「DL であり，承認済みブロックが，

暗号リンクを用いて，追記のみ可能な順序付けられた連鎖構造として組織され
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み込まれた記録の変更が事実上不可能である１４。第 ２ に，ブロックチェーンは
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る。かかる構造は，記録を広範なノード間で共有することにより，特定ノード

の障害やハッキングなどによる破損が発生したとしても，ネットワーク全体に

及ぶ影響を最小限にとどめ得る点で，障害耐性および改竄耐性の向上に資する１５。

もっとも，このような仕組みによる透明性は，あくまでブロックチェーン上に

記録された情報に限定される。たとえば，ブロックチェーン技術を必要とする

ビットコインにおいては，ブロックチェーン上の記録に当該ビットコインアド

レスと関連付けられた現実世界の人物や団体に関する情報は含まれない。この

ため，実際には誰がビットコインに利害関係を有するのかという点については

透明性が確保されず，この特性は「仮名性（pseudonymity）」または「匿名性

（anonymity）」と呼ばれる１６。第 3 に，ブロックチェーンにおいては，ネット

ワークを改竄や不正利用から防御する手段として暗号技術が導入されており１７，

「公開鍵・秘密鍵暗号（public–private key cryptography）」という方式は一般的

な暗号化の技術である１８。この方式では，秘密鍵と公開鍵から成る一対の鍵が

生成される。秘密鍵は，無作為に生成される英数字から構成されるが，公開鍵

は，秘密鍵と同様に英数字から構成されるものの，秘密鍵の保有者により自由

に公開される。具体的な使い方は，暗号資産の保持者は，受信者にその暗号資

産を移転させる場合，自らのみが保有する秘密鍵を用いて，対象となる暗号資

産から電子署名を作成し，その署名と暗号資産を受信者に送付する。受信者は，

秘密鍵に対応する公開鍵により電子署名を検証し，その過程で得られたハッ

シュ値と，受け取った暗号資産から計算したハッシュ値を照合する。両者が一

致すれば，そのデータが送信後に改竄されていないことが確認される１９。公開

鍵・秘密鍵暗号と電子署名を併用することで，送信者は通信内容の完全性と秘

密性を確保しつつ，暗号資産を送信することが可能となる２0。なお，ブロック

チェーンには，許可型ブロックチェーン（permissioned blockchain）と非許可型

ブロックチェーン（permissionless blockchain）の二種類がある。許可型ブロッ

クチェーンでは，ネットワークへのアクセスを管理する権限を有する者（所有

者，管理者や検証者など）からの許可がなければ，ノードとして当該ブロック

チェーンに参加することはできない。他方，非許可型ブロックチェーンは，誰
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でも参加可能であり，ノードとしてネットワークに参加するための許可や認証

を必要としない２１。

次に，このようなブロックチェーンにおける暗号資産について渉外的要素を

含む紛争が生じた場合には，ブロックチェーンという技術はどのように国際私

法と関係してくるかを見るとする。

⑵　ブロックチェーンと国際私法の関係

国際私法は，実質法上周知されている法概念を問題としているため，ブロッ

クチェーン上の暗号資産を移動させる法律行為や不法行為に関わり得るが，ブ

ロックチェーン自体は技術にすぎず，国際私法との関係が明確ではないとされ

ている２２。これに関しては，ブロックチェーンは上述の特性を用いてその利用

者に動作規則を課し，その動作規則が法との類似性があることから，法システ

ムと見做す見解２３も示されている２４。しかし，まず，ブロックチェーンはその

中のノードが領域とは関係なく繋がっているため，それにおける暗号資産の移

転が渉外性を有することが多く，国際私法との関わりを否定できない２５。次に，

ブロックチェーンは自己の動作規則を設定しており，国家法のような他律的な

法制度を必ずしも必要としないとも考えられるが，その利用者の観点からブ

ロックチェーンの動作規制だけでは完全に解決できない問題もある２６。例えば，

ブロックチェーンに置かれている暗号資産の移転が当事者間の合意なしに行わ

れたか，もしくは意思表示の瑕疵の下で行われたというような問題はブロック

チェーンの中だけでは解決できない。また，相続や破産手続に関わる問題も挙

げられる２７。国家の観点からみても，金融規制や消費者保護などをはじめ，専

ら国家法秩序に関わる事項がブロックチェーン技術により侵害されないように

する必要があると説明されている。それゆえ，国際私法とブロックチェーンは

関係し得ることがわかる２８。

次に，国際私法の仕組みをどのようにこの新しい技術に応用できるか問題と

なる。なぜなら，準拠法選択規則は国際的な要素を有する法律関係を特定の国

家法システムに連結しようとするものである一方，ブロックチェーン技術は国
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境とは関係なくノードを繋げている技術であり，特定の国家法秩序に結びつけ

にくいものである。それに加えて，ブロックチェーン自体は分散化されており，

ある国家領域内に具体的に位置づけられたものではない。これに関しては，国

際私法は，知的財産という無体性の財産に適用される準拠法の決定に対応して

おり，知的財産とそれらを認める国家法との関係を明らかにするために，知的

財産の具体的な連結点を擬制的なものに置き換えた。しかし，ブロックチェー

ンにおける暗号資産は，知的財産とは異なりそれに権利を付与する国家法は存

在しておらず，国家領域との関連性はないとされている２９。そこで，どの準拠

法によりブロックチェーンにおける諸問題を解決できるかが問題となる。なか

でも，筆者はブロックチェーンにおいて暗号資産の一つとして保存され得る営

業秘密に主眼を置いた上で検討を進める。

⑶　ブロックチェーンにおける営業秘密とその帰属に関する性質決定

筆者は今まで国際私法上の営業秘密侵害を中心に検討３0を進めたが，ブロッ

クチェーンは営業秘密にはどのように関連してくるか，そして本稿においてど

のような側面でそのような営業秘密の準拠法を検討するかを説明する。

本来ならば，技術の発展は発明により支えられ，その発明は特許制度などに

より保護されてきたが，近年では各企業の営業秘密も技術の発展に大きく貢献

している。営業秘密とは，技術的情報や技術秘訣など，特許の登録手続を経て

いないもしくは特許として登録できないノウハウを指しており３１，国際私法で

は不正競争の枠組みでその不当な開示・窃取・使用に適用される準拠法が考察

されている３２。営業秘密はデジタル化の進展と被雇用者の流動化に伴い，その

侵害される可能性が高まってきており３３，それを保護する手段としてブロック

チェーン技術を活用することを提案する声が上がってきている３４。ブロック

チェーンは，営業秘密の変更履歴を逐一記録し，その内部に保管されている情

報を入手・複写・変更されることなく配布することを可能とする。そのため，

ブロックチェーンの透明性は営業秘密の保持者にとっての有利性に繋がり得る３５。

また，ブロックチェーン技術により，営業秘密は暗号化され，第三者が内容を
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読み取ることはできない。その結果，営業秘密の本質的な要件である秘密性が

確保される。また，当該営業秘密が侵害された場合でも，データを取得した者

の特定が可能となり，侵害者の主体を迅速に突き止めることができる３６。もっ

とも，このような仕組みでは営業秘密の帰属が不透明な場合がある。なぜなら，

ブロックチェーン自体は当該営業秘密の「占有」を証明するにとどまり，所有

権そのものの証明はできないと指摘されている３７からである。そこで，渉外的

要素を含む紛争にあたり，ブロックチェーンにおける暗号資産の帰属はどのよ

うな準拠法に基づき特定すべきかを決める必要がある。

しかし，営業秘密を含む暗号資産は，財産権の一種ではあるものの無体物に

該当する。また，同資産は，同様の無体物である知的財産などとは異なり，そ

の成立・効力が特定の立法により規律されていない。したがって，暗号資産の

帰属に関する準拠法は，債権的処理が適当であるか，もしくは物権的処理が妥

当であるかがまず問題となろう。これに関し，営業秘密は，それを排他的に保

持すること自体が保持者に市場における優位性という経済的価値を齎しており，

すなわち，その排他的管理に基づきその資産としての性格を有することとなる３８。

その結果，営業秘密の移転は当該秘密に対する排他的管理権限の変更を意味し，

また，その帰属は営業秘密が不正に取得された場合などにおいては第三者との

間でも問題となり得る。そのため，営業秘密の帰属は，同秘密の排他的支配，

価値の移転，対抗関係の可能性という点に鑑み，物権的処理が妥当である場合

が認められ得る。なお，ブロックチェーンにおける暗号資産の物権問題として

は，資産の帰属性，その帰属性による排他的権利の内容，権利変動，対世効，

不法行為の先決問題に加え，抵当権付きの取引，破産手続における資産の管理

も挙げられている３９。したがって，本稿では，暗号資産全般を物権的処理の対

象とはせず，ブロックチェーンで保管された営業秘密に限定した上で検討を進

める。

そこで，まず，日本ではブロックチェーンにおいて営業秘密やビットコイン

などの保管されている暗号資産に関わる物権の準拠法に関する見解を紹介する。
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第 ２章　日本法下の議論

通則法は物権の準拠法について１3条において規則を置いている。同条 １項は，

そのもととなる旧法例 ４条と法例１0条と同じく４0，依然として動産または不動

産に関する物権およびその他の登記すべき権利について目的物の現在の「所在

地法」を準拠法とする。同条 ２項も，権利の変動についてはその変動の原因と

なる事実が完成した当時の目的物の「所在地法」を準拠法とする４１。したがっ

て，物権問題については所在地という連結点が解釈論の対象となるが，ブロッ

クチェーンは保管される暗号資産は無体財産であり，その所在地を観念するこ

とが困難である。そのため，所有権などの物権問題に対しどのような連結点を

用いるべきかについては様々な学説４２が示されている。

第 １に，スマートコントラクト４３に関わる紛争の物権的側面については，主

観的連結，管理者の所在地法もしくはブロックチェーンを機能させるソフト

ウェアと密接に関連する法，秘密鍵の保有者の常居所地法，法廷地法という順

番の段階的連結を用いるべきであるとの見解が示されている４４。これによれば，

ブロックチェーンにおける物権の準拠法については複数の見解が示されている。

第 １に，所在地法を定めるにあたり，当事者間の法選択合意を重視し，物権に

ついても当事者間に合意された準拠法を適用するという見解である。このよう

な合意は，システムの管理者が備わっている許可型ブロックチェーンにおいて

は十分に考えられ，法律関係の安定性に資するが，そのような法選択合意は第

三者にも影響を及ぼすこととなり得る。特に，第三者が関与していない合意に

拘束されるという問題を指摘できるが，第三者は当事者が選択した準拠法に基

づき成立させた同様の権利を享有すべきであると解されている４５４６。第 ２に，許

可型ブロックチェーンにおいては管理者の所在地法を準拠法とすべきであり４７，

管理者が存在しない非許可型ブロックチェーンについては，ブロックチェーン

を機能させるソフトウェアと密接に関連する法を準拠法とする見解も提案され

ている４８４９。第 3に，秘密鍵がなければ暗号資産から利益を得ることができな

いことから，秘密鍵の保有者の常居所地法を準拠法とすることも考えられる５0。
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第 ２章　日本法下の議論
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は十分に考えられ，法律関係の安定性に資するが，そのような法選択合意は第
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拘束されるという問題を指摘できるが，第三者は当事者が選択した準拠法に基
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管理者が存在しない非許可型ブロックチェーンについては，ブロックチェーン

を機能させるソフトウェアと密接に関連する法を準拠法とする見解も提案され
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しかし，秘密鍵の管理方法はシステム設計や取引の仕組みに左右されるため，

この立場の妥当性に疑問が呈されている５１５２。第 ４に，各国家の政策を促す意

味でも法廷地法を適用すべきとする見解もあるが５３，この立場は法的安定性を

欠くと批判される５４。これを踏まえ，この見解はこの ４つの見解を段階連結の

形態で採用することとしている。すなわち，まず，ブロックチェーンにおける

管理者が存在することが多いことおよび国際私法の伝統的な考え方からの近似

性を考慮し，主観的連結を第 １段階に置くべきであるとされている。もっとも，

スマートコントラクトなどのように法選択が機械的に成立することを考えれば，

法選択を確認できない場合もある。その場合には，許可型ブロックチェーンに

ついては管理者の所在地法，非許可型ブロックチェーンについてはブロック

チェーンを機能させるソフトウェアと密接に関連する法を準拠法とすることが

第 ２段階となり，次に秘密鍵の保有者の常居所地法が第 3段階の準拠法となる。

最後に，契約書中での管轄条項などにより当事者が紛争解決の場所を選択でき

ることなどを根拠に法廷地法を適用することとなると解されている５５。

第 ２に，暗号資産の物権問題について，通則法１3条を類推適用し，暗号資産

の保持者の所在地法を準拠法とする見解５６がある。これによれば，ブロック

チェーンにおける所有権に関わる問題は，物権としてのみならず，債権譲渡と

しても性質決定でき，通則法２3条の枠組みで考えることができるが，ブロック

チェーンに置かれている暗号資産は，発生時において当事者間における債権債

務関係を想定できない問題点があるため，物権問題を債権譲渡として性質決定

することが不可能であると解されている５７。もっとも，一定の経済的価値を有

する無体情報との性質を踏まえれば，暗号資産は通則法１3条を類推適用してそ

の物権的側面を所在地法に送致すべきであると解されている５８。同条はまず，

物権について当事者自治を認めていないことから，当事者合意による法選択は

許されていない。もっとも，暗号資産は直ちに移動するという特性を有するこ

とから，その所有権の帰属は自動車などの常時移動する物の所在地決定に関す

る基準に照らして判断すべきである。この点について，最高裁判所は，自動車

が運行の用に供し得る場合とそうでない場合を区別し，前者については準拠法
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決定の安全性や取引の安全を確保する観点から，その利用の本拠地の法を当該

自動車の所在地法と解する一方，後者については原則として物理的な所在地の

法を所在地法とすべきであると判示した５９。これに基づき，暗号資産もまた取

引を通じて即座に移動するとはいえ，物権的請求が行われている時点では特定

のアドレスに留まっているため，そのアドレスを介して当該暗号資産を保有す

る者の所在地を通則法１3条における所在地とみなすことができると考えられて

いる６0。ただし，その地が法的問題と最低限の密接関連性を欠く場合には，最

終的には法定地法の適用が認められるべきであると指摘されている６１。

第 3に，仮想通貨の物権問題をめぐって，条理の下で主観連結，管理者の所

在地法，暗号資産の保持者の所在地法という順番の段階連結を提案する見解６２

がある。この見解では，ブロックチェーンの性質上，客観的な最密接関係地を

確定することが困難であることから，参加者による当事者自治が可能な場合に

は，明示的か黙示的かを問わず，その法選択に基づき準拠法を定めるべきであ

るとされる。このような主観的連結点は，許可型ブロックチェーンにおいては，

参加が許可された者に限定されるものの，合理性および予測可能性の観点から

支持され得る。また，非許可型ブロックチェーンにおいても，初期参加者間の

合意により予め準拠法を指定し，その準拠法条項に同意することを参加条件と

する仕組みを設けることにより準拠法選択に関する合意を導くことが可能であ

るが，そのような合意の有効性が問題視され得ると指摘されている６３。法選択

が合意されていない場合には，参加者の観点から中心的役割を担う管理者が明

確に存在するのであれば，その管理者の所在地を連結点として準拠法を定める

ことにより，参加者の予見可能性に適う準拠法となると解されている。もっと

も，いかなる役割を担えば管理者として認め得るかの基準は明確でなく，また，

ブロックチェーン自体が本来管理者を介さずに参加者相互の取引を可能とする

趣旨に基づく仕組みであることから，管理者の所在地を連結点として特定する

ことが適切ではないと指摘され得る６４。最後に，上記の二つの連結点をいずれ

も用いることができない場合には，最密接関係地法として，紛争の対象となる

暗号資産の保持者の所在地法を基準とすべきであると解されている。なぜなら，
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るが，そのような合意の有効性が問題視され得ると指摘されている６３。法選択

が合意されていない場合には，参加者の観点から中心的役割を担う管理者が明

確に存在するのであれば，その管理者の所在地を連結点として準拠法を定める

ことにより，参加者の予見可能性に適う準拠法となると解されている。もっと

も，いかなる役割を担えば管理者として認め得るかの基準は明確でなく，また，

ブロックチェーン自体が本来管理者を介さずに参加者相互の取引を可能とする

趣旨に基づく仕組みであることから，管理者の所在地を連結点として特定する

ことが適切ではないと指摘され得る６４。最後に，上記の二つの連結点をいずれ

も用いることができない場合には，最密接関係地法として，紛争の対象となる

暗号資産の保持者の所在地法を基準とすべきであると解されている。なぜなら，
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この最後の準拠法では，実際に暗号資産を移転する権限を有する原告にとって

実効的な救済が実現されやすいからである。実際に，暗号資産の保持者・管理

者の所在地法に基づき当該暗号資産の帰属が原告に認められるのであれば，被

告に対し当該資産の移転を命じる判決や，当該暗号資産が被告の財産に含まれ

ないことを確認する判決を取得・執行することが容易になると考えられている６５。

第 ４に，条理の下で，主観的連結を認めた上で，法選択合意がなければ，許

可型ブロックチェーンについては管理者の所在地法を準拠法とする一方，非許

可型ブロックチェーンについては有高の管理地法を準拠法とする見解６６がある。

この見解によれば，暗号資産は無体財産であることからその物権問題について

は複数の立場が挙げられる６７。まず，無体財産の成立に関する「根拠法」を所

在地法として位置づけられる。例えば，無体財産の関連では，著作権譲渡の成

立については著作権という物権類似の支配関係の変動について保護国法を準拠

法と判示する判例６８が存在する。また，権利質についても，権利質はその客体

たる権利を支配し，その運命に直結しているため，これに適用すべき法律は，

客体たる債権自体準拠法によるべきであるとの判例６９がある。さらに，債権譲

渡に関しては通則法２3条に基づき，譲渡対象となる債権に適用される法を対抗

要件の準拠法と定められており，その準拠法は譲渡対象債権の成立の根拠法と

してみることができる。これらに照らせば，物権問題が客体の性質に直接影響

を及ぼすことを考慮し，その客体に適用される準拠法を根拠法とすることは合

理的であると考えられるが，暗号資産はブロックチェーンという技術を用いて

できた情報であり，知的財産権や債権などのように法定上の要件を満たしてで

きた無体財産に該当せず，その成立の根拠法は観念し得ないと解されている７0。

さらに，暗号資産を温室効果ガスの排出枠と同様に「価値を記録する仕組み」

と捉え，その準拠法として当該記録の登録地法を適用すべきであるとの立場も

あり得る７１。しかし，暗号資産の取引記録は国境を越えて接続された多数の

ノードに分散的に保存されるため，当該取引の記録を固定させ，最終的にどこ

の地が登録地に当たるのかを特定することは実際上困難である７２。

このように，上述の法政策は十分に機能しておらず，暗号資産に関する所在
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地の決定については異なる視点から検討すべきであるとされている。すなわち，

まず，当事者自治を認め得るか否かが問題となる。物権に関する紛争について

は，従来から，法例を改正するにあたり物権変動について当事者自治を提案す

る声があったものの，当事者自治は原則として否定され７３，その理由としては，

第 １ に，当事者による法選択が第三者の利益に直接影響を及ぼし得る点，また

当事者が結託して第三者の利益を害するような法選択の虞がある点が指摘され

ている。この問題を緩和するため，法選択の効力を法選択当事者間に限定する

という方法も考えられるが，その場合には合意した当事者ごとに準拠法が異な

り，物権の対世効が確保されないという難点が指摘されている。さらに，当事

者自治を否定する更なる根拠として物権法定主義という法理も挙げられる。し

かし，この法理は本来的に準拠実質法を適用する段階で意味を有しており，準

拠法の決定過程に直接影響を及ぼすものではないと解すべきである。これを踏

まえると，物権において当事者自治を認める余地は一般的に乏しいと考えられ

る７４。もっとも，この見解はいくつかの条件を満たせば暗号資産に対しても当

事者自治を肯定し得る場合を想定している。具体的には，特定の種類の暗号資

産に共通する法選択が行われる場合，あるいは当該暗号資産が記録されている

DT の全体に共通の法選択が設けられる場合である。その典型例としては，分

散型アプリ（decentralized application）７５のポータルサイトなどに含まれる利用規

約や，暗号資産の購入契約書に法選択条項を明記する場合が挙げられる。この

ような方式を採用すれば，複数の準拠法が併存することによる不整合を回避で

き，かつ，恣意的な法選択により第三者を害する危険も生じにくいと説明され

る７６。しかし，同一の分散型アプリについてポータルサイトが複数あり，それ

ぞれ異なる法選択条項を設けている場合や，購入契約書における法選択条項が

転売過程において十分に意識されない可能性は問題点として指摘されている７７。

なお，法選択の可否については，許可型ブロックチェーンと非許可型ブロック

チェーンを区別する必要がある。前者においては，管理者が利用契約などを作

成し，その同意を参加条件とすることができるため，法選択合意を成立させる

余地がある。その場合，破産債権者などの第三者も，暗号資産が当該準拠法に
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基づき構築されている以上，同じ法選択に拘束される。他方，非許可型ブロッ

クチェーンは自由に参加可能なネットワークであるため，参加者間で法選択条
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管理者として明確に位置づけられており，その拠点がネットワークの重心を形
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当該ネットワークの最密接関係地であるが，このような連結点は確実性や予見

可能性に欠けており，さらに「最密接性」という概念自体が相対的であること

が指摘されている８１。例えば，ブロックチェーンの稼働を支えるソフトウェア

の開発・保守が行われている拠点を最密接関係地とする見解も存在するが，当

該拠点の関連性は必ずしも密接ではないと解されている８２。これらの立場とは

異なり，この見解では，非許可型ブロックチェーンにおける暗号資産の物権問

題については，当該暗号資産の有高に着目して検討する。すなわち，暗号資産

の有高は，当該資産が格納されたブロックチェーンのアドレスに紐づく秘密鍵

を通じて管理される。そのため，暗号資産の有高の管理地はアドレスの管理地

として捉えられる。つまり，暗号資産は無体財産であり，排他的管理可能性を

有するからこそ経済的な価値を持つことから，その支配の中心が所在地の擬制

の根拠となる。具体的に，アドレスの管理地とは，管理の主体が自然人でれば

その常居所地，法人などの団体であれば当該アドレスを管理する事業所の所在

地と考えられる。ただし，この管理地は秘密鍵の所在地を意味しないことが注

意点であるとされている。なぜなら，秘密鍵は有体物ではなく情報にすぎず，

複数媒体に保存されれば所在地が複数に分散し得るからである。さらに，アド

レス管理地は秘密鍵の管理地でもないことも重要なポイントであるとされてい

る。秘密鍵が複数者に知られている場合，それぞれの法域で管理されているこ
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とになるが，アドレス管理地は実質的に排他的支配を有する者を特定すること

で一つに定め得る。複数の秘密鍵によって保護されている場合も，各管理者の

役割を参照し，実質的な管理者を基準に一つに特定できると解される８３。もっ

とも，有高が他のアドレスに移転すれば，その管理地も移動するため，準拠法

を特定する基準時を設定しなければならない。この点について最高裁は，有体

物に関する所在地法主義の趣旨を，排他的支配を前提とする物権と目的物の所

在地との密接な関連性に求めている８４。したがって，暗号資産のアドレス管理

地は有高を排他的に支配する地であり，物権関係に密接な利害関係を有する地

点と位置づけられるため，所在地として擬制できる。その結果，例えば通則法

１3条で考えると，物権の効力が問題となったときに，同条 １項における所在地

は当時のアドレス管理地となり，物権の得喪が問題となった場合には，当該物

権の原因事実が完成したときにおけるアドレス管理地法を準拠法とすることと

なると解されている８５。さらなる問題はこの見解と通則法１3条との関係である。

同条は動産・不動産を対象に物理的所在地を連結点とするが，暗号資産は無体

財産であるため，動産に含めるのが困難である。また，暗号資産の所在地は擬

制を要するが，暗号資産の擬制では所在地という概念は拡張しやすく，かつ，

アドレス管理地の理論自体が非許可型ブロックチェーンに限定されるため，暗

号資産全般を説明するものではない。その結果，有体物の所在地を擬制するこ

とは，概念的混乱を招きかねない８６。さらに，暗号資産は新しい情報技術の所

産であり，現行法の立法者が想定していなかったことは明らかである。した

がって，アドレス管理地を連結点とするためには，通則法１3条の拡張解釈に依

拠するのではなく，むしろ条文の欠缺を認め，条理の下で考えるべきであると

解されている８７。

このように，ブロックチェーンにおける物権的な側面の準拠法については，

日本において見解が分かれることが明らかとなった。この解釈論に対する示唆

を求めるためには，ブロックチェーンにおける物権問題の準拠法については

ヨーロッパ諸国の研究者はどのようにこの議論を進めているかを紹介する。
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第 ３章　ヨーロッパにおける議論

ヨーロッパ諸国においては，２0世紀半ば以降，不動産および動産に関する物

権について，所在地を連結点とすることが一般原則として確立している８８。

もっとも，無体財産は多様な性質をもつ権利が含まれるため，所在地法の原則

との整合性に欠ける部分があると指摘されている。その結果，例えば知的財産

に関する契約問題については，債権債務関係はその成立の準拠法による一方，

知的財産権そのものについては保護国法が適用され，登録を要する権利につい

ては登録地法によると説明されるのが一般的な理解である８９。ブロックチェー

ンにおける物権の準拠法については，ヨーロッパ諸国においては多様な見解が

提示されており，活発な議論が展開されている。なお，この学説の中には，特

定の法制度に言及しない見解９0と，欧州連合（以下は「EU」という）の統一抵触

規則に触れる見解９１も見受けられるので，両立場の見解を紹介する。

⑴　特定の法制度に依拠しない学説

第 １に，仮想通貨の物権については，法廷地法を準拠法とする見解９２がある。

この立場は，仮想通貨が不正に取得された事例を念頭に置きつつ，それに関す

る準拠法の決定を検討する。すなわち，仮想通貨に対する権利を物権として性

質決定する場合には，仮想通貨の所在地を特定する必要が生じるが，所在地を

秘密鍵の所在地とみなした場合には，その地は偶然的かつ流動的であり，準拠

法決定の基準としては妥当性を欠くと指摘されている９３。なぜなら，ブロック

チェーン上の取引は，ノードが分散的かつランダムにブロックチェーンに関与

し，中央管理サーバーも存在しないことからその地理的な取引地を特定するこ

とが困難であるからである９４。なお，ブロックチェーンがその利用者に課す動

作規則は，一種の法的システムとして位置づけることができるとする見解もあ

る。しかし，例えばブロックチェーン上で支払が行われる予定にも関わらず，

支払義務を負う当事者がすでに破産手続を開始しているような場合には，その

動作規則のみでは当該問題を解決することはできないと指摘されている９５。ま
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た，準拠法指定を解決するには当事者が準拠法を合意できる。そのような合意

は許可型ブロックチェーンにおいては可能であるが，非許可型ブロックチェー

ンに参加する全ての当事者から合意を獲得することが難しいとされている９６。

以上を踏まえ，この見解は，ブロックチェーンにおける所有権などの物権問題

については，主観的連結を第 １ 段階として設定し，法選択を確認できなかった

場合には，法廷地法を準拠法とせざるを得ないと説明している９７。

第 ２ に，ブロックチェーン上の証券的性質を有する暗号資産に着目した上で，

物権について知的財産権に関する保護国法を準拠法とする見解９８がある。この

見解では，第 １ に，「取引が開始された地（place of entry of the transaction）」を

連結点として挙げられるが，ブロックチェーン上ではその地の特定が困難であ

り，交渉に用いた端末の所在地を基準とした場合には，そのような地を恣意的

に操作できると批判される。第 ２ に，「取引を開始した当事者の所在地（site of 

the one who started the transaction）」も連結点の候補に挙がり得るが，これも恣

意性についての批判を免れない。同様に，「取引が終了した地（the place where 

the transaction ended）」も，つまり当該取引相手方の所在地を連結点とする考

え方もあり得るが，なぜ物権の効力がいずれかの当事者の所在地に依拠すべき

かについて合理的な説明は欠如しており，かつ，当事者もブロックチェーンに

おける仮名性により容易には特定できないことが指摘されている９９。さらに，

取引が対象となる暗号資産の発行地を連結点とする見解もある。しかし，ブ

ロックチェーンでは発行所を特定できないことと，この場合には各取引対象に

異なる法を適用せざるを得なくなることが懸念される。ただし，通常の発行主

体がブロックチェーンを利用して取引対象を発行する場合には，発行地法を適

用することは一定の合理性を有すると考えられる１00。また，「秘密鍵の所在地」

や「秘密鍵保有者の常居所地」を基準とする見解もあるが，秘密鍵自体は匿名

性があり，クラウド上で管理される場合も多いため所在地が確定しにくいとさ

れている。加えて，秘密鍵もしくはその保有者の所在地は容易に変更可能であ

り，安定的な基準とはなり得ない１0１。同様に，ブロックチェーンを開発・維持

するコーダーや，プラットフォームの所在地を基準とする見解も示されている
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が，コーダーやプラットフォームは単にシステムの基盤を提供するにとどまり，

必ずしも取引関係と密接に関係しないため，この立場は妥当性に欠けると指摘

されている１0２。さらに，物権を当該権利に関連する契約の準拠法に従属させる

立場もある。例えば，物権の帰属が契約関係に基づくのであれば，その契約関

係の準拠法が適用されるとする考え方である。しかし，この場合には第三者に

対する効力が重視されないため，当事者が恣意的な法選択により第三者保護を

害する可能性が否定できない。それに加え，準拠法が合意されたとしても，当

該契約は消費者契約であれば，消費者保護規定が強行適用され得るため，当事

者が合意した準拠法とは異なる法が適用される余地が残る１0３。他方，ブロック

チェーンにおける全取引に統一的な準拠法を適用すべきとする見解もある。こ

の場合，参加者が特定の準拠法について合意することを前提とするが，許可型

ブロックチェーンにおいては可能であるとしても，非許可型ブロックチェーン

では事前に参加者へ準拠法を周知する方法が明確でなく，かつ，国家によって

は第三者保護や法廷地漁りからの防止の観点から，こうした法選択を認めない

可能性が指摘されている１0４。そこで，この見解は，暗号資産を無体財産と捉え，

知的財産と同様に保護国法を適用すべきであるとする。すなわち，保護を求め

る国の法を適用するものであるが，その結果，法廷地法が準拠法として適用さ

れることになる。この断片的なアプローチは，ブロックチェーンが基盤とする

信頼関係を損なう危険を孕むと批判できるが，この見解は他のアプローチの恣

意性や中央的管理者の不在といった問題を踏まえ，最終的に保護国法を準拠法

とすべきであると解している１0５。

第 3に，仮想通貨の一種であるビットコインの所有権を検討する中で，物権

問題について契約の準拠法を適用するとの見解１0６がある。これによれば，ブ

ロックチェーンは，上述のように，そのコードに組み込まれた動作規則により

自律的に機能するシステムであることから，準拠法を必要としないとする見解

がある１0７。他方，ビットコインは移転に伴いその所有権が変動するため，特定

の法制度を通じてその移転から生じる権利を定義する必要がある。たとえば，

ビットコインの移転が意思表示の瑕疵に起因する場合や，相続・破産手続に関
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連する場合などには，抵触規則に基づき準拠法を特定する必要が生じる１0８。そ

の結果，所有権の拠法を適用することが必要となるが，その過程ではブロック

チェーン固有の問題点に直面する。なかでも，準拠法の確認に際しては性質決

定の問題が生じる。すなわち，ビットコインの移転を法律行為の一種とみれば，

主観的連結が用いられる場合が多いが，その場合，同一のブロックチェーン上

の取引ごとに異なる法が適用され，ブロックチェーンの統一的性質と矛盾する。

それに加え，ブロックチェーンの全体においては一つの準拠法を適用すること

が考えられるが，これにより特定の国家法がブロックチェーンを管理すること

となり，当該国家の権利が濫用される懸念がある。ただし，許可型ブロック

チェーンにおいては法選択が合意され得ると解されている。当事者間の合意に

よる法選択が確認できない場合には，客観的連結として特徴的給付理論を用い

る国家法が多いが，ブロックチェーンにおける参加者の仮名性に鑑みて特徴的

給付を行う当事者の常居所地を特定できない１0９。他方，仮想通貨の移転を物権

と性質決定した場合は所在地法が適用されることとなるが，仮想通貨について

は所在地を特定できない。この点，諸国においては無体財産の担保物権につき，

仲介者の営業所の所在地法を適用することがあるが，これは許可型ネットワー

クには妥当である１１0。さらなる立場としては，債権譲渡の規律を援用すること

も考えられるが，債権譲渡に関しては学説が分かれており，予測困難な結果に

つながり得る。加えて，ブロックチェーンにおける移転の対象は通常の債権譲

渡とは異なり，知的財産権などにも及ぶことがあるため，他の抵触規則の適用

が問題となる可能性がある１１１。そこで，この学説は国際私法の観点からは，資

産移転の物権的側面を移転のもととなる債権債務関係の準拠法に送致する。こ

の立場の利点は，第 １に，仮想通貨の各移転にあたりその移転の有効性を確認

する必要がない点と，第 ２に，秘密鍵を奪われた者がブロックチェーン外の事

情に基づき所有権を証明する必要がない点である。その根拠としては，移転は

あくまでも技術により生じるため，法律によりそれを裏付ける必要はないとい

うことが挙げられている。換言すれば，仮想通貨の移転は契約そのものではな

く，ブロックチェーン外で成立した契約の履行行為にすぎないため，意思表示
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連する場合などには，抵触規則に基づき準拠法を特定する必要が生じる１0８。そ
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クには妥当である１１0。さらなる立場としては，債権譲渡の規律を援用すること

も考えられるが，債権譲渡に関しては学説が分かれており，予測困難な結果に

つながり得る。加えて，ブロックチェーンにおける移転の対象は通常の債権譲

渡とは異なり，知的財産権などにも及ぶことがあるため，他の抵触規則の適用

が問題となる可能性がある１１１。そこで，この学説は国際私法の観点からは，資

産移転の物権的側面を移転のもととなる債権債務関係の準拠法に送致する。こ

の立場の利点は，第 １に，仮想通貨の各移転にあたりその移転の有効性を確認

する必要がない点と，第 ２に，秘密鍵を奪われた者がブロックチェーン外の事

情に基づき所有権を証明する必要がない点である。その根拠としては，移転は

あくまでも技術により生じるため，法律によりそれを裏付ける必要はないとい

うことが挙げられている。換言すれば，仮想通貨の移転は契約そのものではな

く，ブロックチェーン外で成立した契約の履行行為にすぎないため，意思表示
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の瑕疵に関する問題はその契約の準拠法に従う１１２。もっとも，この立場には批

判もあり得る。すなわち，このような理解は仮想通貨の保持者の物権的保護を

放棄する結果につながるのではないか，という点である。ただし，本見解は，

所有者に対する物権的保護を否定するのではなく，その保護を契約の準拠法に

委ねるものであると解している１１３。

第 ４に，仮想通貨の所有権を重点的に検討しつつも，全ての暗号資産も視野

に入れた上で当該取引と最も密接に関わっている当事者の常居所地法または主

たる営業所地法を準拠法とする見解がある１１４。この立場によれば，仮想通貨は

無体財産であることから，それ自体に対する所有権と，それに関連する情報（秘

密鍵やブロックチェーンの複製データ）を保存する媒体に対する所有権と区別する

必要がある。後者については所在地法を適用できるが，前者にも同じ基準を援

用すれば，無体財産と有体財産を混同する結果となる。例えば，秘密鍵は仮想

通貨そのものではなく，単にそれにアクセスするための情報にすぎないため，

両者は区別されるべきである。また，当事者による請求の性質の相違にも留意

すべきであり，仮想通貨から生じる知的財産権やそれに関する機密情報の使用

権に関する請求と，所有権に基づく請求とは分けて考える必要がある。その理

由としては，仮想通貨に関わる問題は複数存在し，知的財産権に基づく請求か

所有権に基づく請求かにより異なる保護を被害者に与えられるからである１１５。

これを背景に，この見解では，仮想通貨に対する所有権は，当事者が相互に主

張し得る請求権に基づき成立するものである１１６。このことから，所有権の準拠

法に関しては，当該取引と最も密接に関係している参加者の常居所または主た

る営業所の所在地の法が，最密接関係地法として適用されるべきだとされる。

参加者が複数の地に居住または事業拠点を有する場合には，その中から当該取

引に最も密接に関連する地の法を適用すべきであると解されている１１７。この見

解は，所在地をより柔軟かつ具体的に設定できる点に利点があるとされるが，

いくつかの批判１１８も存在する。すなわち，第 １に，同一のブロックチェーン上

で複数の準拠法が併存する虞が指摘される。しかし，物権問題はブロック

チェーンの外部的関係に属するため，ブロックチェーン自体の運用には影響を
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及ぼさない。また，準拠法を一つに統一することも可能であり，例えば当事者

関係に即した法を選択することもできるが，その場合，第三者にとって予測不

可能性が生じ得る。第 ２ に，当事者の常居所地を特定するには時間的・経済的

コストが増大するとの懸念があるが，実際には取引は書面で記録されることが

多く，この点は大きな障害とはならないとされている。第 3 に，当事者の常居

所が変更される可能性が考慮されていないとされるが，このような事例は稀で

あり，最後の取引時点の常居所地法を基準とすることなどで解決可能である。

第 ４ に，当事者間で関連取引（connected transactions）を想定していないとの批

判がある。しかし，最密接関係にある常居所地を適切に認定すれば，特段困難

は生じない。また，取引の連鎖（chains of transactions）の準拠法については，

当該物権問題を明確にした上で，それに適用する準拠法を特定していれば解決

可能であるとされている１１９。

⑵　EU法の統一規則を適用する学説

上述のように，学説の中には EU 法の抵触規則を適用するとの見解も存在す

る。これらの見解は物権問題を所在地法ではなく，暗号資産の移転を伴う契約

関係の準拠法に送致することを提案し，その準拠法を定めるために，EU 規則

のなかに契約関係に関する抵触規則を定める「契約債務の準拠法に関する２008

年 ６ 月１7日の欧州議会および理事会の規則２008年・593号（以下は「ローマ I 規

則」という）１２0」という統一規則を取り上げている。ローマ I 規則は契約の準拠

法について 3 条 １ 項１２１において明示的にだけではなく，黙示的な形でも当事者

自治を認めた上で，当事者による法選択がない場合には， ４ 条１２２を設けている。

４ 条 １ 項はまず典型契約を列挙し，それぞれの準拠法を定めており，なかでも

同項 b 号においては役務提供を内容とする契約については当該契約の役務提

供者の常居所地法を準拠法とする。次に，当該契約は １ 項の典型契約に該当し

ない契約類型または複数の典型契約に該当する場合には同条 ２ 項が適用され，

同項では特徴的給付を行う当事者の契約締結時の常居所地の法が適用されるこ

ととなり，その常居所地は１9条１２３に基づき特定される。さらに， ４ 条 3 項にお
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及ぼさない。また，準拠法を一つに統一することも可能であり，例えば当事者

関係に即した法を選択することもできるが，その場合，第三者にとって予測不

可能性が生じ得る。第 ２ に，当事者の常居所地を特定するには時間的・経済的

コストが増大するとの懸念があるが，実際には取引は書面で記録されることが

多く，この点は大きな障害とはならないとされている。第 3 に，当事者の常居

所が変更される可能性が考慮されていないとされるが，このような事例は稀で

あり，最後の取引時点の常居所地法を基準とすることなどで解決可能である。
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当該物権問題を明確にした上で，それに適用する準拠法を特定していれば解決
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上述のように，学説の中には EU 法の抵触規則を適用するとの見解も存在す

る。これらの見解は物権問題を所在地法ではなく，暗号資産の移転を伴う契約

関係の準拠法に送致することを提案し，その準拠法を定めるために，EU 規則

のなかに契約関係に関する抵触規則を定める「契約債務の準拠法に関する２008

年 ６ 月１7日の欧州議会および理事会の規則２008年・593号（以下は「ローマ I 規

則」という）１２0」という統一規則を取り上げている。ローマ I 規則は契約の準拠

法について 3 条 １ 項１２１において明示的にだけではなく，黙示的な形でも当事者

自治を認めた上で，当事者による法選択がない場合には， ４ 条１２２を設けている。

４ 条 １ 項はまず典型契約を列挙し，それぞれの準拠法を定めており，なかでも

同項 b 号においては役務提供を内容とする契約については当該契約の役務提

供者の常居所地法を準拠法とする。次に，当該契約は １ 項の典型契約に該当し

ない契約類型または複数の典型契約に該当する場合には同条 ２ 項が適用され，

同項では特徴的給付を行う当事者の契約締結時の常居所地の法が適用されるこ

ととなり，その常居所地は１9条１２３に基づき特定される。さらに， ４ 条 3 項にお
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いては例外条項が定められており，最後に， １項と ２項に基づき準拠法を決定

できない場合には， ４項は，他の契約と関連などを考慮した上で，最密接関係

地の法が適用されるべきであると定めている１２４。

ローマ I 規則の適用を提案する見解は次のとおりである。第 １に，ビットコ

インの所有権に着目し，法選択合意がない場合には ４条 ４項を類推適用し，最

密接関係地法を準拠法とする見解１２５がある。これによると，仮想通貨はその物

理的所在地を特定できないという性質があるため，物権問題について従来の所

在地法を基準とすることが適切ではない。次に，仮想通貨を通貨として把握し，

その口座が置かれている銀行の所在地を連結点とすることが考えられるが，仮

想通貨自体のやり取りには債務者も債権者もなく，それによる支払は銀行を介

さないため，この立場は妥当ではない。また，ビットコインを株式と同視した

上で会社の設立地または株式の登録地を基準とする立場もあるが，ビットコイ

ンには発行会社も登録地も存在しないため，この立場も採用できない。さらに，

知的財産権と同様に保護国法を基準とする案もあるが，知的財産権が国家によ

り付与される期限付きの排他的権利であるのに対し，ビットコインはこうした

性質を持たない１２６。したがって，ビットコインを独自の無体財産と捉え，その

所有権の準拠法を決定するには，新たな連結点が必要であるとされる１２７。それ

を検討するにあたり， 5つの連結点が候補として挙げられている。第 １に，無

体物の根拠法の適用である。しかし，ビットコインは法により創出される権利

ではないため，根拠法を特定できない１２８。第 ２に，ネットワーク参加者が明示

的または黙示的に準拠法を合意する方法である。この場合，第三者に対する影

響が懸念されるが，第三者も当事者と同様の権利を享受すべきであると説明さ

れている。これに関し，国際的な強行法規の適用排除も懸念されるが，この問

題は法選択条項と裁判管轄条項との関係に関わっており，各裁判所は依然とし

て自国の強行法規を適用できるとされる。さらに，選択された準拠法は所有権

のみに関わり，それを裏付ける法的関係を規律しないという限界がある。しか

し，ブロックチェーンに参加するユーザーはあらゆる国家法制度から離れるた

めにその技術を活用しており，法選択合意を認めることが困難であると解され
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ている１２９。第 3に，ネットワークのコーダーの居住地を連結点とする見解があ

るが，コーダーは管理主体でない場合が多く，匿名または仮名で活動すること

も多く，基準としては不適切であると解されている１３0。第 ４に，秘密鍵の保有

者の常居所地法を準拠法とする見解がある。この場合，元の所有者とハッキン

グによって取得した第三者との紛争には，第三者の準拠法が適用されることが

懸念されているが，利点としては判決の執行地の法を準拠法とできる点である１３１。

これを背景に，この見解は最終的に，契約成立・効力の抵触規則を類推適用し，

ローマ I 規則 ４条 ４項を適用し，ネットワークにおける最密接関係地法を基準

とすべきであるとする。その理由は，ビットコインのネットワーク関係は参加

者が自発的に加入する点から準契約関係に類似すると説明されている。ただし，

最密接関係地をどのように特定するかが大きな課題として残る。具体的には，

国籍やコーダーの所在は必ずしも基準とはならず，客観的連結点をどのように

導くかが問題とされている１３２。

第 ２に，仮想通貨の移転について，当事者による法選択合意がなければ，許

可型ブロックチェーンについては運営管理者の常居所地法を準拠法とし，非許

可型ブロックチェーンについては最密接関係地法を準拠法とする見解がある１３３。

この見解によれば，暗号資産の移転に関する国際私法上の困難は，まずシステ

ムの分散性およびその参加者の仮名性に起因する。さらに，暗号資産の移転は

債権問題にとどまらず，所有権に関する物権問題も含む場合があり，そのよう

な場合には，それぞれに異なる準拠法を適用すべきである。しかし，暗号資産

の移転は有体物ではなく無体物に関わるため，債権問題と物権問題が交錯し，

両者を峻別することは容易ではないと解されている１３４１３５。この見解はまず，仮

想通貨の移転の性質決定に関し，通貨とみなし発行地法を準拠法とするアプ

ローチを検討するが，通貨は国家により発行されるものであり，私的に流通す

る仮想通貨とは性質が異なる１３６。次に，仮想通貨の移転を物権として把握し，

所在地法を適用する見解があるが，その所在地を特定することは困難であり，

また仮想通貨については所在地の擬制は十分に発展していない１３７。さらに，

ローマ I 規則１４条１３８に基づき債権譲渡として捉える立場もあるが，仮想通貨の
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移転は当事者間で法的に強制可能な債権を対象とせず，譲渡される債権も債務

者も存在しないため，この基準は妥当しない。さらに，以上三つのアプローチ

に共通する問題は，同一のブロックチェーン上に複数の準拠法が併存する結果

を招く点である１３９。そこで，この見解は電子的資金移動（electronic funds 

transfer，以下は「EFT」という）１４0に関する議論を参照し，検討を進める。その

議論では，取引全体を統一的に捉える「一元的処理（unitary approach）」と，
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在する１４１。一元的処理では，ブロックチェーンシステムの全体に一つの準拠法

が適用される。電子的資金移動の制度においては，システムは一国内に設置さ

れた銀行または事業者により運営され，参加銀行は運営主体との契約を締結す

ることによりシステムに参加する。その当事者に関わる電子的資金移動の契約

関係は，運営主体と参加者との関係と，参加者相互間の関係とに分類される。

このシステムの準拠法はこの契約関係を規律しており，システムのルールにお

いて合意されることが多い１４２。このような合意は EU 法においてはローマ I 規

則 3 条に基づき認められる。次に，当事者間の合意がなければ，役務提供者 

（ローマ I 規則 ４ 条 １ 項ｂ号）または特徴的給付（ローマ規則 ４ 条 ２ 項）を行う者の

常居所地（ローマ規則１9条）として運営側の常居所地が連結点となる。ブロック

チェーンの仕組みは，参加者と運営者との関係が契約によって規律される点で

電子的資金移動と同様であることから，許可型ブロックチェーンに適用するこ

とが適切であると解されている１４３１４４。他方，非許可型ブロックチェーンにおい

ては運営者が存在せず，暗号資産の分散性および参加者の仮名性も相まって，

ブロックチェーン全体に統一的な準拠法を適用することは困難であるとされて

いる。これに関し，ビットコインに限れば，マイニング活動やノードが集中す

る地を最密接関係地とする案も存在するが，これらの要素は偶発的かつ一時的

であり，当事者の期待に適合せず，予測可能性と法的安定性を欠くと批判され

ている１４５。このため，この見解は非許可型ブロックチェーンにおいては EFT

の議論で主張されている区分的処理を採用すべきであるとされている。EFT

と仮想通貨の移転は，当事者以外の者も関与し得る複数の段階的プロセスを経
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て実行されるが，移転者（transferor）から受領者（transferee）へ無体的価値を

移転させるという点において共通の目的を有するため，EFT に関する議論が

参考になるとされている。EFT については，当事者間に法選択が合意されて

いる場合，その合意の効力が支払に関与する銀行にも及ぶか否かが問題とされ

ている。これと同様に，非許可型ブロックチェーンの場合には，法選択合意の

効力は移転者と受領者に及ぶ範囲においては妥当であるが，仮想通貨のマイニ

ング活動に関与する者にまで及ぶとすれば，これらの者の同意も必要となる。

非許可型ブロックチェーンには運営主体が存在せず，暗号資産の分散性および

参加者の匿名性も考慮すれば，かかる広範な合意は実際上困難である。もっと

も，移転者と受領者は，相互に認識し合っているからこそ法選択合意に至った

と合理的に期待できるため，その当事者間に法選択合意が存在する場合には，

当事者自治の原則を重視し，その意思を最大限に尊重すべきであると考えられ

ている１４６。そのような合意が存在しない場合には，ローマ I 規則 ４条 １項⒝号

に基づき役務提供者を特定し，これを特定できない場合には同規則 ４条 ２項に

より特徴的給付者を特定することとなる。 ４条 １項⒝号における役務提供者と

４条 ２項における特徴的給付者の認定にあたり，ビットコインについてはマイ

ニング活動を行う者を考慮に入れる余地もあるが，これらの活動は一時的であ

り，予測ができないことなどから妥当ではないとされている１４７。そこで，同規

則 ４条 ４項に基づき最密接関係地を特定することが必要となる。この点に関し

て，EFTに関する議論では，移転者もしくは受領者の所在地が明確であれば，

それらの地を連結点とする立場が有力である。これに基づき，仮想通貨の移転

は移転者の所在地から開始し，受領者への通知を行うことが最終目的であるた

め，移転者の所在地法を準拠法として適用すべきであると解する見解がある。

他方，受領者が支払を受け取る行為こそが取引における移転の中心的要素であ

るとし，受領者の所在地法を準拠法とみる見解も存在する。また，当事者間の

契約関係に基づく準拠法を適用する立場も考えられる。なお，連結点としては

暗号資産の所在地を挙げることもできるが，暗号資産には物理的な所在が存在

しないため，この基準は適切とはいえない。さらに，法廷地法を適用すること
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も理論的には可能であるが，その場合には法廷地漁りを助長するおそれがある

と指摘されている１４８。

第 ４章　検討

上述のように，暗号資産の帰属については，物権的側面と債権的側面が混交

している。したがって，暗号資産の帰属に関する準拠法を確認するにあたり，

暗号資産の無体物性に鑑み，同資産の帰属について物権的処理が適当であるか，

あるいは債権的処理が適当であるかという性質決定の問題に直面する。これに

関し，ブロックチェーン上の暗号資産のうち営業秘密に限定して検討すると，

当該秘密は排他的な管理を通じて経済的価値を生み出す点に特徴がある。特に，

営業秘密が企業価値の中核として取引され，その移転が直接的に支配権の承継

と結びつくには，物権的処理が要請される場面が観念され得る。その結果，当

該秘密の帰属には物権的構造を有することが考えられる。これを踏まえ，次に，

日本法とヨーロッパの法制度との間にどのような接続性が認められるかを検討

する。さらに，暗号資産に関する物権の準拠法についての議論を比較した上で，

ブロックチェーンにおける業秘密の物権的処理の準拠法に関する示唆を導くこ

とを目的とする。

日本法でもヨーロッパでも物権の準拠法を決めるにあたり，所在地が連結点

となることが一般的であり，両法制度の間に接続性が認められる。したがって，

日本法上の解釈論とヨーロッパにおいて行われる解釈論を比較し，仮想通貨な

ど特定の暗号資産の特徴を捨象した上で，営業秘密に焦点を当てつつ，どのよ

うな示唆を得ることができるかを検討する。

まず，日本では，第 １に主観的連結，第 ２に許可型ブロックチェーンについ

ては管理者の常居所地法，もしくは非許可型ブロックチェーンについてはシス

テムを機能させるソフトの最密接関係地法，第 3に秘密鍵保有者の常居所地法，

第 ４に法廷地法を提案する見解がある。これに対し，ヨーロッパでは同じよう

な段階的連結を提案する見解は見られず，当事者自治に基づく法選択がなけれ

ば直接法廷地法を準拠法とする立場にとどまる。次に，日本では通則法１3条に
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基づき暗号資産の所在地は当該暗号資産を保持する者の所在地と見做す見解が

ある。また，条理の下では法選択について合意がない場合に第 １に重要な役割

を担う管理者の所在地を連結点とし，次に暗号資産の保持者の所在地を連結点

とする段階連結を提案する立場と，許可型ブロックチェーンについては主観的

連結を第 １段階とし，システムの管理者の所在地を第 ２段階として設定し，非

許可型ブロックチェーンについては主観的連結の余地を残しつつ，アドレスの

管理地を連結点とする見解がある。しかし，このような見解はヨーロッパにお

いては見受けられない。他方，ヨーロッパでは，暗号資産の無体財産としての

性質に鑑み，知的財産と同じ枠組みで保護国法を適用する見解と，当該取引と

最も密接に関わっている当事者の常居所地，もしくは主たる営業所在地を連結

点とする見解が見受けられるが，これらはヨーロッパ特有の立場である。

さらに，ヨーロッパでは物権問題を暗号資産の移転を発端とする契約関係の

準拠法により解決すべきとするものが複数あり，とりわけローマ I 規則を取り

上げる見解も見受けられる。これに関し，日本ではそのようなアプローチを採

用する見解は見られないが，ローマ I 規則 3条および ４条と通則法 7条および

8条の間には，例外条項に該当する ４条 3項を除けば接続性が認められる１４９。

したがって，ローマ I 規則を適用するこの見解は日本法の解釈論においても妥

当であると考えられよう。ヨーロッパで述べられている見解はローマ I 規則の

枠組みに基づく主観的連結を認め，当事者の間に法選択がなければ原則に戻り，

４条 ４項上の最密接関係地法を準拠法と解しているものがある。このアプロー

チは通則法 8条 １項の下で可能である。さらに，当事者間の法選択がない場合

には，許可型ブロックチェーンと非許可型ブロックチェーンを区別して考察す

る見解もある。それによると，許可型ブロックチェーンにおいてはシステムの

管理者が明確であり，その管理者が役務提供を行っていることから同規則 ４条

１項ｂ号または ４条 ２項に基づき特徴的給付者である役務提供を行う者の常居

所地法を物権問題の準拠法とする。このような見解は通則法 8条 ２項に基づき，

特徴的給付を行う当事者の常居所地法として認められる。他方，非許可型ブ

ロックチェーンでは，当事者間に効力を持つ法選択合意が認められない場合，
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４条 １項および ２項を適用できず，同条 ４項に基づき最密接関係地法を適用す

ることとなる。この場合，最密接関係地法を特定するため，当事者のいずれか

の所在地法を適用すると示唆されており，この見解も通則法 8条の下では可能

である。

以上の比較を踏まえ，営業秘密に焦点を当てた上で，ブロックチェーンにお

いて保管されている暗号資産の物権問題はどこの準拠法によるべきかを検討す

る。上述のように，営業秘密は各企業が自社のビジネス上の優位性を維持する
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に関する諸法の保護の対象となる。したがって，営業秘密の保持者は，その侵

害を防ぐべく当該秘密の内容を自ら管理し，秘密が侵害されないように措置を

講じなければならないことが容易に想定できよう。それに対応するために，現

在，営業秘密の保持者はブロックチェーンの技術を用いて当該秘密を保管でき
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かつ，ブロックチェーン上の当事者関係が参加者の自発的加入に基づく点から

準契約関係に類似することから，法律行為の枠組みに基づいて物権問題の準拠

法を決定する立場を支持したい。それに基づき，許可型ブロックチェーンにつ

いては管理者が明確であり，その許可がなければネットワークに参加できない

ことから，管理者による法選択に合意することが参加の条件とされている場合
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者の対抗要件が問題となるが，管理者が存在する場合にはすべてのノードが同

一条件でブロックチェーンに参加するため，当事者自治は第三者の予見可能性

を妨げないといえる。準拠法について合意がなければ，システムの管理者が明
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確であり，その管理者の課す条件でブロックチェーンに参加することから，通

則法 8条 ２項に基づき，当該システムの管理者を特徴的給付者とし，その常居

所地法を最密接関係地法と推定できる。他方，非許可型ブロックチェーンにつ

いては，当事者間には法選択合意がある場合には，当事者が互いに認識し合っ

ていることから法選択合意に至ったと合理的に期待できると考えられ，当事者

自治を尊重し，主観的連結を認めるべきであろう。そのような合意がなければ，

通則法 8条 ２項もしくは同条 １項に基づき最密接関係地法を確認することとな

る。営業秘密に着目すれば，当該秘密の保持者はその保護について受領者より

も重い負担を負うことに鑑み，暗号資産として保有されている営業秘密の移転

が，保持者である移転者の所在地から開始し，受領者への通知を最終目的とす

るものと考えられる。したがって，移転者の所在地が受信者にとって明確であ

る場合には，最密接関係地として移転者の所在地を準拠法とすべきであるとい

えよう。

結びにかえて

本稿においては，営業秘密に主眼を置いた上で，ブロックチェーンの物権問

題の準拠法をめぐる日本法下の議論に資するため，ヨーロッパで示されている

学説を取り上げて検討した。しかし，ブロックチェーンの国際私法上の問題に

はなお複数の課題が存在する。なかでも，スマートコントラクトは議論を喚起

している。スマートコントラクトとは，あらかじめ計画されコード化されたプ

ロトコルの実行の自動化を設定する仕組みであり１５0，そのようなプロトコルは

営業秘密としても考えられるノウハウを含む知的財産権に関するライセンス契

約の関連で用いられ得る１５１。スマートコントラクトは主たる契約の履行方法と

して使用される場合には，スマートコントラクトの準拠法は主たる契約と同様

に見なされ得るが，そのような契約関係は履行地法のほうが最密接関係地とみ

なされ得ると指摘されている１５２。そこで，主たる契約の準拠法と履行地法をど

のように調整できるかを次の課題としたい。
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資　料

一．はじめに

本資料は，日本大学災害研究ソサエティ（NUDS）１メンバーの法律学研究グ

ループであるわれわれ（以下，「本グループメンバー」という。）が，災害・復興法

制の研究の一環として，令和 ７ 年 １ 月2７日から30日にかけて実施した熊本県へ

の出張のうち，熊本県庁災害・復興担当者に対するインタビュー（ １ 月2７日）と，

熊本大学法学部教員との意見交換会（ １ 月28日）の概要を紹介するものである。

本グループメンバーはいずれも，法律学を専攻し，かつ NUDS のメンバー

として，それぞれの専門的知見を活かしつつ，災害・復興法制に関する研究に

従事しているところ，今回，機会を得て，かかるインタビューと意見交換会を

実施した。熊本県は，災害多発地帯であるという地理的特徴に加え，後記の熊

本地震が発生した地であり，災害・復興に関する経験を有している。また熊本

大学法学部教員は，熊本地震を契機として，災害・復興に関し，多くの共同研

究の成果を公表している。

熊本県における被災地調査と
研究者・研究機関との意見交換

─　「『災害に強く人にやさしい地域共創拠点』の構築を目指した
Cyber-Physical System の開発」の研究の一環として　─

松　嶋　隆　弘
大久保　拓　也
鬼　頭　俊　泰
金　澤　大　祐
中　島　弘　雅
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後発組であるわれわれとしては，前記インタビュー及び意見交換会を通じ，

熊本地震に関する知見を吸収し，われわれの災害・復興法制に関する研究に役

立てたいと考えている。われわれ自身の研究は，別途，各自の学会報告，論説

等により公表される予定であるが，本資料では，研究素材を記録するという観

点から，前記インタビュー及び意見交換会の概要を紹介する次第である。

二．熊本県庁災害・復興担当者へのインタビュー

１．インタビューの概要

熊本県担当者からのレクチャー及び同担当者へのインタビューは，令和 ７年

１月2７日に熊本県庁防災センター（以下，「防災センター」という。）において実

施された。すなわち，当日，濵田絵美氏（熊本大学法学部准教授）のアテンドの

下，防災センター １階の展示学習室及び同 2階のオペレーションルームを見学

した後，オペレーションルームを会場として，インタビューが行われた。

NUDS からの参加者は，松嶋隆弘，大久保拓也，金澤大祐，中島弘雅，鬼頭

俊泰（書面参加）である。熊本県からは，熊本県知事公室危機管理防災課，熊

本県商工労働部，熊本県健康福祉部から担当者合計 ６名が出席し，それぞれ各

部の所管事務につきレクチャーがなされ，その後，濵田絵美氏の司会の下，質

疑応答が行われた（なお，レクチャーに先立ち，NUDS サイドの参加者から，質問事

項が提出されており，レクチャーは，それに基づきなされた。）。

２ ．熊本県担当者からのレクチャーのテーマ

以下，レクチャーのテーマにつき紹介する（公開を前提としないレクチャーで

あるため，詳細についての説明は省略する。）。

⑴．オペレーションルームを中心とした熊本県の危機管理体制

まず，危機管理防災課担当者から，オペレーションルームにおいて行われる

熊本県の危機管理体制につき，詳細な説明がなされた。これは，熊本地震を契

機として，現在行われている体制について具体的に解説するものであった。

また，熊本地震に直接関係するものではないが，熊本県の地政学的状況を反

映したものとして，国民保護に係る沖縄県からの避難民受け入れ計画の検討状
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２ ．熊本県担当者からのレクチャーのテーマ

以下，レクチャーのテーマにつき紹介する（公開を前提としないレクチャーで

あるため，詳細についての説明は省略する。）。

⑴．オペレーションルームを中心とした熊本県の危機管理体制

まず，危機管理防災課担当者から，オペレーションルームにおいて行われる

熊本県の危機管理体制につき，詳細な説明がなされた。これは，熊本地震を契

機として，現在行われている体制について具体的に解説するものであった。

また，熊本地震に直接関係するものではないが，熊本県の地政学的状況を反
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況についても解説がなされた。

⑵．熊本県における被災事業者等の支援体制強化の取組み

ついで熊本県商工労働部から，熊本県における被災事業者等の支援体制強化

の取組みにつき説明がなされた。具体的には次のトピックについてであった。

①．熊本地震後に実施された被災事業者等の支援体制の概要とスケジュールの

説明

②．熊本県復興経営サポートオフィスについての概要の説明とサポート事例の

紹介

③．熊本県中小企業等グループ施設等復旧整備補助事業の概要

④．熊本県事業継続計画（BCP）策定支援に関する協定の概要の紹介

前記協定は，平成2６年１１月１2日付で，熊本県，熊本県商工会議所連合会，

熊本県商工会連合会，熊本県中小企業団体連合会，（一社）熊本県工業連合

会及び東京海上日動火災保険株式会社の間で締結したものである。

⑤．BCP関連（熊本県が後援する各種セミナー等の概要の紹介）

・「くまもとBCPサポーター」の養成についての概要の紹介

・BCP合同セミナー（熊本県委託事業，BCP策定等支援事業）の概要

・事業継続力強化セミナー（株式会社肥後銀行，東京海上日動火災保険株式会社

主催，熊本県後援）の概要

三．熊本大学法学部教員との意見交換会

１．意見交換会の概要

熊本地震を中心とした災害時の法的課題に関する意見交換会（以下，「意見交

換会」という。）は，令和 ７年 １月28日に熊本大学黒髪北キャンパス文法棟本館

2階研究会室において実施された。NUDS からは松嶋隆弘，大久保拓也，金

澤大祐，中島弘雅，鬼頭俊泰（書面参加）が，熊本大学からは，魚住弘久氏

（熊本大学法学部教授），鈴木桂樹氏（元熊本大学法学部教授），岡田行雄氏（熊本大

学法学部教授），濵田絵美氏が出席した。意見交換会の目的は，①．熊本地震の

時点における同大学教員の個人的経験に加え，②．同地震を契機とする災害法
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制研究に関する同大学としての取り組みについて，聴取することであるが，併

せて，③．前記を踏まえ，NUDS によるパーソナルアラートの研究に対しコ

メントを受けることも目的としていた。

さて，意見交換会は，濵田絵美氏の司会の下，熊本地震の概要，熊本地震を

契機とした熊本大学法学部としての研究発信の概要につき説明を受けた上，濵

田絵美氏，魚住弘久氏，鈴木桂樹氏，岡田行雄氏から，それぞれ発信された研

究の概要につき説明を受けた。各氏の研究は，熊本大学法学部編『熊本地震と

法・政策』（成文堂，令和 ４年）に収録されている。

また，各氏から，自身の被災体験，研究業績を踏まえた上で，NUDS によ

るパーソナルアラートの研究に対してのコメントをもいただいた。その概要は，

NUDS における今後の研究開発に反映されうるものであり，性質上機微にわ

たりうるため，説明を省略する。

また，濵田絵美氏の研究は，NUDS メンバーのうち中島，金澤の研究テー

マとも重なるがゆえ，特に活発な質疑がなされたことを付言する（中島，金澤

は，質疑に基づき，それぞれ論文を公表する予定である。）。

２ ．熊本地震の概要

はじめに熊本地震（平成28年熊本地方の地震）の概要について説明しておく ２。

熊本地震とは，熊本県熊本地方において，平成28年 ４ 月１４日2１時2６分に前震が，

同１６日 １ 時25分に本震がそれぞれ発生したものを指す。その規模であるが，前

震時にはマグニチュード６.5，最大震度 ７の地震が，続く本震時にはマグニ

チュード７.3，最大震度 ７の地震がそれぞれ発生した。熊本地震の特徴として，

震度 ７の地震が 2度も発生したことに加え，規模の大きな余震が頻発した直下

型地震であったことが挙げられている ３。

熊本地震の被害の概要についても一言しておく。同地震による人的被害は死

者2７3名，重傷者１,203名，軽傷者１,６0６名にのぼり，建物被害は全壊家屋が

8,６６７棟，半壊家屋3４,７１9棟，一部損壊家屋１６3,500棟であったとされている ４。

さらに，土砂災害による道路寸断・落橋などの物的損害に加えライフラインの

被害も甚大であり，南阿蘇村では水道の復旧に約 3カ月を要した。発災後の熊
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本県内では避難者が最大１8万人を超え，避難所もピーク時には855か所開設さ

れた ５。本災害による熊本県・大分県の被害額は最大約４.６兆円と推計されてい

る。

３ ．熊本地震を中心とした災害時の法的課題に関する熊木大学の取組み及び研

究 ６

⑴．熊本地震の際の熊本大学の対応 ７

①．安否確認と休講措置

熊本大学では，前震の翌日（ ４月１5日）に災害対策本部を設置し，構成員

の安否確認および学内施設の被害状況の把握および本学の状況についてホー

ムページで発信することとした。その際の安否確認方法であるが，教職員に

対しては，総務課発信の eメールを通じて，学生に対しては，担当教員を通

じて安否確認を，それぞれ行った。なお，当時の熊本大学では， ４月 ４日入

学式，同月 8日から授業開始予定であったところ，授業開始から １週間経過

後の発災であったため，特に １年次生への安否確認が非常に難しかったとの

ことである。また，当初は ４月１5日（金）のみ休講とする予定であったが，

同月１６日（土）未明に本震が発生したため，休講を継続することとされ，結

果として 5月 ６日まで休講することとなった。

②．避難者の受け入れと学生への支援

熊本大学キャンパスは，指定避難所（一次避難所）として指定を受けてい

たため，前震（ ４月１４日）時より避難所が開設され，同日から 5月 8日まで

の間， １日最大で約2,800名を受け入れた。避難所運営に際しては，自発的

に集まった学生が中心となって支援に携わったとのことである。

その後，熊本大学は， ４月１9日頃より，学費納入締切の延長や被災学生へ

の奨学金などの経済的支援やメンタルヘルスの不調をきたしている学生への

支援を行うことを表明し，さらに ６月１４日には「熊本復興支援プロジェク

ト」を設置し，地域の地（知）の拠点として，熊本の復興に大学として尽力

することを公表するに至った。
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⑵．熊本大学法学部の研究面での取組み

熊本大学法学部では，熊本地震での経験を踏まえ，研究成果として積極的に

発信している。具体的には以下のとおりである。

①．シンポジウム「熊本地震が提起する法的・政策的課題（平成29年 １月2１日開催）

このシンポジウムは，同大学法学部教員（刑法）をコーディネーターとし

て，元熊本県副知事による基調講演の後，弁護士，法学部教員 2名（行政法

学，政治学）の個別報告および全体でのパネルディスカッションを行ったも

のである。同シンポジウムの内容は，熊本法学１４0号１3１頁以下にシンポジウ

ム録として掲載されている。また法学セミナー平成29年 ６ 月号（７４9号）１9頁

以下に，同シンポジウムの内容を再構成したものが掲載されている。

②．連載「熊本地震と法学の役割」（法学セミナー平成29年 ７月号～１2月号）の公表

これは，熊本大学法学部教員有志が執筆者となり，行政法学，民法学，社

会保障法学，憲法学の見地からそれぞれ論文を連載で掲載し，その後執筆者

による座談会を行ったものである ８。

③．熊本大学法学部編『熊本地震と法・政策』（成文堂，令和 ４年）：前述

これは，②．の延長線上のものとして，刊行された論文集である。このう

ち本インタビュー参加者の論文は下記のとおりである。

・濵田絵美「自然災害債務整理ガイドラインの利用現状と利用促進に向けて

の課題」

・魚住弘久「熊本地震と交通インフラの復旧─鉄道と道路をめぐって─」

・鈴木桂樹「震災とマスメディア─報道倫理をめぐって─」

・岡田行雄「熊本地震における指定避難所運営の担い手に関する一考察─帯

山西小学校と熊本刑務所の避難所運営の比較を通して─」

④．シンポジウム「災害時の民事法上の課題について─被災者支援の在り方を

中心に─」（令和 ６年 ６月１5日開催）

本シンポジウムは，実務家による 3つの個別報告の後，内容の深掘りと質

疑応答を行ったものである。個別報告として，岡本正「大規模災害とリーガ

ル・ニーズ」，渡辺裕介「二重ローン問題と自然災害債務整理ガイドライン」，
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熊本県における被災地調査と研究者・研究機関との意見交換

（松嶋・大久保・鬼頭・金澤・中島）

今田健太郎「土砂災害と工作物責任・相隣関係」がある。

四．結びに代えて
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題名 報告者
１ ．企画趣旨の紹介 松嶋隆弘
2 ． 災害復興と大学の貢献：NUDS（日本大学災害研究ソサイエティ）
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松嶋隆弘
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5 ．金融庁 BCP ガイドライン １ ：概要と問題点 大久保拓也
６ ．中小企業庁 BCP ガイドライン 2 ：会社法の観点から 鬼頭俊泰
７ ．災害・復興と個人情報 菱田昌義
8 ．質疑応答 松嶋隆弘（司会）
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月１４日，於北海学園大学 豊平キャンパス）

総合司会・企画趣旨説明 松嶋隆弘（司会）
『自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライ
ン』に関して

金澤大祐
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青森県八戸市の地域『防災』（政治・行政）という観点から 横田将志
選挙民主主義ならびに市場経済の下での復興の課題 河村和徳
災害要配慮者の復興に向けての福祉的支援における課題 富樫ひとみ
コメント 濵田絵美（コメンテーター）
質疑応答 閉会の辞 松嶋隆弘（司会）

以上

１	 https://www.runit.cst.nihon-u.ac.jp/nuds/（令和 ７ 年１0月28日閲覧）
２	 内閣府 HP 防災情報のページ「災害復興対策事例集 n - ７」https://www.bousai.go.jp/

kaigirep/houkokusho/hukkousesaku/saigaitaiou/pdf/02jirei７.pdf（令和 ７ 年１0月28日
閲覧）

３	 熊本県および大分県において，平成28年 ４ 月１４日～29日の間で震度 5 弱以上を１3回
観測し，また発生から 5 日間で2000回の有感地震を観測している。

４	 家屋倒壊に加え，液状化による被害も含む。
５	 なお，平成28年１１月１8日には全避難所が解消されている。
６	 この部分は，濵田絵美氏の報告に基づく。
７	 熊本大学 WS「平成28年熊本地震への対応について」https://www.kumamoto-u.ac.jp/

whatsnew/koho/20１６kumamoto·earthquake（令和 ７ 年 １ 月１9日閲覧）
熊本大学作成冊子『熊本地震記録集［概要版］』（平成29年 ４ 月発行）参照。

８	「（ロー・アングル）熊本地震と法律学の役割」（平成29年 ７ 月～１2月）の連載は次の
とおり。（第 １ 回）大脇成昭「復興期における住宅再建支援策─公費投入の是非を中
心に─」法学セミナー７50号４７～53頁，（第 2 回）濵田絵美「自然災害時の二重ロー
ン問題について」法学セミナー７5１号６４～６9頁，（第 3 回）倉田賀世「震災の社会保
障法学的見地に基づく検討─熊本地震から見えること─」法学セミナー７52号55～６0
頁，（第 ４ 回）大日方信春「私有財産制のコスト─土地収用の現場から─」法学セミ
ナー７53号６8～７3頁，（第 5 回）大脇成昭＝岡田行雄＝大日方信春＝倉田賀世＝鈴木
桂樹＝濵田絵美「（座談会）生活再建に直面した被災者にどのような手を差し伸べる
のか（上）」法学セミナー７5４号６４～７5頁，（第 ６ 回・最終回）大脇成昭＝岡田行雄＝
大日方信春＝倉田賀世＝鈴木桂樹＝濵田絵美「（座談会）生活再建に直面した被災者
にどのような手を差し伸べるのか（下）」法学セミナー７55号58～６5頁。

９	 https://jsam.org/info/wp-content/uploads/2025/0１/20250１１3.pdf（令和 ７ 年１0月28日
閲覧）

※	本研究は，令和 ６ 年度日本大学特別研究「『災害に強く人にやさしい地域共創拠点』
の構築を目指した Cyber-Physical System の開発」（研究代表者　浅井朋彦）の助成
を受けたものである。
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【政経研究所】
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論　説

第 １節　問題設定：なぜユーロリージョンの停滞は起きたのか

本論文の目的は，欧州の「国境を跨ぐ地域（跨境地域）」（Cross Border 

Region：CBR） に お い て， 越 境 協 力 を 制 度 化 し た ユ ー ロ リ ー ジ ョ ン

（Euroregion）１を跨境協力（Cross Border Cooperation：CBC）促進の原初の「孵卵

器（incubator）」２としてとらえ，制度史の観点から整理・比較検討し，欧州に

おける国境相対化の制度的進展の特徴を明らかにすることにある ３。つまり，

欧州連合（EU）における「ポストウェストファリア的国境相対化」の前史と

して，ユーロリージョンを CBR の中で整理し，EU が創設した超国家主義的

な国際法人制度「欧州における領域的協力団体（European Grouping of Territorial 

Cooperation：EGTC）」との比較の中で，ユーロリージョンが抱えた CBC の問

題点を明らかにする。

詳細は後で議論するが，一般的に，ユーロリージョンとは，欧州において，

国境を越えた ２ つ以上の地域（県・州・ミュニシパリティなどの地方自治体）が参

加する領域的な協力枠組みのことである。ユーロリージョンは，1958年にドイ

ツ・オランダ国境で設立され，その後，欧州各地に広がり，経済，文化，人的

交流などさまざまな越境協力の形態を持つに至った。このユーロリージョンと

いう名称は，機能としての CBC のみならず，領域としての CBR を指す場合

がある。また，その用語は，広義でシステム全体の名称として用いることも可

ユーロリージョンの意義と限界
─　EGTC 登場以前の欧州越境協力の制度的展開　─

柑　本　英　雄
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能で，CBR のガバナンスの形態をも包括的に表現しうる ４。

Vázquez が指摘するように，欧州単一市場（European Single Market）の登場

は，国境の意味を変容させ，これまで，いわゆる膠着国境（deadlock border）

によってもたらされてきた，高速道路や鉄道やエネルギー網の分断など，「越

境のためのコスト（transaction costs）」を低減させた ５。これは，ユーロリー

ジョンにも，国境の相対化の観点で大きな恵みをもたらした。一方で，ユーロ

リージョンが内包する「国境」そのものは，経済的には単一市場の様態に進ん

でも，依然として国家主権のせめぎあいの中で協力の障壁となり続けており，

実際の CBC の中身や事務局体制などについては，隣国同士の法律や予算面で

のすり合わせ（concordance）６が必須であった。これが，欧州単一市場において

も，CBC の発展を阻害する要因となってきたのである。この要因を取り除く

ことこそ，ユーロリージョンが創設されて以来，取り組んできた課題であった。

しかし，EU 域内において CBR が活性化されるには，1990年の INTERREG

プログラムという地域政策パッケージの登場を待たねばならなかった ７。ユー

ロリージョンの初期の段階では，まだ，ミクロリージョン ８のような「新しい

スケール」としての認識にまでは至っておらず，Calderón Vázquez の指摘す

る「国境の非活性化（border deactivation）９」が模索されるレベルにすぎなかっ

た。この「国境の非活性化」が，当時のユーロリージョンの CBR の協力目的

の実態を的確に表現しえたのである。

その後，冷戦の崩壊，EU の統合拡大に伴って，国境に隣接する欧州地方政

府にとってユーロリージョンの意味が大きく変容する。すなわち，ユーロリー

ジョンが，EU 地域政策や拡大政策の政策容器としての意味を獲得し始めるの

である。EU 地域政策に INTERREG が導入され，ユーロリージョンが，単に

国境を跨ぐ緩やかな協力の形態から，超国家レベルから予算配分を引き出す政

策容器としての資格を得たのである。そのプロセスで，EU は欧州評議会

（Council of Europe：CoE）が試みてきた CBC 活性化の制度を改良し，EGTC の

制度を導入する。この段階で，EU 域内の多くのユーロリージョンが，EGTC

のハードな制度をガバナンスのシステムとして取り入れていくのである。中に
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� 81ユーロリージョンの意義と限界（柑本）

は，名称を「ユーロリージョン」から「EGTC」に変更して，その形態変化を

社会に示すものも現れ始めた。

このことを受けて，CBR の研究自体も，「CoE 的な境界による分断を前提と
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を受けた政策容器としての超国家主義的 CBR の研究」へと移行していく１0。
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のパラダイムへと導くことになる。ここでいう「再領域化」とは，Perkmann

らが着目した，新しいスケールとしての CBR の創出である１１。

筆者は，論文「EU ミクロリージョンへのポスト・ウェストファリア的批判
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cohesion）」が具体的に表出する地域，中でも「ミクロリージョン」と呼ばれる

大きさの地域が，どのように変容を遂げながら領域的結束の促進に寄与してき

たのかについて検討した１２。その分析対象として，２006年に EU 地域政策に導

入された，常設的な越境法人の設立を可能にする EGTC 規則（欧州における領

域的協力団体に関する欧州議会・欧州理事会規則）を選び，その制度創設を通じた

「国家主権と領域の意味変容」を考察した。

EGTC は，INTERREG が導入され，EU 域内国境の相対化が進められるプ

ロセスで，越境地域の協力組織が継続的に事務局をどこに設置し，どのように

運営するのかという問題が発生し，越境協力促進のブレーキとなったことを受

けて設計された，越境協力の制度的枠組み，すなわちガバナンスの仕組みであ

る１３。それまでは，ユーロリージョンをはじめとする，CBC を促進する制度・

団体は，CoE がこの国境の隔離性を除去するために，二国間合意に基づいて設

計した「国際法に基づく準法人格的な協力体」（Local Grouping of Cross-Border 

Cooperation：LGCC）などを利用したりした。あるいは，参加地方政府内に契約

関係を結んだ事務局を設置したり，団体事務局を当該国の NGO や会社組織に

するなどして，加盟国の国内法に拘束され法人格を取得し，他国のカウンター

パートとなる法人と協力関係を推進する方法を採用してきた１４。しかし，この
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ような国家主権システムに基礎を置くリアリズム的な工夫は，国境を越えて事

務局引継ぎや移転が生じたときなどに大きな問題を引き起こしてきた１５。この

ことが，ユーロリージョンの制度的停滞を招く原因の 1 つとなっていた。そこ

で，EU はこの CoE の方法論を超克するべく，CBR そのものに EGTC という

国際法人格を与えたのである。このように，ユーロリージョンをはじめとする

CBC は，CoE の国家間合意システムを使った運営と，EU の超国家システム

に基づくシステムを使った運営，さらに，それらが混在する多様性を持つので

ある。Sanguin は，このような CoE と EU の両欧州国際機関のコミュニケー

ション不足が，ユーロリージョンにおける越境協力の開始当初から，混乱，重

複，過剰設計，無秩序化（confusion, redundancy, oversizing and entropy）を引き

起こしてきたと批判する１６。Sanguin は，CoE がユーロリージョンの構造を ２

国家間合意などで進化させた一方で，EU は超国家的プログラムを実施してき

たが，それら両者の施策が連接し，包括的にうまく機能しているわけではな

かったことを明らかにしている１７。

本論文では，ユーロリージョンが，試行錯誤の中，CoE の規範を使いなが

ら CBC を進展させていくが，一方，そこで主権国家間の協力体制の限界に直

面し，CBC の停滞が起きたことを検証する。

このことを明らかにするために，まず第 ２ 節では，ユーロリージョンとは何

かについて，大まかな制度的定義を共有する。そのために，CBR／CBC にお

けるユーロリージョンの位置づけを，スペクトラム的発想をもとに整理したい。

CBR／CBC をスペクトラムのグラデーション上に配置することで，個々の

ユーロリージョンの位置を静態的分析対象として確認するにとどまらず，その

ユーロリージョンのアイデンティティの変容を動態的に分析しうる検証用具を

提供する。続いて，第 ３ 節では，ユーロリージョンの共通の特性から制度的実

態を把握する。様々なユーロリージョンが異なる法的形態や組織を有してもい

る一方で，これらには多くの共通特性がある。ここでは，ユーロリージョンの

単なる形式的な特徴の把握だけではなく，スペクトラムのグラデーションの中

で，制度的成熟度の観点から理解を深める。さらに，第 ４ 節では，ユーロリー
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ジョンのケース数の特定を通じて，何がユーロリージョンと他の CBR／CBC

を画するのか，ユーロリージョンの網羅的な「カタログ」である COOP-

RECOT II 研究プロジェクト（２018年）を使って考えたい。第 5 節では，第 ３

節での制度的共通特性，第 ４ 節での他の CBR／CBC との画定メルクマールを

踏まえて，ユーロリージョンに設定される共通項としての目的と意義を抽出す

る。というのも，「跨境協力をなぜ行うか」の目的が制度設計に深くかかわる

からである。これらを踏まえて，第 6 節では，ユーロリージョンと他の越境協

力の主要事例の比較から，具体的なスペクトラム分析を実施する。主要な比較

事例として，ワーキングコミュニティ（working community），EGTC，マクロ

リージョンを取り上げ，ユーロリージョンとは全く異なったガバナンスの形態

の特徴を把握する。その上で，第 ７ 節では，そのスペクトラム分析の核心であ

るユーロリージョンの事例として，EUREGIO（オイレギオ）を使いながら，

ユーロリージョンの制度的実体分析を実施し，ユーロリージョンがなぜ CBR

／CBC の進展プロセスの中で停滞したのかを具体的に検証する。最後に，結

論として，EGTC 以前の CBR であるユーロリージョンが，試行錯誤の中，

CoE のソフトな規範を使いながら CBC を進展させていくが，そこで主権国家

間の協力体制の限界に直面し，CBC の停滞が起きたことを結論づける。

第 ２節　CBCの制度的展開のスペクトラム的理解

では，まず，ユーロリージョンとは何かについて，大まかな制度的定義をこ

こで共有しておこう。実は，多くの文献が指摘するように，ユーロリージョン

そのものの公式的な定義というものは存在しない１８。「ユーロリージョン」と

名乗る個別のユーロリージョンを研究者自らが抽出し，操作的に，静態的分析

対象の「事例群」として提示するのはたやすい。しかし，欧州の CBC／CBR

の実態は，それほど単純ではなく，動態的に観察すると，ユーロリージョン自

体が EGTC に名称を変更したりすることもある。これは，欧州の社会状況変

化に対応する，その CBC の質的変化であると考えることもできよう。すなわ

ち，「ユーロリージョとンはこういうものである」と画一的に定義できる存在
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ではなく，光学や物理学でいう「スペクトラム（spectrum）」として理解した

方が，その実態をつかめると言える。スペクトラムとは，「連続体」あるいは

「範囲」と訳される言葉で，精神医学の分野では，この概念を自閉症スペクト

ラム障害の，多様で複雑な個別の特性を表現するのに援用した。それによって，

個別の対象への深い理解を促進し，治療方法を確立する有効な連続的分析視角

となっている。ユーロリージョン研究でこれまで明確にその定義がされず，他

の CBC の他の形態との違いが明確にされてこなかった理由が，このユーロ

リージョンを含む CBC のスペクトラムのグラデーションのわかりにくさとい

う実態にある１９。

では，CBC をこのスペクトラム的発想をもとに整理してみよう。欧州の

CBC は，固定的制度形態ではなく，制度化（institutionalization）の程度，ガバ

ナンスの強度，国境の相対化の深度などによってグラデーション的に広がる連

続的な現象ととらえることができる。この構造を「スペクトラム」として描く

ことで，以下のような分析軸を設定できる。ここで重要なのは，このスペクト

ラムのグラデーション上で，個々のユーロリージョンの位置を静態的分析対象

として確認するにとどまらず，そのユーロリージョンがどのような過去の経緯

からアイデンティティを立ち上げ，どのような地域形成を目指しているのかを，

時系列的にスペクトラム上を移動しうるものとして動態的に分析することであ

る。
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表 １　CBCの制度的展開のスペクトラム的理解

スペクトラムの軸 低い側（soft） ⇔ 高い側（hard）
制度化の度合い 任意協定・非拘束

（working community , 
Nordic model）

⇔ 予算投入の政策容器（INTERREG）
法人格を持つ国際組織（EGTC）

到達目標 国境の機能除去
（defunctionalisation of 
national borders）２0

⇔ 新しいスケールとしての再領域化
（reterritorialization）２１

ガバナンスの強度 ネットワーク型
（declarative cooperation）

⇔ 疑似統治型（マルチレベルガバナ
ンス）（managerial/institutionalized 
cooperation）

国境の相対化 文化的・社会的 ⇔ 行政的・法的・財政的（政策容器）
主導アクター CoE ／国家／地方自治体 ⇔ EU ／国家／地方自治体
アプローチ ボトムアップ

（bottom-up）
⇔ トップダウン（top-down）＋ボトム

アップ（bottom-up）
筆者作成

CBC の制度的展開のスペクトラム的理解を表にすると，スペクトラムの軸

の低い側，すなわちソフトな側は，あとで議論するワーキングコミュニティの

ように，制度化の度合いが低く，任意協定に基づいて，緩やかなネットワーク

型の形態を示す。ここでは，国境を挟む二国間合意を苗床とする CBC にはじ

まり，徐々に，地方自治体を主たるアクターとするボトムアップ型の意思決定

の形式のものにグラデーションは移っていく。ここでは，国境の相対化は文化

的・社会的なものを出発点として，国境の乖離性の除去を機能的目的とする。

一方，スペクトラムの軸の高い側，すなわち，ハードな側は，INTERREG な

どの EU 予算投入の政策容器や，国際法人格を持つ EGTC のように，マルチ

レベルガバナンス２２下の新しいスケールとしての再領域化を目指す。ここでは，

協力の形態はタイトな行政的・法的・財政的な部分にまで及び，越境協力の政

策容器の創設という新しいステージの CBR の役割が期待される。地方自治体

の協力関係であるので，全てがトップダウン的意思決定というわけではないが，

EU 地域政策予算や EU 規則の関係で，行政的・法的・財政的な部分で，トッ
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プに位置する超国家組織 EU の影響を受けるマルチレベルガバナンスの形態に

近づいていく。

このような CBC の制度的展開のスペクトラム的理解に加えて，空間的次元

（スケール）でのスペクトラムから，CBC を理解することも可能である。欧州

には，欧州領域的協力（European Territorial Cooperation：ETC）と呼ばれる新

しい越境協力の様々な形態が存在し，北海沿岸地域やバルト海沿岸地域のよう

なマクロリージョンと呼ばれるスケールの ETC から，CBC が実施される

CBR のようなミクロリージョン，あるいは，規模的に，このマクロとミクロ

の中間に位置するようなメゾ的なリージョンの協力形態も存在する。ユーロ

リージョンの多くは，スケール的には，このミクロリージョンに該当する。さ

らに，共通的な特徴として，当然，「越境／国境をまたぐ（trans-frontier）地域

協力機構・体制」がある。そして，多くのユーロリージョンでは，地方政府な

どの非国家アクターが主体となって，CBC を展開している。

ここに，「スケール的転換（scalar turn）２３」や「領域の罠（territorial trap）２４」

の概念からの議論・分析を重ねていくと，CBC スペクトラムは欧州に「新し

く創出されたスケールの再配置」としての表現が可能となる。この「スケール

のスペクトラム」を「CBC の制度的展開のスペクトラム的理解」に合わせて，

「ソフト – ハード×マクロ – ミクロ」の二軸マトリクスが構築できる２５。CBC

／CBR はもとより，ユーロリージョンの実態は，「ソフト – ハード×マクロ –

ミクロ」の二軸上に広がるスペクトラム状の制度現象として理解する方が，国

境相対化の実態に即した分析となる。すなわち，CoE 型ユーロリージョン２６に

見られる「文化的・社会的相互浸透型」から，EU 型 EGTC における「行政

的・法的・財政政策容器型」まで，越境協力の諸相は連続体を形成している。

そして，スケール的には，マクロ・メゾ・ミクロの「区分け」そのものにも，

実際の意味はなく，スペクトラム上でスケールを便宜的に区切って示したもの

にすぎないことがわかる。そして，先ほども述べたように，この制度

（institutional）とスケール（scalar）の ２ 次元の理解に，時間（temporal）を加え

ると， ３ 次元の動態分析をするツールが整うと言えよう２７。
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プに位置する超国家組織 EU の影響を受けるマルチレベルガバナンスの形態に
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第 ３節　ユーロリージョンの制度的実体

ここまで，ユーロリージョンなどの CBC のスペクトラム的見方について議

論した。では，ユーロリージョンとはいったいどのようなものを指すのかを知

ることは不可能なのであろうか。定義はないが，共通の特性から制度的実態を

把握することは可能である２８。欧州には多数のユーロリージョンが存在し，異

なる法的形態や組織を有してもいる一方で，これらは多くの共通特性も共有し

ている。このような異なる法的形態や組織を有し，その多様性にスペクトラム

的な理解が必要となる社会的背景としては，CoE や EU のみならず，北欧評

議会のようないくつにも折り重なる欧州の国際機関がそれぞれの規範的な背景

から，独自の CBC 援助手法を提供し，地方自治体もそれらを適宜，便宜的に

有効活用してきたことが関係する２９。ユーロリージョンの共通性の検討に意味

がないかといえばそうではなく，それぞれの特徴を分析することで，そのガバ

ナンス構造の中でどこに問題点があり，このガバナンス構造が超国家的な国際

法人 EGTC の制度設計に生かされていくのかがわかる。もちろん，これらは，

ユーロリージョンの単なる形式的な特徴ではなく，スペクトラムのグラデー

ションの中で，CBR における制度的成熟度や制度化の指標としても理解する

ことができる。以下に，それぞれを具体的に考察してみよう。

Czimre は， 欧 州 国 境 地 域 協 会（Association of European Border Regions：

AEBR）３0の文献などから以下のようなユーロリージョンの共通特性を抽出して

いる３１。

①常設性

②構成主体から独立した法的・組織的アイデンティティ

③独自の行政・技術・財源資源

④独自の意思決定機構

①の常設性は，その存在が一時的ではなく恒久性を有することを指す。現在
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の CBRには，ワーキングコミュニティのような緩い協力関係から EGTCの制

度を利用した国際法人格を有するタイトなものまで，さまざまな制度的成熟度

や制度化のステージが存在する。ここで特に強調されているユーロリージョン

の特徴としての常設性は，その CBR が予算獲得のための「プロジェクト単位

の一時的組織」ではなく，恒常的な協力機関として存在することを指す。具体

的な事例でいうと，EU の INTERREG などの資金サイクルである通常 ７年と

いうプロジェクト期間を超えて活動を継続できることを指している。例えば，

あとで検証するドイツ・オランダ国境の EUREGIO は1958年以来，常設事務

局を保持し，半世紀以上にわたり持続的に運営されてきている３２。

②の構成主体から独立した法的・組織的アイデンティティは，構成メンバー

のアクターのアイデンティティそれ自体とは別の独立したアイデンティティを

有する存在であることを示している。すなわち，加盟する州・県・ミュニシパ

リティなど地方自治体の単なる集合ではなく，そのユーロリージョンの組織自

体が独自の名称やロゴを有し，網羅する領域の住民に国境を超えた共通のアイ

デンティティ基盤を提供する。

図 １　カルパチアユーロリージョンのロゴ（出典：カルパチアユーロリージョン協会３３）

図 1は，カルパチアユーロリージョンのロゴである。観光資源，自然資源の

豊かなカルパチアユーロリージョンは，独自のブランド戦略を持ち，中央ヨー

ロッパに位置する山岳地帯であるカルパチア山脈を中心に，その上に地域の自
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然の象徴としての鳥３４の意匠を施し，199３年の設立メンバーである加盟地域の

スロバキア，ウクライナ，ポーランド，ハンガリーの ４ カ国の国旗，さらに，

その後199７年に参加したルーマニアの国旗を下部に配している。この「構成主

体から独立した法的・組織的アイデンティティ」は，国家間の主権枠に従属し

ない越境的な公共主体として，カルパチアユーロリージョンへの参加アクター

や地域住民に，この CBR にアイデンティファイする自己認知を促し，また，

欧州や広く国際社会から認知される基盤となる。

③の独自の行政・技術・財源資源は，②で挙げたような州・県・ミュニシパ

リティなど地方自治体の単なる単発的な会議体ではなく，常設的なオフィスを

持ち，予算を自ら保有し，専任の職員による運営能力を持つことを示している。

欧州地域開発基金（European Regional Development Fund：ERDF）や加盟国の補

助金，加盟自治体の拠出金で独自予算を編成し，プロジェクト管理や報告を自

ら行う独自の財務会計や年次報告を行う３５。これにより，ユーロリージョンは，

ソフトな調整フォーラム的存在から政策実施機関へと転換し，機能的な自律性

を獲得することになる。

最後の④の独自の意思決定機構は，加盟自治体の合議を超えて，自らの理事

会・議会を持ち，方針・予算・事業計画を決定する機構を備えることを指す。

具体的には，総会（general assembly），理事会（executive committee），事務局

（secretariat）を三層的に構成する３６。さらに，その地域の特定の課題解決のた

めに，特定課題ワーキンググループ（thematic working groups）を設置する。総

会への代表者は，各加盟地方政府（例：県議会，州議会，市長会など）によって

内部的に任命される。ここで重要なのは，③の「機能的な自律性」に加えて，

主権を毀損せず，独自の意思決定に基づいて跨境水平的な連携を組む器３７と

なったことである。

上記のように，Czimre のユーロリージョンの ４ つの特性に基づいて詳細な

考察を展開した。ユーロリージョンから抽出しうる共通的特徴は，形式的には，

一時的な会議体などではなく常設性を有し（①），構成主体から独立した法

的・組織的アイデンティティを備え（②），独自の行政・技術・財源資源（③）
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と独自の意思決定機構（④）を有することが明らかとなった。

第 ４節　ユーロリージョンのケース数の特定

ここで，もう一点，研究上発生する，悩ましい問題について検討しておこう。

それは，「ある時点でのユーロリージョンの総数はいくつになるのか」という

問いである。よしんば，この ４ つの特性をその調査対象である CBC が満たし

たとしても，ユーロリージョンが「存在する」「機能している」「定義を満た

す」という基準が文献・報告により異なるため，“ ○○個 ” という確定値を出

すのは慎重さが必要となる。非常に網羅的なユーロリージョンの「カタログ」

である COOP-RECOT II 研究プロジェクト（２018年）における「ユーロリー

ジョン：EU 国境を越える卓越性と革新：成功事例のカタログ」（‘Euroregions- 

Excellence and Innovation across EU Borders : A Catalogue of Good Practices’）でさ

え，その確定作業は困難を極めたと言い，調査過程で把握できなかった組織が

あることを吐露している３８。プロジェクトは，それらを見落とすリスクが残存

することは留保しながらも，以下のような作業工程を経て，ユーロリージョン

のケース数をはじき出している。
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表 ２　�COOP-RECOT�II 研究プロジェクトのユーロリージョンのケース数カウントの方
法論的手順

事例数 作業工程

①
ETC ３４３ EU 地域政策で規定される ETC の構造を有する事例の

ピックアップ

②
CBC ではない ETC －４４ ユーロリージョンは CBC（跨境協力）である特徴を有

するので，これよりも広い二次元的領域を網羅するマ
クロリージョン的な ETC を除外

③

ワーキングコミュ
ニティ

－16 ユーロリージョンの特徴である「プロジェクト遂行戦
略」が欠如していたり（ただ単にその制度や機構が存
在するのみ），国家レベルアクターが主たるプレゼンス
を示している事例（地方自治体の跨境協力ではなく，
国家間協力の意味あいが濃いケース）を除外

④

EU 域外 － ７ ユーロリージョンがその後，獲得してきた特徴として，
INTERREG などの EU 地域政策ファンドの受け皿とし
ての機能を有しないので EU 域外のみで構成されるケー
スを除外

⑤

変 容 し た ユ ー ロ
リージョン

－ 9 ユーロリージョンの構造が，その設立の目的とは異
なった形で存続，あるいは，別のユーロリージョン構
造に吸収された，あるいはまったく新しい構造に完全
に置き換えられた事例を除外

⑥
ユーロリージョン
としての構造体

２6７ 運用定義に基づく既存ユーロリージョンのリストとし
て残ったケース群

①－②－③－④－⑤＝⑥
COOP-RECOT II 研究プロジェクトを参考に筆者作成

COOP-RECOT II 研究プロジェクトでは，EU 地域政策で規定される ETC

の構造を有する事例を全て網羅的に洗い出し，ETC の総数を３４３ケースとして

いる（①）。ユーロリージョンは CBC（跨境協力）である特徴を有する。そこで，

バルト海沿岸地域のような，これよりも広い二次元的領域を網羅するマクロ

リージョン的な ETC である４４ケースを，この総数，すなわち３４３ケースから

除外する必要がある（②）。さらに，ユーロリージョンの協力関係まではいか

ない，緩やかなワーキングコミュニティのケースと見られる16ケースを除外す

る（③）。このワーキングコミュニティのケースとは，ただ単にその制度や機
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構が存在するのみで，ユーロリージョンの特徴である「プロジェクト遂行戦

略」が欠如していたり，国家レベルアクターが主たるプレゼンスを示し，地方

自治体の跨境協力ではなく，国家間協力の意味あいが濃いケースのことである。

さらに，ここから，EU 域外の ７ ケースを除外する（④）。なぜなら，ユーロ

リージョンがその後，獲得してきた特徴として，INTERREG などの EU 地域

政策ファンドの受け皿としての機能があり，この機能を有しないので EU 域外

のみで構成されるケースを除外する必要がある。そして，最後に，変容した旧

ユーロリージョン，すなわち，ユーロリージョンの構造が，その設立の目的と

は異なった形で存続，あるいは，別のユーロリージョン構造に吸収された，あ

るいはまったく新しい構造に完全に置き換えられた 9 つの事例を除外する

（⑤）。COOP-RECOT II 研究プロジェクトは，これで残った２6７のケースを，

ユーロリージョンとしての構造体と位置付けている（⑥）。

ここでさらに留意しなければならないのは，「ユーロリージョン」という名

称を名乗るものだけが，実質的なユーロリージョンではないし，また，過去に

「ユーロリージョン」を名乗っていた協力主体が，EGTC のガバナンス枠組み

を選択したことで，名称を「EGTC」に変更するケースも多いことである。そ

の意味で，本研究では，EGTC 登場以前の「原初的ユーロリージョン」を狭

義でとらえたユーロリージョンとして分類し，それ以降のユーロリージョンを

広義の CBC 的な用語としてのユーロリージョンとして扱いたい。したがって，

これ以降，特別な形容の無い場合は，操作的に，「ユーロリージョン」は

EGTC 登場以前の「原初的ユーロリージョン」を指し，それらが本論文での

分析対象としてのユーロリージョンを指すこととしたい。

Shuliak らが，ウクライナの「国境を越えた協力に関する法律」を引用し，

「ユーロリージョンとは，国境を越えた協力に関する二国間または多国間協定

に従って実施される，欧州諸国の協力による行政・領土単位の組織形態であ

る」と定義しているのは，本論文で扱う，この原初的ユーロリージョンを的確

に表していると言えよう３９。当初，CoE が中心となって進めていた原初的な

ユーロリージョンは，地方自治体レベルでの協力ネットワークや越境プロジェ
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構が存在するのみで，ユーロリージョンの特徴である「プロジェクト遂行戦
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クトではあるが，その CoE の国際機関的色彩から，「国家間条約に基づいた越
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し，跨境協力をなぜ行うかについて考え，制度設計・プロジェクト立案・地域
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い。

①国境／隣接地域を「分離線」から「交流空間」への転換（マイナスの超克）

②国境地域の共通課題を共同で解決し，潜在的機会を活用（プラスの創出）

③市民・地域レベルの信頼醸成，文化・社会的統合を促進（過去の清算）

④ EU における領域的結束（未来の創出）

①は，国境や国境隣接地域がこれまで「境界としての分断の線」であったの

を，「コミュニケーションや協働の場（meeting space）」としての新たな側面を創

出することである。周辺化，交通の不便，単一国内市場からの孤立など，境界

がもたらす経済的・社会的なハンディキャップを克服することが目的となる４１。

②は，国を隔てた国境地域の共通課題を両側でともに解決し，その地域の持
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つ潜在的機会を顕在化させることである。雇用創出，交通・インフラ整備など

を通じて，国家領域の周縁，特に辺境にあたる地域の経済発展，自然環境保護，

観光資源の活用など，国境をまたいだ地域が抱える課題や制約に協働で取り組

むことである４２。これは，国境の片側のある地域の強みを，他の片側の弱みに結

びつけるような隣接地域間の「補完性（complementarities of bordering spaces）４３」

を活かし，片側のみの発展では捉えきれない価値を引き出すことにもつながる。

③は，冷戦をはじめとして，人為的な国境で隔てられ分断されたコミュニ

ティの文化・社会的統合を市民・地域レベルにおいて促進し，地域の信頼醸成

を促進することである。国境地域での歴史的・文化的な隔たりや，そこから生

ま れ た 偏 見・ 不 信 を 軽 減 し，「 国 境 を 越 え た 隣 人 関 係（good neighboring 

relations）」を育成する４４。国家間を主とするのではなく，国境両側の地域の地

方自治体，住民が主体的に関与し，事業を通じて，地域レベルのガバナンスや

パートナーシップを強化する。

④は，EU の欧州統合の深化・拡大側面における EU 地域政策の領域的結束

（territorial cohesion）の実現である。特に EU では，国境をまたぐ地域協力が

「域内統合（integration）」「地域間格差の是正（cohesion）」という政策目的の一

部とされてきた。 具体的には，EU・国家・地方自治体などによるマルチレベ

ルガバナンスの協働の場として，国境地域が「国家対立のフロンティア」から

「協働空間」へ変化することが期待されるようになった４５。ここでは既述のよ

うに，ユーロリージョンが EU 地域政策の INTERREG などの予算投下の範囲

として，政策容器の役割を担うことになる。そして，国際法人 EGTC が事務

局設置に有効活用されていくのである。これは，ユーロリージョンの創成期に

はなかったガバナンスの様態である。LGCC のような CoE 枠組みは存在したが，

国家主権を尊重する規範が CoE には根底に流れているので，国家アクターに

よる二国間合意が無ければ稼働は難しく，初期のユーロリージョンにおいては

汎用性に乏しかった。したがって，多くのユーロリージョンで LGCC が採用

されるには至らなかった。
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第 ６節　越境協力の主要事例のスペクトラム分析

ここまで，CBC／CBR におけるユーロリージョンの位置取りについて，そ

の制度的特徴や目的・意義などから検討してきた。CBR の役割は，国境のも

つ様々な条件を相対化することを基本とするが，時代や場所によって，それぞ

れ個別のガバナンスの類型を持ち，その役割や成功・失敗などの結果について

も違いが出てくる。ここでは，CBC／CBR のスペクトラムのグラデーション

分布から，それぞれの越境協力ガバナンスの主要事例を抜き出して，比較の手

法でユーロリージョンの特徴をさらに明らかにしたい。

ユーロリージョンと比較の対象としてピックアップするガバナンス形態は，

CoE 型ワーキングコミュニティ，北欧型ワーキングコミュニティ，EGTC，マク

ロリージョンである４６。これらの比較対象は，その峻別される特徴から，第 ４

節で扱った COOP-RECOT II 研究プロジェクト（２018年）のユーロリージョン

の「カタログ」でも，EU 地域政策で規定される ETC の構造を有する事例の

総数３４３ケースから除外されたガバナンスの形態群である。今回は，③ EGTC

と④マクロリージョンの比較分析は独立した詳細な議論のために別の機会に

譲っているので，ここでは，ワーキングコミュニティの「ピレネー・ワーキン

グコミュニティ（Pyrenean Working Community）」の事例を使いながら，EU に

おける①ユーロリージョン，②ワーキングコミュニティの複雑な実態を明らか

にしておこう。
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表 ３　越境協力の主要事例のスペクトラム上の配置
ガバナンス

の呼称
事例名 国・地域

開始年
（設立年）

典拠・備考 変化 類型

① ユーロリー
ジョン

オイレギオ
（EUREGIO）

ドイツ・
オランダ

1958年 最 初 の ユ ー ロ リ ー ジ ョ ン。
1958年「EUREGIO Working 
Group」 発 足（ 正 式 事 務 局
1965年）。AEBR 公式史におけ
る初めてのユーロリージョン。

Soft–Meso
→ Hard

最初期からの
CBR，ボトム
アップ型の典
型

② ワーキング
コ ミ ュ ニ
ティ

ピレネー・ワーキ
ングコミュニティ

（Pyrenean 
Working 
Community）

フランス・
スペイン・
アンドラ

198３年 198３年，トゥールーズ協定に
より正式発足。欧州評議会の
マドリッド・コンベンション

（1980年）を初期に活用した
ワーキングコミュニティモデル。

Soft–Meso INTERREG
運営母体，
CoE 支援

③ EGTC ザ ー ル・ ロ レ ー
ヌ・ルクセンブル
ク
EGTC

（SaarLorLux 
EGTC）

フランス・
ドイツ・ル
クセンブル
ク・ ベ ル
ギー

２010年
（ E G T C
承認）

「Groupement Européen de 
Coopérat ion Territor ia le 
SaarMoselle」設立（２010年）。
EGTC 規則（２006年）施行後
の初期事例。前史として19７1
年の SaarLorLux 協力枠組み
あり。

Hard–
Macro

Supraregional 
institution と
して機能

④ マクロリー
ジョン

EU ドナウ地域戦
略（EUSDR）

ドナウ流域
諸国

（ ド イ ツ・
オーストリ
ア・ハンガ
リーほか）

２011年
（採択）

欧州委員会・理事会による承
認（２011年 6 月）。起源は1996
年 の CADSES プ ロ グ ラ ム。
２010年 EUSDR 提 案。EU マ
クロリージョン政策の第 ２ 波。

Hard–
Macro

EU 主導マク
ロリージョン
政策枠組み

各プロジェクトの URL などを参考に筆者作成４７

では，まず，ワーキングコミュニティについて，そのガバナンスの特徴を考

察してみよう。ワーキングコミュニティについては，ETC 総数３４３ケースから

16ケースがマイナスされている（第 ４ 節表 ２ 参照，③のケース）。ユーロリージョ

ンと比較すると，地方自治体同士の跨境協力ではなく，国家間協力の意味あい

が濃いケース，すなわち，国家レベルアクターが主たるプレゼンスを示してい

る事例が，このワーキングコミュニティにあたる。この国家間協定的な国家ア

クターのプレゼンスは，国家主権を越境協力においても尊重する CoE モデル

の特徴とも言える。加えて，ワーキングコミュニティの場合，ただ単にその制

度や機構が存在するのみで，その特徴である「プロジェクト遂行戦略」の規定

が欠如していたりする。

②のワーキングコミュニティの事例として挙げた「ピレネー・ワーキングコ
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ミュニティ（Working Community of the Pyrenees：CTP）」は，フランス・スペ

イン・アンドラの国境を跨ぐ ETC の事例であり，198３年にトゥールーズ協定

により正式発足した。このワーキングコミュニティは，CoE の「地域共同体

または地方政府間の国境を越えた協力に関する欧州枠組み条約（European 

Outline Convention on Transfrontier Co-operation between Territorial Communities or 

Authorities：通称マドリッド・コンベンション）４８」を初期に活用したワーキングコ

ミュニティモデルである。さらに，ピレネー・ワーキングコミュニティは，

EU 地域政策の個別 INTERREG 政策である INTERREG POCTEFA の管理機

関の役割を果たしている４９。

つまり，ピレネー・ワーキングコミュニティは，上記のような INTERREG

の資金受け皿の事務局的な役割を果たしながらも，EGTC の枠組みは利用し

ていない。しかし，留意しなければならないのは，ピレネーの地域の越境協力

のケースは，このピレネー・ワーキングコミュニティだけではなく，他に ２ つ
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図 ２　ピレネー・ワーキングコミュニティ（出典：CTP５１）

図 ３

図 ４
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図 ３　ピレネー・地中海ユーロリージョン（出典：Euroregion�Pyrenees-Mediterranean５３）

その 1 つが，２00４年に設立されたピレネー・地中海ユーロリージョン

（Euroregion Pyrenees-Mediterranean）である５２。そして，もうひとつが，図 ４ の

ヌーベルアキテーヌ・エウスカディ・ナバラユーロリージョン（Euroregion 

Nouvelle-Aquitaine-Euskadi-Navarre）である。このユーロリージョンは，フラン

ス側「ヌーベルアキテーヌ（Nouvelle-Aquitaine）」地域，スペイン側「エウスカ

ディ（Euskadi）／バスク自治州（Basque Country）」及び「ナバラ州（Navarre）」

が参加するユーロリージョンで，EGTC の法的枠組みをも利用している。
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図 ４　�ヌーベルアキテーヌ・エウスカディ・ナバラユーロリージョン（出典：Euroregion�
Nouvelle�Aquitaine�Euskadi�Navarre５４）

歴史を辿っていくと，最初に，CoE の枠組みを利用したピレネー・ワーキ

ングコミュニティという緩やかな協力体が形成され，その中に，ピレネー・地

中海ユーロリージョン，そして，ヌーベルアキテーヌ・エウスカディ・ナバラ

ユーロリージョンが創設され，後者はユーロリージョンを名乗りながら

EGTC も活用する。このように，CBC の制度的展開のスペクトラム的理解を

することで，CBC／CBR の名称からではなく，実質的な越境協力ガバナンス

を動態的に時間軸にそって考察していくことの重要性が明らかになってくる。

国家間主導のワーキングコミュニティが大きな苗床となって，内部にユーロ

リージョンを育む役割を果たしているのである。
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第 ７節　ユーロリージョンの事例：EUREGIO

ユーロリージョンとしては，旧西ドイツ地域とオランダ地域の跨境

「EUREGIO（オイレギオ）」を事例に，このガバナンス形態の生成プロセスを検

証してみよう。このユーロリージョンは，欧州におけるもっとも古いユーロ

リージョンのひとつで，現在まで継続している典型的なユーロリージョンの形

態を備えている。1958年に，EUREGIO の名称で，ドイツ側のノルトライン・

ヴェストファーレン州およびニーダーザクセン州の州政府・地方政府，ならび

にオランダ側のオーバーイッセル州，ヘルダーラント州，ドレンテ州の州政府

および地方政府が参加し，ドイツ・オランダ国境で始まった５５。このオランダ

東部とドイツ西部の国境地域では，言語・経済・親族関係が密接で，歴史的に

も社会経済的にも，もともと一体性をもっていた地域であり，第二次世界大戦

によって国境による分断を受けた地域である５６。このユーロリージョンが網羅

する領域は，再び，地域アイデンティティを確立し，「ひとつの跨境地域」と

して認識されるようになった。

図 ５　EUREGIO マップ（出典：EUREGIO５７）
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図 5 のように，EUREGIO は，ドイツ・オランダ国境を跨いで1２9の地方自

治体や水管理委員会によって組織され，オランダ側のトゥウェンテ（Twente），

アハテルフック（Achterhoek），オーバーイセル州北東部（Northeast Overijssel）

およびドレンテ州南東部（Southeast Drenthe）の一部，ドイツ側のミュンス

ターラント（Münsterland），ベンテハイム郡（Landkreis Grafschaft Bentheim），

オスナブリュック市およびオスナブリュック郡（Landkreis Osnabrück），ならび

にエムスラント南部（Southern Emsland）の一部を含んでいる。この地域は

1３,000㎢の面積があり，３４0万人の人々が生活している。第二次世界大戦後に

確定された人為的国境による障壁を取り除き，国境を超えた社会文化的な営み

を継続化させることを目的として設立されている。

表 ４　EUREGIO の歴史的制度の進展
年 制度的進展

1958年 国境を越えたパートナーシップとして最初の EUREGIO の創設
19７1年 初めて独自予算を有する跨境ワーキンググループ Mozer Commission の設置
19７8年 クラウス王子の勧めにより，現在でも最高決定機関である EUREGIO 評議会

の設置
198７年 EU の INTERREG プログラムの先行事例となる，方法論をリスト化し予算合

意をした，初のアクションプログラム
２008年 EUREGIO50周年
２01４年 Mozer 社会開発委員会，持続可能な空間開発委員会，経済・労働市場委員会

の ３ 委員会を EUREGIO２0２0戦略から設置
２016年 EUREGIO がオランダ・ドイツの公的な機関に

EUREGIO 公式ウェブサイトから筆者作成

この EUREGIO の最大の特徴は，彼らの言う「初の越境議会である

EUREGIO 評議会（EUREGIO Council）」の設置にある。議員は通常 ４ 年の任期

制で，評議会内部で，互選によって議長と副議長を選出する。もちろん，議会

を構成する議員は EUREGIO 域内の加盟地方議会から派遣される代表である

ので，地域住民が直接投票で選ぶ民主公選制による普通選挙ではない。しかし，

実際には，国境を越えて ２ つの異なる国家の地方自治体が独立の継続的合議体



102 法 学 紀 要　第67巻

を作ることは困難を極め，Perkmann は，参加アクターに「善意（good will）」

があったからこそできたことだと記述している５８。この表現は，故郷を隔てた，

分断の歴史的経緯から考えると，ユーロリージョンの存在意義，すなわち，

「国境の意味転換」の観点から興味深い。この EUREGIO の制度的方法論は，

AEBRなどのバックアップによって，その後，欧州に広まり，ユーロリージョ

ンの主役的な役割を果たしていくことになる５９。

では，この主体の法的バックグラウンドはどのように築かれたのだろうか。

内実的には，EUREGIO は，ドイツ側ではドイツの国内法上の自治体連合

（eingetragener Verein：登録協会）として設立され，オランダ側は非公式な協定

に基づく「ミラー組織」として対応していた。つまり，当時，「国境を挟んだ

法的に一つの組織」を作ることは不可能で，実際にはドイツとオランダに二つ

の「鏡像の組織」が並立していた。したがって，法人格の非対称性，すなわち，

双方の国で法的地位が異なり，INTERREG 等の公的資金の直接受給が困難で，

越境事業の執行権限についても公務としての位置づけが不明確であった。そこ

で，２016年に，両国の加盟自治体は，EUREGIO を次の二重構造からなる「オ

ランダ・ドイツ共同体」として再編した。詳しく述べると，ドイツ側（ノルト

ライン＝ヴェストファーレン州）は，「Kommunalverfassungsgesetz（地方自治体

法）６0」第２４条を法的根拠として，市町村が国境を越えて公共目的で協力できる

条項に基づき，EUREGIO を構成員とする「公共法人」を認可し，一方，オラ

ンダ側も，「Wet gemeenschappelijke regelingen（共同規則法）」を利用して，

参加自治体が越境目的の「Openbaar lichaam（公法上の法人）」を設立したので

ある６１。さらに，この ２ つを対等に接合する「協定（Overeenkomst）」をむすび，

その結果，EUREGIO は 「蘭独の公共事業体（Dutch-German public body）」とし

て法的に再構成されることとなった。したがって，EUREGIO は，形式上は

EU レベルではなく，両国の国内法レベルの公法的組織である６２。

この時点での法的性格は，国際法に基づく「準法人格的な協力体」であり，

国家間の二国間条約が前提であり，国際条約を締結した国の地方当局のみ利用

が可能であることから，汎用性に乏しかった。先にも述べたように，LGCC は
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「地域間協力の実験的ツール」にとどまり，制度的限界を露呈していたと言え

よう。この LGCC の制度的限界を CBC が克服するためには，EU が超国家

的・汎用的な越境法人格を有する EGTC を創設するのを待たねばならなかっ

たのである６３。

第 ８節　結論

本論文は，欧州における CBC を，国家主権と領域秩序の再編という観点か

ら捉え，ユーロリージョンが，試行錯誤の中，CoE の規範を使いながら「制

度的空間」として CBC を進展させていくプロセスを検証した。そのプロセス

においては，EU地域政策の進展に伴って，ユーロリージョンの中には，主権

国家間の協力体制の限界に直面し，INTERREG や EGTCなどの超国家的なガ

バナンス態様を導入し，それ自体の在り方も多様化してきたことが明らかと

なった。

この多様化の証明用具として，まず第 ２節で，CBR／CBC におけるユーロ

リージョンの位置づけを，スペクトラム的発想をもとに整理し，スペクトラム

のグラデーション上に配置した。そうすることで，ユーロリージョンが確定的

なガバナンス形態として固定されているわけではなく，欧州の社会状況に合わ

せて質的な変化を遂げていることが明らかにできた。

続いて，第 ３節では，ユーロリージョンの共通の特性から制度的実態を把握

した。第 ２節でグラデーション上に現れたように，ユーロリージョンはさまざ

まな異なる法的形態や組織を有してもいる。しかし，その一方で，これらには，

日常的な生活圏に根差した「国境の相対化」をはじめ，多くの共通特性がある

ことも明らかとなった。こうした越境協力の進展が直面した最大の課題は，異

なる国内法制・行政体系のもとでの法人格・権限・予算の扱いであった。各地

域が独自の協定や組織形態を模索する中で，越境事務局の所在や法的責任の所

在が不安定なまま残されていたことは，制度としての持続性を阻む要因となっ

ていた。

さらに，第 ４節では，ユーロリージョンのケース数の特定を通じて，何が
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ユーロリージョンと他の CBR／CBC を画するのか，ユーロリージョンの網羅

的な「カタログ」である COOP-RECOT II 研究プロジェクト（２018年）を使っ

て考察を試みた。ここでは，ユーロリージョンと他の ETC を画するガバナン

ス的特質が明らかになった。

第 ３ 節での制度的共通特性，第 ４ 節での他の CBR／CBC との画定メルク

マールを踏まえて，第 5 節では，「跨境協力をなぜ行うか」に答える，ユーロ

リージョンに設定される共通項としての目的と意義を抽出した。このことで，

ユーロリージョンによる「国境を機能的に変容させること」の動機が明らかに

なった。

続いて，第 6 節では，ユーロリージョンと他の越境協力の主要事例の比較か

ら，具体的なスペクトラム分析を実施した。主要事例として，ワーキングコ

ミュニティ（CoE 型）を取り上げ，ユーロリージョンとは全く異なったガバナ

ンスの形態の特徴を把握した。さらに，ここで明らかになったのは， 1 つの

ワーキングコミュニティと重複した形で，同一地域・あるいは同一周辺地域に，

別の CBC／CBR としてユーロリージョンが存在したり，EGTC が存在する複

雑な結果であった。そして，同時に，一見，国家間協力枠組みに思われるワー

キングコミュニティが，その後のユーロリージョン生成の苗床となっているこ

とも動態的分析の中で明らかになった。

第 ７ 節では，そのスペクトラム分析の核心であるユーロリージョンの事例と

して，EUREGIO を使いながら，ユーロリージョンの制度的実体分析を実施し，

ユーロリージョンが単独で成立しうる事例についても確認した。

本研究のリサーチクエスチョンとしての出発点は，とりわけ，「ユーロリー

ジョンというガバナンスの様態を使ってなぜ跨境協力を行うか」というもので

あった。以上の本論での検討を通じて明らかになったのは，CBC によって「国

境をなくすこと」ではなく，「国境を機能的に変容させること」であるという

点である。国境は排除と分断の線ではなく，協働と調整の制度的場として再構

成されつつある。

その中には，こうしたウェストファリア的 CBC のガバナンスの様態として
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ンスの形態の特徴を把握した。さらに，ここで明らかになったのは， 1 つの

ワーキングコミュニティと重複した形で，同一地域・あるいは同一周辺地域に，

別の CBC／CBR としてユーロリージョンが存在したり，EGTC が存在する複

雑な結果であった。そして，同時に，一見，国家間協力枠組みに思われるワー

キングコミュニティが，その後のユーロリージョン生成の苗床となっているこ

とも動態的分析の中で明らかになった。

第 ７ 節では，そのスペクトラム分析の核心であるユーロリージョンの事例と

して，EUREGIO を使いながら，ユーロリージョンの制度的実体分析を実施し，

ユーロリージョンが単独で成立しうる事例についても確認した。

本研究のリサーチクエスチョンとしての出発点は，とりわけ，「ユーロリー

ジョンというガバナンスの様態を使ってなぜ跨境協力を行うか」というもので

あった。以上の本論での検討を通じて明らかになったのは，CBC によって「国

境をなくすこと」ではなく，「国境を機能的に変容させること」であるという

点である。国境は排除と分断の線ではなく，協働と調整の制度的場として再構

成されつつある。

その中には，こうしたウェストファリア的 CBC のガバナンスの様態として
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ワーキングコミュニティやさらにその協力様態が進展したユーロリージョンが

あった。しかし，跨境地域はこれらのガバナンスの様態を単純に識別できる状

態ではなく，二国間合意的なワーキングコミュニティも存在し，CoE 的なユー

ロリージョンの形態も存続し，またポストウェストファリア的 CBC のガバナ

ンスの様態としての EGTC も同時に混在することも明らかになった。これら

は，どのような名称や形態を取るにしても，また，どのように複数の手法が重

複するにしても，「国境を機能的に変容させること」が目的であり，それが結

果として，EU が進める領域的結束の理念を最も具体的に体現する制度的到達

点であることが結論として得られた。

１ 	髙橋和の以下の研究群が，日本におけるユーロリージョン研究の嚆矢であり，ス
ケールの異なったマクロリージョンにおける越境協力との比較研究の観点でも参考
となる。髙橋和「欧州における下位地域協力─チェコ西部におけるユーロリージョ
ンの活動を中心に─」環日本海学会『環日本海研究』第 ４ 号，1998年，２8-４４頁；髙
橋和「下位地域協力における地域的利害実現のためのメカニズム─ユーロリージョ
ン・ナイセ／ニサの事例を中心に─」山形大学法学会『山形大学法政論叢』第16号，
1999年，51-80頁；髙橋和「東中欧における人の移動と下位地域協力─ユーロリージョ
ンの活動と評価の観点から─」『山形大学法政論叢』第２７号，２00３年，７３-9７頁。

２ 	Martina Eckardt, Stefan Okruch, “The Legal Innovation of the European Grouping 
of Territorial Cooperation and its Impact on Systems Competition,” Andrássy 
Working Paper Series in Economics and Business Administration, nr.３７ （２018）: ２.

３ 	本研究は，EU のミクロリージョンにおける CBC が，国境相対化の観点から，EU
拡大・深化における領域的統合のアクセルの役割を果たしていることを検証する，
筆者の一連の研究の 1 つと位置付けることができる。

４ 	この点については，本論文第 ４ 節，第 5 節で詳述する。
５ 	Francisco José Calderón Vázquez, “Borders within Europe, Border Deactivation, 

Cross-border Cooperation and Institutions: The Iberian Raya Case,” Estudios 

Fronterizos 18, no. ３6 （May ２01７）: ７8-101.
６ 	柑本英雄「欧州地域空間再編成の検証：バルト海地域グランドデザイン VASAB２010

のケース」中村信吾・多賀秀敏・柑本英雄『サブリージョンから読み解く EU・東ア
ジア共同体：欧州北海地域と北東アジアの越境広域グランドデザイン比較』弘前大
学出版会，２006年，10７-1３２頁。

７ 	EU 地域政策パッケージ INTERREG プログラムについての研究は，以下を参照され
たい。柑本英雄「欧州地域政策 INTERREG Ⅱ C プログラムに関する考察」『早稲田
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大学社会科学研究科紀要』第 6 号，２000年 9 月，４７-6４頁；柑本英雄「欧州地域協力
の主体の変容─「リージョナルとナショナル」から「サブリージョナル」へ：
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証とした欧州地域空間再編成の研究」弘前大学人文学部『人文社会論叢（社会科学
篇）』第1４号，２005年 8 月３1日， 1 -３７頁。

８ 	ミクロリージョンとは，大陸における跨境地域と海洋の群島跨境地域とによって構
成される越境地域の領域規模を指す呼称であり，隣接する市町村レベルや州レベル
の地方政府が， ２ つあるいは ３ つ以上で実施する地方政府間協力を行う。詳しくは
拙稿を参照されたい。柑本英雄「EU ミクロリージョンへのポスト・ウェストファリ
ア的批判的視座」日本大学法学部『政経研究』第6２巻第 ３ 号（２0２5年1２月発行予定）。

９ 	Calderón Vázquez, supra note 5．
１0	以下の研究も参考にされたい。田中宏「EU のマクロ・リージョン戦略─ドナウ川流

域のケース─」『立命館国際地域研究』第３8号，２01３年， 1 -２４頁；田中宏「EU の地
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and Cross-Border Regions, eds. Markus Perkmann and Ngai-Ling Sum （London: 
Palgrave Macmillan, ２00２）: ３-２1.
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れらを網羅的に取り扱った調査・研究には，次のものがある。Antoni Durà Guimerà, 
Francesco Maria Camonita, Matteo Berzi and Andrea Noferini, Euroregions, 

Excellence and Innovation across EU Borders. A Catalogue of Good Practices 
（Barcelona, Department of Geography, UAB, ２018）.
１５	柑本 , supra note 8.
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the Risk of Confusion, Redundancy, Oversizing and Entropy. A Critical 
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Assessment,” ANNALES: Series Historia et Sociologia ２３, no. 1（２01３）: 155-16４.
１７	Ibid.
１８	Durà Guimerà, et al., supra note 1４, p. ２5.　COOP-RECOT-II 研究プロジェクトのカ

タログでさえ，「ユーロリージョンについての公式的な定訳はない（no official 
definition for the term “Euroregion”）」と述べている。以下の文献でも，さまざまな
CBR，および，ユーロリージョンの定義が試みられている。百瀬宏『下位地域協力
と転換期国際関係』有信堂，1996年。髙橋（1998；1999；２00３）, supra note 1；志摩
園子『物語バルト三国の歴史―エストニア・ラトヴィア・リトアニア』中央公論新
社，２00４年；志摩園子「地域空間としての「バルト」の醸成と変容」北海道大学ス
ラブ研究センター『バルトとバルカンの地域認識の変容』北海道大学スラブ研究セ
ンター研究報告集 No.1３，２006年，1-1４頁；吉田康寿「ユーロリージョンの役割と展
望－カルパチア山脈周辺を事例として」『外務省調査月報』No.４，２00３年，1７-３8頁。

１９	COOP-RECOT II 研究プロジェクト（２018年）は，このような曖昧さを悉皆的研究
手法によって網羅した手堅い研究である。このプロジェクトが出したユーロリー
ジョンの「カタログ」としての ’Euroregions, Excellence and Innovation across EU 
borders : A Catalogue of Good Practices は有用である。

２0	Charles Ricq, Handbook of Transfrontier Co-operation （Council of Europe, 
Strasburg, ２006）: 6４.

２１	Perkmann and Sum, supra note 11.
２２	マルチレベルガバナンスについて，詳しくは拙著を参照されたい。柑本英雄「EU 地

域空間再編成とサブリージョン：越層する非国家領域的行為体とクロススケールガ
バナンスの視座からの分析」早稲田大学審査学位論文（博士），２010年；柑本英雄

「スケール間の政治と “ マクロリージョン ”：『EU バルト海戦略』成立過程の研究」
『北東アジア地域研究』第1７号，２011年，３1-４７頁；柑本英雄「「協生」から考えるド
ナウサブリージョンの現状と EGTC」『北東アジア地域研究』第２３号，２01７年，２9-３9
頁。

２３	柑本英雄『EU のマクロリージョン：欧州空間計画と北海・バルト海地域協力』勁草
書房，２01４年。

２４	「領域の罠（territorial trap）」に関する Agnew の議論は，以下に詳しい。John 
Agnew, “The Territorial Trap: The Geographical Assumptions of International 
Relations Theory,” Review of International Political Economy 1, no. 1 （199４）: 5３-
80. 柑本英雄「リージョンへの政治地理学的再接近：スケール概念による空間の混沌
整理の試み」『北東アジア地域研究』第1４号，２008年， 1 -1４頁。

２５	この CBC の「スペクトラム」による分析は，筆者のこれまでの理論軸（MLG ⇔ 
CSRG モデル）にも統合可能である。つまり，

MLG 的 CBC：協力言説のスペクトラム
CSRG 的 CBC：対立・闘争言説のスペクトラム

として，両者を「スペクトラム上の異なる位相」として読み替えることで，EU 統合
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の変動的ダイナミズム（協力⇄対立⇄制度化）を一貫した概念枠で説明することが
可能となる。両者は相反する概念ではなく，越境協力が進展する過程でスペクトラ
ム上の異なる位相として現れるのである。

２６	この点については，本論文第 6 節で詳述する。
２７	この発展研究については，別稿に譲りたい。
２８	Marcin Spyra, “The Feasibility of Implementing Cross-border Land-use 

Management Strategies: A Report from Three Upper Silesian Euroregions,” iForest 

- Biogeosciences and Forestry ７, no. 6 （May ２01４）: ３96-４0２; Oriano Otočan, 
“Euroregion as A Mechanism for Strengthening Transfrontier and Interregional 
Co-operation: Opportunities and Challenges,” Unidem Campus Trieste Seminar 
“Interregional and Transfrontier Co-operation: Promoting Democratic 
Stability and Development” （Trieste, Italy, ２２-２5 February ２010）.

２９	Sanguin, supra note 16.
３0	AEBR に つ い て は， 以 下 も 参 考 に さ れ た い。Hiroshi Tanaka, “Carpathian 

Euroregion and Cross-Border Governance,” The Journal of Comparative Economic 

Studies ２ （２006）: 59-80.
３１	Klara Czimre, “Recovery or Discovery? Models and Motives of Cross-border Co- 

operation along the Eastern Border of Hungary after 1989-1990,” Eurolimes ２6 
（Autumn ２018）: 99.
３２	Perkmann はこれを「institutionalisation」の核心要素とみなし，越境協力が単なる

事業調整ではなく政治的・行政的な “ 場 ” になることを意味するとしている。
Markus Perkmann, “Cross-border Regions in Europe: Significance and Drivers of 
Regional Cross-border Co-operation,” European Urban and Regional Studies 10, 
no. ２ （２00３）: 15３-1７1.

３３	Association of the Carpathian Euroregion, “Tasks for the Carpathia Brand,” 
https://karpacki.pl/en/carpathia/tasks-for-the-carpathia-brand/?utm_source= 
chatgpt.com （accessed ３0 October ２0２5）.

３４	Pásztor は，カルパチア盆地における青銅器時代の鳥の象徴性とシャーマニズムとの
関連性についての考察を行っている。協力の象徴としてなので，このロゴでは，個
別の鳥として描かれているわけではないが，カルパチアユーロリージョンの加盟地
域の国家（ポーランド・スロバキア・ウクライナ・ハンガリー・ルーマニア）は，
いずれもカルパチア山脈を共有する「猛禽類の生息域」であり，例えば，イヌワシ

（Golden Eagle）はこの山脈と文化的・自然的に深い関係を持つ象徴的な種であると
考えられる。
Emilia Pásztor, “Comments on Bird Symbolism of The Bronze Age Carpathian 
Basin and its Possible Relationship with Shamanism,” in Archaeological Approaches 

to Shamanism: Mind-Body, Nature, and Culture, eds. Dragoş Gheorghiu, Herman 
Bender, Emilia Pásztor, and George Nash （Cambridge Scholars Publishing ２01７）: 
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４ 　政府は協働を後押しするのか

１ 　ゲットーをめぐる複雑な問題

デンマークにおいて，移民や移民 ２ 世・ ３ 世の割合は毎年増加しており，

１980年の時点では全人口の ３ ％が移民であったのに対し，２0２5年には１6.３％を

占めるようになっている。特に，非西欧諸国（ikke-vestlige lande/ non-western 

countries）からの移民に関しては1，主にアラビア系・イスラム系移民の増加と

1	 デンマーク統計局によると，「非西欧諸国」に該当する国は，アルバニア，ボスニ
ア・ヘルツェゴビナ，ベラルーシ，ユーゴスラヴィア，コソボ，マケドニア，モル
ドバ，モンテネグロ，ロシア，セルビア，旧ソ連構成諸国，トルコ，ウクライナ，
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ともに2，１980年の１.0％から２0２5年の１0.４％へと比重が増している。

デンマーク国内では一部の地域に移民や難民が集中し，特に，非営利団体が

提供する「社会住宅」地区においては3，公的扶助を受ける移民の集住が見ら

れるようになった。近年，社会住宅地区に対しては，所得格差の拡大や治安悪

化，周辺地域との断絶が指摘されており，各自治体は対応を迫られている。

政府は２0１0年１0月に特定の基準を満たした社会住宅地区を「ゲットー

（ghetto）」と定義し，該当する地区をゲットー・リストとして公表した。ゲッ

トーとなる基準には失業率や犯罪率の他に，非西欧諸国からの移民の居住率が

挙げられている4。同リストは毎年公表されており，２0１8年 ３ 月には「２0３0年

までにゲットーをなくすこと」を目標とするゲットープランも発表された。

ゲットープランによると，過去 ４ 年間にわたりゲットーに指定された地域に対

しては，社会住宅の割合を４0％にまで減らすための開発計画の作成が義務付け

られた。計画が策定されなかった場合，政府は対象の住宅を接収し，民営化も

しくは取り壊しを行う。

デンマークの社会住宅の運営に関しては，居住者自身が住宅の管理や運営に

強い影響力をもつ伝統が存在しており，アクター間における協働が特徴とされ

てきた。社会住宅地区は協働型ガバナンスを実践する場の一つであり，協働の

過程と結果に影響を与える要因として民主的な制度設計に注目が集まってきた。

特に近年では，政府による制度改革も試みられている。デンマークでは２007年

の市町村合併改革を契機に，多くの自治体において，地域住民とのコミュニ

ケーションを目的とした特別委員会を一つもしくは複数設置している。地方政

治家や特に首長に対しては，ステークホルダーとの相互的な関係構築が求めら

アフリカ諸国，中南米諸国，アジア諸国，（オーストラリアとニュージーランドを除
く）オセアニア諸国を指す。

2	 具体的には，MENAP 諸国と呼ばれる中東，北アフリカ，アフガニスタン，パキス
タンなどの国々からの移民を指す（鈴木 ２0２４）。

3	 本稿における「社会住宅」は，非営利住宅協会が所有する非営利住宅を指す。
4	「ゲットー」は一般的にユダヤ人居住区を意味するが，デンマークでは居住環境の改

善を求める地域を意味する。
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れている。

協働型ガバナンスの制度設計に関する先行研究では，複数の事例の比較分析

が行われており，例えば，ゲントフテ（Gentofte）市のモデルのような成功事

例が他の地域においても実現可能であるか否かが検証されてきた（Sørensen 

and Torfing ２0１8; ２0１9; Sørensen, Bryson and Crosby ２0２１）。社会住宅地区を対象と

した分析においては，各自治体における制度設計がアクター間の協働関係に与

える影響に注目が集まってきた（Kristjansen ２0２0）。移民や難民をめぐる問題

への取り組みは，協働型ガバナンスが機能しているかどうかに関わる論点の一

つである。

ゲットーに指定された社会住宅地区の中で，非西欧系の住民による居住率が

最も高い地区は，コペンハーゲン市のミョルナーパーケン（Mjølnerparken）で

ある。ミョルナーパーケン地区では，住民の80％以上が非西欧系の移民・難民

を占めており，犯罪率の高さも指摘されてきた。コペンハーゲン市は２0１5年か

ら開発計画に着手しており，２0１8年に政府がゲットープランを発表すると，市

は住民に対して立ち退きを求め，再開発に取り組んできた。住民数が減少した

ことにより，この地区は２0２３年のゲットー・リストから外れることになったも

のの，開発計画が実施される過程では住民から立ち退きに対する反対の声も上

がった。

コペンハーゲン市は政府主導の計画に基づいたゲットー対策に取り組んでお

り，具体的な開発計画は非営利住宅協会によって実施されている。社会住宅地

区が抱える問題解決のために中央から介入が行われた結果，アクター間の協働

関係に変化は見られたのであろうか。本稿の目的は，コペンハーゲン市と非営

利住宅協会の動きに着目することにより，移民・難民をめぐる社会住宅地区の

ガバナンスにおいて，政府による決定が各アクターの行動にいかなる影響を与

えているのかを明らかにすることである。

本稿の構成は以下の通りである。次節では，協働型ガバナンス論を参照しな

がら，デンマークにおける住宅政策に関していかなる協働の場が構築されてき

たのかを示すとともに，政府の影響に着目する意義を明らかにする。第三節で
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は，社会住宅地区の「ゲットー化」に対する政府の対応を示し，その結果，住

宅をめぐる協働型ガバナンスにどのような動きが見られたのかを明らかにする。

最後に本稿のまとめと課題を示す。

２ 　協働の場としての社会住宅地区

２− １　協働型ガバナンスの制度設計

協働型ガバナンスは，新たなアイデアの創出，共同学習の促進，複雑な問題

（wicked problem）に対する解決策として注目されている（Kristjansen ２0２0）。協

働型ガバナンス論は，政策過程への市民の参加がもたらす潜在的な利益を強調

しており，複雑な問題を解決するための協働の重要性を指摘している。例えば，

Sørensen and Torfing（２0１8）は，地方自治体におけるインプットや正統性の

欠如に対する解決策として，協働型ガバナンスの有効性を指摘している。協働

型ガバナンスの焦点は，問題解決と価値創造のために，潜在的な境界を越えて

ステークホルダーを政策過程に参加させることにある（Emerson and Nabatchi 

２0１5）。ステークホルダーが政策過程へと参加し，決定作成に影響を与える能

力を実感することによって，目的とするアウトカムを生み出す。

協働型ガバナンス論は，複雑な問題に対する革新的な解決策の必要性を指摘

するとともに，協働的なガバナンス形態がイノベーションを促進する仕組みを

分析してきた。協働型ガバナンスが求められる中で，政治家は革新的かつ民主

的なアリーナを設計する必要がある。特に地方政治家は，社会的な問題や課題

を定義しながら，新たな解決策を生み出し，支持を動員することで，市民との

協働に取り組むこととなる。協働型ガバナンスに関する先行研究の論点の一つ

は，政治家と住民を結びつけることによって，市民の参加を促進し，民主的な

決定作成の質を向上するための制度をいかに構築するかである。

デンマークにおいて２007年に実施された地方制度改革は，それまでの社会

サービスの提供体制に根本的な変化をもたらした（加藤 ２0１6）。例えば，小

池・西（２007）は，この制度改革がガバメントとガバナンスを連結するコ・ガ
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バナンス（co-governance）を意識したものであり，住民と自治体とのつながり

を改めて重要視したものであったことを指摘している。また，Damgaard and 

Torfing（２0１0）は，デンマークの雇用政策におけるガバナンスの変化を分析す

ることにより，地域雇用協議会の活動に多様なアクターが参加した結果，より

民主的な学習過程を形成する地域的なネットワークが構築されたことを明らか

にしている。

ただし，ステークホルダーで構成される協働関係は自然に生まれるものでは

ない。なぜなら，関係する全てのアクターが合意できる革新的な解決策を生み

出すことは容易ではないからである。特別委員会がよりオープンになると議論

が十分に行われない可能性があり，参加者の数が増えるほどアクター間におい

て対立が生じる恐れもある（Smith ２009）。協働のための場を構築する際には，

慎重な計画と制度設計が必要であり，具体的には，テーマの選択，参加者の構

成，会議の頻度，グループの権限の範囲を検討することが求められる。

デンマークでは中央よりも地方において様々な制度設計の実験が試みられて

きた（Smith ２009）。例えば，ゲントフテでは，住民とのコミュニケーション強

化を図る制度改革が行われた。ゲントフテは地理的規模が比較的小さく，地域

住民の教育水準と所得水準が平均以上であるだけでなく，市長が議会のすべて

の決定をコントロールできる安定した政治的多数派も存在している。特別委員

会の設置によって住民の参加を実現する一方で，市長にとっては協働のための

取り組みが自身の権力と評価の向上につながっている。

Sørensen and Torfing（２0１9）は，デンマークの肯定的な経験（ゲントフテモ

デル）が他の地域に転用できるかどうかを検証している。ゲントフテモデルが

パフォーマンスを損うことなく，別の文脈に適用できるかどうかを検証するた

めに，デンマークとは異なる前提条件（政治的不安定性，経済的制約，政治と行政

の間の不信感の高まり）をもつノルウェーのスベルヴィク（Svelvik）市との比較

分析に取り組んだ。分析結果としては，ゲントフテモデルが相対的な頑健性

（robustness）をもっており，ノルウェーのケースでは有益であることが指摘さ

れている。
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協働型ガバナンスの制度設計に関する分析では，アクター間のネットワーク

において，ガバナンスを実現するために構築された制度が有効性を持っている

かどうかにウェイトが置かれている。特に，首長の役割などを再検討すること

により，政治的アクターがガバナンスに与える影響を明らかにしている。協働

型ガバナンスは「市民とその代表者が政治的決定に影響を与える能力（イン

プット正統性）」と「市民のニーズに対応し，広範な支持を得る方法で緊急の課

題を解決する政策を創り出す能力（アウトプット正統性）」をもっているか否か

で評価が行われている（Scharpf １999; Skelcher and Torfing ２0１0）。ソレンセン

（Eva Sørensen）とトルフィング（Jacob Torfing）の先行研究が示すように，ゲ

ントフテの協働型ガバナンスのモデルには一定の有効性があり，他の地域にお

いても類似したモデルが構築される可能性がある。

しかし，地方レベルで取り組まれる協働型ガバナンスにおいて，政府の決定

が各自治体に与える影響は明らかになっていない。特に，移民や難民をめぐる

問題のように，政府による決定によって政策が変化した場合，各自治体のガバ

ナンスは影響を受けないのだろうか。デンマークの社会住宅地区は，政治家と

住民が問題解決に取り組む協働の場の一つであり（Kristjansen ２0２0），住宅を

めぐるガバナンスを分析対象とすることは，協働型ガバナンスに対して政治的

アクターが与える影響を明らかにする可能性がある。特に，移民や難民をめぐ

る問題として社会住宅地区のゲットー化を取り上げる場合，ガバナンスの機能

不全をめぐって政府がいかなる動きをみせたのかが明らかになる。協働型ガバ

ナンスをめぐる議論において，政府の動きをどのように捉えるかは論点の一つ

である。

２ − ２ 　デンマークの非営利住宅

デンマークにおける住宅政策の特徴の一つは，第三の立場をとる「非営利住

宅（almene boliger）」の供給が積極的に進められてきた点にある（小池・西 ２007: 
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69）5。現在，デンマークには２,85２,000戸の住宅があり，民間が提供する住宅が

１,960,３77戸，社会住宅が56４,97３戸，協同組合住宅が１98,３89戸，公営住宅が

４9,２２8戸となっている。地方自治体（コムーネ）が供給する公営住宅は全体の

２ ％程度であり，非営利住宅は２0％程度を占める6。

デンマークでは，１9世紀半ばにコペンハーゲンで急速に都市化が進むと，住

宅不足や伝染病に対処すべく「社会住宅（sociale boliger）」が建設された。１9３３

年に社会住宅の供給に関して政治的合意がなされ，１9３8年に大家族に対する住

宅手当法が成立して以降，政府は住宅政策に取り組むことになった。２0世紀前

半までに公的セクターが発展しなかったことから，非営利団体が政府に先行す

る形で住宅を供給するようになり，「非営利住宅」が従来の「社会住宅」と同

等の意味と価値をもつようになった。今日の非営利住宅協会の前身は，政府と

は独立した形で，また国家が主導する福祉制度が構築される前に結成された。

２0世紀に入り，民間セクターによる住宅建設が増加すると，国全体の住宅供

給が過多となり，住宅建設の停止や建設業の衰退による失業者の増加を招いた。

これらの問題に対して，労働組合や協同組合は，１9１２年にデンマークで最初の

協 同 組 合 協 会 で あ る「 労 働 者 共 同 組 合 住 宅 協 会（Arbejdernes Andels-

Boligforening: AAB）」を設立した。AAB に類似した協同組合住宅協会が全国各

地で設立されていくと，１9１9年には各協会の相互協力を促し，居住者の権利を

守るために「デンマーク非営利住宅協会（Fællesorganisationen af almennyttige 

danske Boligselskaber: FO）」が設立された。FO は１97２年に名称を「全国非営利

住宅協会連盟（Boligselskabernes Landsforening: BL）」に変更し，現在に至って

いる。

非営利住宅は１9３0年代から建設戸数が増加し，１970年代には年間の建設戸数

がピークとなった。しかし，１950年代と60年代に民間住宅の建設が急速に進む

5	 デンマークの住宅政策を支えるもう一つの柱として家賃補助政策がある（小池・西 
２007: 69）。

6	 デンマーク統計局によるデータを参照，https://www.dst.dk/da/Statistik/emner/
borgere/boligforhold/boligbestanden（２0２5年 5 月 5 日閲覧）。
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と，次第に非営利住宅へのニーズが減少した。その結果，オイルショックを受

けた１970年代から80年代には，居住者の半数が毎年転居するなどして多くの空

き家が発生した。転入者も低収入層や失業者などに偏る傾向がみられるように

なった結果，非営利住宅地区へのイメージが低下していった。

１970年代以降，非営利住宅協会の主な活動は住宅供給から運営管理へとシフ

トしていった。非営利住宅に対して非効率的で官僚主義的な施設であるとの批

判が行われると，社会福祉に根差した良質な住宅環境について研究者や政治家

の間で議論が行われるようになった。居住者相互のつながりを再構築する必要

性が示され，住宅地区を地域コミュニティとしてとらえ直し，居住者の質的な

要求に応えることが求められるようになった。現在，デンマーク各地には，非

営利住宅を供給する「非営利住宅協会」が約700組織あり，国内の約7,500の住

区に約5１万戸の非営利住宅を建設し，管理，運営を行っている。

図 １　社会住宅における運営の仕組み
出所：小池・西（２007: 8４）。
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非営利住宅協会は地方自治体との協定に基づきながら資金計画を立て，業務

推進リーダーとして設計・施工を行い，入居者募集，家賃徴収，その後のメン

テナンスまでを行う（松岡 ２005: １１9-２0）。自治体は建築に要する初期費用の

7 ％から１４％を負担し，かつ無利子ローンの担保保証をするものの，住宅の建

築や所有は行わない。各非営利住宅協会の理事として住民ととともに運営に参

加することで，地方自治体はすべての市民に住宅を供給する義務を負う。
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意団体である。住区評議委員会により選定された非営利住宅協会は住宅を建設
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ねられる。住宅の修理や家賃改正，共用部分の利用法，居住環境などについて

問題が起こるたびに，住人・地方自治体・非営利住宅協会の間において話し合

い，改善に向かって協働していく（松岡 ２005: １２0）7。

住宅政策をめぐる協働型ガバナンスの背景には，行政改革による中央から地

方への権限移譲がある。１970年の行政改革によって１,000以上あった協会区は２75

の地方自治体に統合され，２007年には自治体の数が98になった（岡田 ２0１１）。住

宅供給については，１998年に政府がそれまでの総量規制（地方への建築数の割当）

を緩め，地方に大幅な決定権を委譲した。その後，各自治体が人口動態と市民

7	 社会住宅の運営をめぐる理念は「テナント・デモクラシー（Beboerdemokrati）」と
も呼ばれる。本稿の分析対象は社会住宅地区の運営をめぐっていかなる協働が行わ
れているかであり，アクター間の協働がテナント・デモクラシーの理念を体現して
いるかどうかではない。
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のニーズなどから今後必要となる非営利住宅の建設計画を独自に立てている。

さらに，２00１年の総選挙では政権党の社会民主党が敗北し，中道右派連立政

権への政権交代がなされた。中道右派政権は，それまでに住宅政策を担ってき

た都市住宅省を ４から 5の小さなセクションに解体し，住宅建設部門を経済産

業省の産業建設局に，その他の業務を社会省やその他の省に分離・移管した。

加えて，政権交代後には住宅建設予算が大幅に削減された。政権党の自由党は

以前から住宅建設行政を批判し，家賃補助のみにすべきとの主張を行っており，

そのことが中央政府の住宅建設補助金支出の削減として体現されている8。

中央から地方へと権限が移譲する中で，地方政府は非営利住宅協会や住民と

ともに住宅をめぐるガバナンスに取り組むようになった。そのガバナンスを可

能にしている要因の一つは，住民が主体となる協働の場が持続してきたことに

ある。社会住宅地区をめぐるガバナンスが機能しているかどうかは，これまで

の協働が維持されているかどうかに関わっている。言い換えると，協働が機能

不全に陥る現象が発生した場合，その現象をめぐって各アクターがいかなる動

きを見せたのかによって，ガバナンスが維持されるかどうかが変化する可能性

がある。

３ 　社会住宅地区のゲットー化

３− １　政府によるゲットー・リストの発表

ゲットー化が進んだ背景のひとつとして，移民の受け入れに対する厳格化が

挙げられる。デンマークでは１95２年に初めて移民・難民政策が策定された。当

初の規定は非常に緩やかで，移民による居住許可や就労許可の取得も容易で

あったため，１960年代には製造業を中心として「労働移民」の数が増加した。

１970年代に入り不況と失業率の増加が進むと，政府は外国人労働者の就労許可

8	 中道右派政権は２00４年 7 月から非営利住宅5,000戸を売却するプログラムに着手した。
しかし，住宅の売却を認める各地区の理事会の数は限定的なものであり，BL からの
反対運動も見られた。
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の発行を停止し，移民の受け入れに制限をかけるようになった。１98３年には出

入国管理法が改正され，難民手続きの厳格化や外国人の出入国管理の強化が図

られた。

しかし，国内の移民の数は減少せず，むしろ増加していった。移民の ２ 世・

３ 世が家族を外国から呼び寄せるとともに，１980年代には中東情勢の不安定化

を背景に，難民保護のための居住許可証の発行が増加した。その結果，国内に

おける移民や難民の存在がメディアで取り上げられるようになり，特に，公的

扶助や失業保険を受け取りながら生活している移民に対しては批判的な視線が

向けられるようになった。この時期以降，移民が集中する社会住宅地区は

「ゲットー」と呼ばれるようになっていった。

「ゲットー」という言葉が政治的議論や公式の政策文書で使用されるように

なったのは１990年代である（Seemann ２0２１）。政府は１99３年 9 月に都市委員会

（Byudvalg）を選定し，移民の居住率が高い社会住宅地区のための計画を発表

した。委員会は，言語的かつ社会経済的な統合の問題への対応として，教育に

焦点を絞った取り組みを策定した。この計画は１99４年から１998年まで実施され

たものの，他の計画との協力が不足していたほか，教育の分野以外を対象とし

た計画の必要性も明らかになった。２000年に政府は「ゲットー化」に対抗する

ための財源を増やすとともに，住宅部門に対する公的補助の立法措置を行った。

政府の主要な目的は，バランスの取れた住民構成を実現することであり，賃金

労働者や学生などの特定のグループに優遇措置を与えるなど，柔軟な賃貸規則

の導入を試みた。

２00１年に極右政党のデンマーク国民党が支える中道右派連立政権が誕生する

と，政府は移民に対して，居住権および市民権獲得の厳格化を課し，デンマー

ク社会への同化を求めるようになった。２00４年，フォー・ラスムセン（Anders 

Fogh Rasmussen）首相は新年の演説でゲットー対策のための包括的計画を発表

した。彼はゲットーを移民と密接に結びつけ，長年にわたる移民政策の失敗に

よってゲットーが形成されたと訴えた。

同年 5 月には，政府が最初の包括的な戦略文書（『ゲットー化に対する政府の戦
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略』）を発表し，ゲットーの発生を防ぐための一連の対策を提示した。この文

書ではデンマーク全土で 8つの地域がゲットーとして特定された。ゲットーと

なる指標としては①社会保障給付を受ける成人居住者の割合，②教育水準，③

社会住宅の数，④域内の移動パターン，⑤投資のレベルが挙げられた。

政府にとって，ゲットー化の主要な問題の一つは失業率の高さであるととも

に，デンマーク的価値観の欠如によって失業が生み出されていることであった。

ゲットー対策の焦点は，非西欧系の住民が「デンマークの価値観」に触れるこ

とによって，バランスのとれた住民構成を各地域において実現する点にあった。

２00４年の戦略文書では社会住宅の割り当てに関しても言及されており，政府は

地方自治体に対して，住宅を個人に割り当てる際に地域の特性を考慮するよう

に求めた。また，非営利住宅協会に対しては，雇用，教育，収入などの基準に

基づく「柔軟な賃貸」を活用しながら，社会住宅における住民の構成をより積

極的に調整することを求めた9。

２0１0年１0月，政府は新たな戦略（『ゲットーの社会復帰：デンマークにおける並行

社会への対応』）を発表した。２0１0年の戦略文書ではゲットーの明確な定義が示

され，この定義に基づきながら，政府は毎年「非営利住宅の脆弱地域リスト

（ゲットー・リスト）」を公表することとなった。リストは社会住宅を対象とした

ものであり，住民数が１,000人以上の地域にのみ適用されている。２00４年の計

画では 8箇所の地域がゲットーに指定されたが，新たなリストでは２9箇所の地

域が指定された。

２00４年の戦略文書との最も大きな変更点は，ゲットーの定義に「非西欧系移

民とその子孫」の居住率が新たな指標として加えられたことである。２0１0年の

戦略文書には「公的福祉の受動的な受給からの脱却」という章が設けられ，

ゲットーが社会経済的な問題であるだけでなく，民族的・文化的な問題である

9	 戦略文書はゲットー地域の補助金付き住宅に対する新たな割当権限を導入すること
も提案しており，自治体と非営利住宅組合は，その地区への入居が地域の困難性を
増大させると判断した場合，すでに公営住宅の待機者となっている生活保護受給者
の入居を拒否することができる。
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ことも示された。文書の中では教育に関する言及も行われており，ゲットーに

おけるバイリンガルの子供に対してはデンマーク語教育の徹底が求められ，両

親が従わない場合には，自治体が児童手当を削減する方針が示された。

表 １　ゲットー・リストの基準10

２0１0年 ２0１３年 ２0１8年

基準 １ ：失業率
労働市場や教育と無関係
な１8-6４歳までの住民の
割合が４0％以上。

労働市場や教育と無関係
な１8-6４歳までの住民の
割合が４0％以上。

労働市場や教育と無関係
な１8-6４歳までの住民の
割合が４0％以上。

基準 ２ ：犯罪者の 
割合

１8歳以上の受刑者数が
２.7％以上。

１8歳以上の受刑者数が
２.7％以上。

１5歳以上の受刑者数が過
去 ２ 年 間 の 全 国 平 均

（２0１8年は２.２％）の ３ 倍
以上。

基準 ３ ：言語教育の 
未修了者の割合

基礎教育しか受けていな
い３0-59歳の住民割合が
同年齢層の住民全体の
50％以上。

基礎教育しか受けていな
い３0-59歳の住民割合が
同年齢層の住民全体の
60％以上。

基準 ４ ：平均収入

１5-6４歳の納税者の平均
総所得が，教育を受ける
人を除いて，地域の同グ
ループの平均総所得の
55％未満。

１5-6４歳の納税者の平均
総所得が，教育を受ける
人を除いて，地域の同グ
ループの平均総所得の
55％未満。

基準 5 ：非西欧系 
移民の割合

非西欧諸国からの移民と
その子孫の割合が50％以
上。

非西欧諸国からの移民と
その子孫の割合が50％以
上。

非西欧諸国からの移民と
その子孫の割合が50％以
上。

出所：Lundsteen（２0２３）をもとに筆者作成。

２0１１年に社会民主党政権が発足すると，政府は前政権のゲットーの基準に異

議を唱え，公式文書から「ゲットー」という用語を削除することを検討した。

２0１３年 5 月，政府は新たな戦略文書（『脆弱な住宅地域：次のステップ，強化され

たイニシアチブに向けた政府戦略』）を発表し，ゲットーの基準として収入と教育

に関する指標を新たに加えた。ゲットーとなる地域は，１,000人の住民を抱え

る居住地域のうち， 5 つのゲットー基準のうち ３ つを満たす必要がある。ただ

し，戦略文書では，ゲットーが社会全体に対する脅威であることが依然として

10	網掛けは基準の変更箇所を示している。
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強調されている。社会民主党政権は，前政権のゲットー戦略から距離を置こう

としたものの，ゲットーの定義を変更する以外に大きな変化は見られなかった。

２0１5年の総選挙で政権交代が起きると，中道右派政権は２0１8年に新たなゲッ

トー対策を発表した。ルケ・ラスムセン（Lars Løkke Rasmussen）首相は

「ゲットーパッケージ」計画（『並行社会のないデンマーク：２0３0年までにゲットー

をなくす』）を打ち出し，「パラレル社会」の理念に基づく新たな政策措置を導

入した。新たな計画ではゲットーの定義が再び変更されるとともに，社会住宅

は①脆弱地域，②ゲットー地域，③ハード・ゲットー地域に分類されるように

なった。

脆弱地域は，住民１,000人以上の社会住宅のうち，①失業率，②犯罪者の割

合，③言語教育の未修了者の割合，④平均収入の ４ つの基準のうち ２ つを満た

した地域を指す。ゲットー地域は，脆弱地域の基準を満たした地域のうち，非

西欧系諸国からの移民やその子孫が50％以上となる地域のことを指す。 ４ 年以

上ゲットー・リストに載った地域はハード・ゲットーとみなされる。

計画に基づいて新たに採択された措置は，以前の取り組みよりもはるかに広

範囲に及ぶものであった。例えば，脆弱地域においてバランスのとれた住民構

成を実現するために，自治体が当該地域の社会住宅に生活保護受給者を割り当

てることを禁止する一方，もう一方では賃金労働者や学生に対する優遇措置を

導入する義務を定めた。ハード・ゲットー地域に関しては，非営利住宅協会が

社会保障の受給者をウェイティング・リストから除外する義務を負うことと

なった。２0１8年の戦略文書では，自治体と非営利住宅協会に対して，これまで

の戦略文書で示されてきたゲットー対策の利用が義務付けられた。

また，新たなゲットー対策は，ゲットー地域の物理的な再編にも重点を置い

ていた。「ハード・ゲットー」に指定された地域の非営利住宅協会に対しては，

２0３0年までに社会住宅の割合を４0％にまで減らすための包括的な計画を提示す

ることが求められる。社会住宅数の削減は，既存住宅の売却や取り壊し，新規

の企業や政府の事業者の誘致を通じて実現される。実行可能な計画が策定され

なかった場合，政府は問題の住宅を接収し，民営化するか取り壊すことになる。



126 法 学 紀 要　第67巻

強調されている。社会民主党政権は，前政権のゲットー戦略から距離を置こう

としたものの，ゲットーの定義を変更する以外に大きな変化は見られなかった。

２0１5年の総選挙で政権交代が起きると，中道右派政権は２0１8年に新たなゲッ

トー対策を発表した。ルケ・ラスムセン（Lars Løkke Rasmussen）首相は

「ゲットーパッケージ」計画（『並行社会のないデンマーク：２0３0年までにゲットー

をなくす』）を打ち出し，「パラレル社会」の理念に基づく新たな政策措置を導

入した。新たな計画ではゲットーの定義が再び変更されるとともに，社会住宅

は①脆弱地域，②ゲットー地域，③ハード・ゲットー地域に分類されるように

なった。

脆弱地域は，住民１,000人以上の社会住宅のうち，①失業率，②犯罪者の割

合，③言語教育の未修了者の割合，④平均収入の ４ つの基準のうち ２ つを満た

した地域を指す。ゲットー地域は，脆弱地域の基準を満たした地域のうち，非

西欧系諸国からの移民やその子孫が50％以上となる地域のことを指す。 ４ 年以

上ゲットー・リストに載った地域はハード・ゲットーとみなされる。

計画に基づいて新たに採択された措置は，以前の取り組みよりもはるかに広

範囲に及ぶものであった。例えば，脆弱地域においてバランスのとれた住民構

成を実現するために，自治体が当該地域の社会住宅に生活保護受給者を割り当

てることを禁止する一方，もう一方では賃金労働者や学生に対する優遇措置を

導入する義務を定めた。ハード・ゲットー地域に関しては，非営利住宅協会が

社会保障の受給者をウェイティング・リストから除外する義務を負うことと

なった。２0１8年の戦略文書では，自治体と非営利住宅協会に対して，これまで

の戦略文書で示されてきたゲットー対策の利用が義務付けられた。

また，新たなゲットー対策は，ゲットー地域の物理的な再編にも重点を置い

ていた。「ハード・ゲットー」に指定された地域の非営利住宅協会に対しては，

２0３0年までに社会住宅の割合を４0％にまで減らすための包括的な計画を提示す

ることが求められる。社会住宅数の削減は，既存住宅の売却や取り壊し，新規

の企業や政府の事業者の誘致を通じて実現される。実行可能な計画が策定され

なかった場合，政府は問題の住宅を接収し，民営化するか取り壊すことになる。

� 127デンマークの社会住宅地区における協働型ガバナンス（福森）

さらに，生後１２ヶ月以上のすべての子供をデンマーク語の保育施設に登録す

る義務が両親に課され，従わない場合は給付金が減額される制裁措置がとられ

た。この規則はデンマーク全土ではなく脆弱地域にのみ適用される。２0１8年の

戦略文書で提案された措置のうち，ゲットー地域に移住した人々への社会保障

費の削減という措置を除いて，ほぼすべてが法律として採択された。

社会住宅をゲットーとみなす基準において，決定的な要因は民族や人種であ

る（Lundsteen ２0２３）。２0１8年の戦略文書では特に，脆弱地域とゲットー地域の

違いとして非西欧系移民の割合が指標となっている。ハード・ゲットー地域に

指定された場合には，全体の住宅に占める社会住宅の割合を引き下げるために，

開発計画の提案が義務付けられ，場合によっては既存の社会住宅が取り壊され

る。社会住宅地区がゲットーから脱するためには，住民の失業率や犯罪率など

を改善するほかに，住民の数を少なくすることが求められる。

ゲットー・リストの公開は，２0１9年の総選挙で中道左派政権が発足して以降

も継続して行われている。非営利全国組織（BL）は，中道左派政権が進める

「ゲットーパッケージ」に対して批判的な姿勢をとっており，社会統合という

名目のもと，非西欧系移民を社会住宅地区から追い出すことへの懸念を示して

きた（倉地 ２0２１）。移民の割合が高い社会住宅地区においては，住民からも立

ち退きに対する反対の声があがっている。特に，コペンハーゲン市のミョル

ナーパーケン地区では，物理的な開発計画が進む中で，訴訟問題にまで発展す

るほど住民と自治体との間に対立がみられた。

３ − ２ 　コペンハーゲン市ミョルナーパーケン地区

コペンハーゲン市の人口は２0２４年 １ 月 １ 日時点で659,３5２人である11。他の自

治体と比較すると人口の増加率は二番目に高く，コペンハーゲン市のすべての

地区で人口が増加している。さらに，コペンハーゲン市民の２8％が移民もしく

11	コペンハーゲン市の２0２４年のレポートを参照，https://www.kk.dk/om-kommunen/
fakta-og-statistik/noegletalsanalyser（２0２5年 5 月１２日閲覧）。



128 法 学 紀 要　第67巻

は移民の子孫であり，１6.5％が非西欧諸国の背景をもっている。

図 ２　２0２4年 １ 月 １ 日時点のコペンハーゲン市および全国の祖先別人口
出所：Status på København ２0２４をもとに筆者作成。

コペンハーゲンでは近年の人口増加により，他の地域に比べて住宅価格が非

常に高くなっている。そのため，自治体は，社会住宅の建設を促進し，学生向

け住宅の増設に取り組んでいる。２0２４年時点において，コペンハーゲンにある

住宅のうち，２２％が個人所有，３0％が賃貸契約，２8％が個人協同住宅12， １ ％

が公営住宅であり，残りの１9％が社会住宅である。社会住宅は２0１４年に60,２50

戸であったのが，２0２４年には65,４60戸へと増加している。

12	個人協同住宅（andelsbologer）は建築費を共有する住宅形態である。
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図 ３　２0１4年と２0２4年の所有形態別の住宅総数13

出所：Status på København ２0２４をもとに筆者作成。

コペンハーゲン市にある社会住宅のうち，２0１8年に発表されたゲットー・リ

ストには１１の地区が掲載された。それらのうち最も非西欧系移民の居住率が高

い地域はミョルナーパーケンである。ミョルナーパーケン地区は１987年に設立

され，コペンハーゲン市のノアブロ（Nørrebro）地区に位置し14，非営利住宅

協会ボビータ（Bo-Vita）によって運営されている。１99３年の時点における非西

欧系移民の割合は6４％であったが，２00３年には9１％へと増加した15。２0２３年に

なるとその割合は86.7％に減少しているが，住民の多くが異なる民族的もしく

は宗教的背景をもっている。

ミョルナーパーケン地区に対しては，２000年代から犯罪率の高さが指摘され

ており，２005年にはデンマークの社会住宅地区の中で最も初期の段階から防犯

のための監視カメラが設置された。２0１5年に発生した銃乱射事件の犯人がこの

13	住宅総数には新築，合併，アパート等の取り壊しが含まれている。
14	コペンハーゲン市は２007年以降１0の地域（Bydele）に区分されている。
15	「２00３年 １ 月 １ 日時点における，特定された脆弱な居住地域および全国における移民

およびその子孫とデンマーク人の割合分布の推移」を参照，https://web.archive.org/
web/２0１１06２２１906３9/https://www.nyidanmark.dk/bibliotek/statistik/aarbog_om_
udlaendinge/２00４/aarbog_udlaendinge_0４/html/chapter06.htm（２0２5年 5 月１１日閲覧）。
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地区の出身者であったことなどから，移民の ２ 世 ３ 世の社会的孤立感が社会問

題と結びついていることを指摘する見方もある（加藤・水島・嶋内 ２0１9: １7１）。

２0１7年には巡回中の警察官がギャングによって銃撃されており，ギャング同士

の抗争が住民の安全を脅かしているとの声も聞かれた。

２0１0年に政府が発表したゲットー・リストによると，当時のミョルナーパー

ケン地区の失業率が5２.8％，犯罪率が３.３％，非西欧系諸国からの移民の居住率

が89.9％であり，全ての項目でゲットーの基準を満たしていた。政府の発表を

受けて，コペンハーゲン市とボビータは包括的な開発計画に取り組むことと

なった。自治体は２0１４年に開発計画（『恵まれない地域のための政策と自治体計画

戦略』）を発表し，自治体が非営利住宅協会とともに社会住宅地区の環境改善

に取り組む姿勢を示した。失業者による住宅へのアクセスを保護するために，

自治体は新規開発地域における社会住宅の割合を少なくとも２0％確保し，非営

利住宅協会が住宅を購入・建設できるよう支援を強化する政治的目標を設定し

た。

さらに，２0１5年には，コペンハーゲン市とボビータによって，ミョルナー

パーケンの具体的な開発計画である「総合計画」が発表された。計画には大き

く三つの目標があり，①住宅の水準向上（老朽化が進んだ住宅のリノベーション），

②安全で安心な環境の創出（住宅の出入り口の改築，公園や一階の出入り口のフロ

アでの公共空間の創出），③住宅地と周辺地域との融合（ビジネスのための賃貸ス

ペースの提供，高齢者向けのデイケアセンターの設置）に向けて地区の開発が行わ

れることになった。

総合計画には地域住民の参加を促進する意図もあった。デンマークの各都市

における再開発計画の作成や実施において，特にコペンハーゲンでは住民の参

加が重視されてきた（小池・西 ２007）。自治体によるトップダウン型の住宅環境

の整備に対しては，住民側から激しい反発を招くことも多く，特に，多数の移

民や難民，学生や低所得者層が集住していた地域では激しい社会運動が行われ

てきた。そのため，ミョルナーパーケン地区の開発に関しても，自治体と住民

との間での議論を経た上で決定することが重要であった。
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この計画に対して，住民の89％が総合計画に賛成票を投じた。当時，住民か

らは，ミョルナーパーケンに対して以前よりも肯定的な評価が与えられるよう

になったとの声が聞かれた16。ミョルナーパーケン地区で長年生活をしてきた

住民たちにとって，住宅環境が改善されていることは確かであり，総合計画に

よってさらにその動きが加速することへの期待が存在していた。ただし，住民

側には開発計画が長期化し，自治体や非営利住宅協会による地区への関与が拡

大することへの危惧もあった。住民たちは今回の計画の期限が 5 年間であるこ

とを強調し，その期間内に計画が「完全に」達成されることを自治体に対して

求めた。総合計画をめぐる住民の声からは，住宅環境の改善は住民を中心とし

た自律的なものでなければならず，開発計画などの地区の外からの関与は限定

的であるべきとの訴えが行われていた。

２0１7年，コペンハーゲン市は２0２5年までの解決を目標とする「脆弱な都市地

域に対する政策」を発表し，ミョルナーパーケン地区では「住宅・社会計画

（２0１7-２0２１）」が開始された。この計画では，自治体が目標の達成のために，非

営利住宅協会と対等な立場で計画に取り組むことを表明している。具体的な取

り組みとしては，若年層の犯罪防止，教育と雇用水準の向上，自治体の子育て

支援サービスの強化などが挙げられていた。

２0１8年に政府が新たなゲットーの基準を発表すると，ミョルナーパーケン地

区はハード・ゲットーに指定された17。コペンハーゲン市はボビータとともに，

ミ ョ ル ナ ー パ ー ケ ン 地 区 の 開 発 計 画 を 運 輸 省（Transport-, Bygnings- og 

Boligministeriet）に提出することとなり，２0３0年までに地区内の社会住宅を最

大４0％まで削減しなければならなくなった。

２0１9年にボビータとコペンハーゲン市は開発計画を作成した。政府が課した

16	Carolina Kamil, ‘Mjølnerparken: “Vi vil ikke have mere hjælp”,’ Berlingske, 
February１8, ２0１6, https://www.berlingske.dk/samfund/mjoelnerparken-vi-vil-ikke-
have-mere-hjaelp（２0２5年 5 月１9日閲覧）。

17	コペンハーゲン市の議事録（Udviklingsplan for Mjølnerparken, Nørrebro）を参照，
https://www.kk.dk/dagsordener-og-referater/Teknik-%２0og%２0Milj%C３%B8udval 
get/m%C３%B8de-２705２0１9/referat/punkt-１8（２0２5年 5 月１２日閲覧）。
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新たな要件を満たすために，ミョルナーパーケン地区の開発計画は主に ２ 段階

に分かれており，第一段階では２0１5年に採択された総合計画を実施する。総合

計画の実施後，第二段階として社会住宅の割合を削減する開発計画が行われ，

少なくとも２２１戸の住宅が減少することとなる。

ミョルナーパーケン地区は ４ つのブロック（Ⅰ，Ⅱ，Ⅲ，Ⅳ）で構成されてお

り，開発計画に基づいて販売される住宅はブロックⅡとⅢが対象となる。総合

計画によって二つのブロックには２２8戸の住宅が建設される予定であることか

ら，２２１戸の住宅を削減する法的要件に最も近いブロックの組み合わせとなる。

開発計画が発表された後，コペンハーゲン市は運輸省に対して開発計画に関

する現状報告書を毎年提出した。２0２0年の報告書では，総合計画の予定，売買

契約に関する購入者との交渉，計画の調整についてまとめられ，２0２１年の報告

書では，建設プロジェクトの入札，業者の選定について述べられている。２0２２

年からは提出先が社会住宅省（Social- og Boligministeriet）の下にある社会住宅

庁（Social- og Boligstyrelsen）に変更され，総合計画に基づく工事が開始したこ

とについて報告が行われた。
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図 4　ミョルナーパーケン地区の 4ブロック
出所： コペンハーゲン市の議事録（Udviklingsplan for Mjølnerparken, Nørrebro）の

付録 ３ （「ミョルナーパーケンの将来の機能」）をもとに筆者作成。

住民の間にはミョルナーパーケン地区から強制的に追い出されることへの危

惧が見られ，一部の住民はコペンハーゲン市とボビータの決定に抗議した。

２0２１年 ４ 月２２日には地元紙（Mit Nørrebro）がミョルナーパーケン地区の改修

と開発について報じた。ニュースの内容は主に開発計画をめぐる訴訟や政治的

対立であり，住民の一部から住宅の半数を売却する開発計画に対して反対が起

こっていることを伝えた。

ただし，報道の中ではボビータが 8 年にわたって開発計画に取り組んでいる
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ことも述べられており，建設業者が決定したことによって，さらに計画が進ん

でいることも付け加えられている。ボビータは，住民に対する説明の機会を設

けながら開発計画を進めた。ボビータによる２0１9年１２月のニュースレターでは，

ミョルナーパーケン地区の改修と開発に関する説明会に１00人以上の住民が参

加したことが述べられている。説明会では住民からさまざまな質問があり，ボ

ビータ側の反応としては，我々が開発計画に賛成しているわけではなく，ゲッ

トー法における政府の要求に対して解決策を示していると主張した。

２0２0年１0月のニュースレターでは，販売プロセスや再入居の手続きがボビー

タとコペンハーゲン市の間で決定し，運輸省も開発計画を承認したことを住民

に伝えている。ボビータ側の姿勢としては，議会での決定に従うことには拘束

力があることから，住民にとって，承認された開発計画に従う以外に選択肢は

ないというものであった。ニュースレターでは，適切な再入居プログラムを実

施するために協力するよう住民に対して呼びかけている。

２0２１年 5 月１２日にボビータは建設業者の CASA とミョルナーパーケン地区

の改修に関する契約を結び，１0月にはコペンハーゲン市議会で予算が採択され，

改修工事が始まった。１２月には，ボビータが不動産会社（NREP と Industriens 

Pension）と住宅の購入契約を結び，２60戸のアパートの所有権と賃貸権が不動

産会社へと引き継がれた。住民からは住宅の売却に対して批判の声があがり，

法的根拠が合法的であるかどうかかが明確になるまで売却を待つべきであると

の主張も行われた18。ボビータはこの時点で，数名の住民が起こした訴訟と

我々は関係がないことを訴えており，住宅の売却がコペンハーゲン市と運輸省

によって承認されていることを強調した。

２0２２年 6 月 ２ 日にはコペンハーゲン市議会がミョルナーパーケンのブロック

ⅡとⅢの売却を承認した。住宅の撤去作業は 6 月１３日から始まったが，同日に

は少数の人々がゲットー法に基づく取り壊しを阻止するためにミョルナーパー

18	‘Beboere i Mjølnerparken vil have salg af boliger suspendered,’ Berlingske, December 
２２, ２0２１, https://www.berlingske.dk/danmark/beboere-i-mjoelnerparken-vil-have-salg-
af-boliger-suspenderet（２0２5年 5 月１9日閲覧）。
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18	‘Beboere i Mjølnerparken vil have salg af boliger suspendered,’ Berlingske, December 
２２, ２0２１, https://www.berlingske.dk/danmark/beboere-i-mjoelnerparken-vil-have-salg-
af-boliger-suspenderet（２0２5年 5 月１9日閲覧）。
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ケン地区の一部を占拠した19。ボビータはこの占拠に対して，我々が人種差別

的な見解や行動を支持していないことを訴えたうえで，ブロックⅡとⅢの売却

は理事会でも承認されており，コペンハーゲン市議会も売却を承認したことを

述べた。

ボビータによれば，ミョルナーパーケン地区の再開発は基本計画に基づいて

行われており，この計画はそもそも２0１5年に開催された理事会で出席した住民

の89％によって採択されたものである。また，ゲットー法（並行社会法）はデ

ンマーク議会において80％の賛成多数で可決されたのであり，開発計画も法律

に従ったものでもある。占拠活動に対して，ボビータは，開発計画の決定が自

治体や政府のみならず，住民によるものでもあることを強調した。

表 ２　ミョルナーパーケン地区のゲットー化指標の変遷（２0１8-２0２３）20

居住者数
（１,000＋）

労働市場外
（>４0％）

非西欧
（>50％）

受刑者数
※（各年の基準値（％））

基礎教育のみ
（>60％）

平均所得
（<55％）

２0１8年 １,69４ ４１.9 8２.6
２.１6

（>１.98）
77.４ ４9.9

２0１9年 １,659 ３8 80.5
２.0２

（>２.0３）
75.２ ４9.6

２0２0年 １,４9３ ３6.１ 8３.２
２.３４

（>２.２7）
7４.5 ４8.３

２0２１年 １,４２9 ３6.6 80.5
２.69

（>２.３5）
7１.5 ４9.２

２0２２年 １,２２5 ３7.8 8３
２.３9

（>２.１8）
70.6 ４7.9

２0２３年 966 ３9.３ 86.7
２.１１

（>２.05）
7４.6 ４7

出所：社会住宅省のレポートをもとに筆者作成。

19	Christina Toustrup Eriksen, ‘Hundredvis demonstrerede mod nedrivning af “limen 
i Mjølnerparken”,’ Berlingske, June １5, ２0２２, https://www.berlingske.dk/metropol/
hundredvis-demonstrerede-mod-nedrivning-af-limen-i-mjoelnerparken（２0２5年 5 月
１9日閲覧）。

20	網掛けはゲットー化の基準を満たしていることを意味する。
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ミョルナーパーケン地区は２0２３年のゲットー・リストから削除された。ハー

ド・ゲットー地域のうち，リストから外れた地域は２0２４年の時点で 9箇所ある。

ミョルナーパーケン地区と他の地域との違いは，社会住宅地区の人数が１,000

人以下になったことによってリストから外れたことにある。居住者数が減少し

たことは，開発計画を進める上で物理的な地区の整備が行われたことを示して

いる。ミョルナーパーケン地区では，社会住宅から一部の人びとを立ち退かせ

ることによって，ゲットー化の問題を解決しようとした。

ボビータは現在，ミョルナーパーケン地区から移転することになった住民の

追跡調査を行っている21。開発計画が実施される過程では，住民からは反対の

声があがった。ボビータにとっても，今回の計画は前例のないものであり，政

府が示した判断を解釈しながら計画に取り組んだ。住民に対してボビータは説

明の機会を設け，計画についての決定には住民も参加していたことを度々強調

した。計画は撤回されることなく，着実に進められた。

ミョルナーパーケン地区のゲットー対策から明らかな点は，協働の伝統を表

すデンマークの住宅政策において，政府の影響力が一定程度存在していること

である。もちろん，政府の影響力はトップダウン型のものではなく，コペン

ハーゲン市とボビータが住民とのコミュニケーションを行う中で表れているも

のであった。政府による決定は開発計画において達成すべき目標を規定するが，

ガバナンスが機能するかどうかは地方自治体や非営利住宅協会の対応にある。

社会住宅地区をめぐるゲットー化の問題は，協働型ガバナンスにおける政府の

立ち位置の一つを示している。

4 　政府は協働を後押しするのか

本稿は，デンマークの住宅政策における移民や難民の問題に着目することに

21	ボビータのHPにある「ミョルナーパーケンがゲットー・リストから脱却した道」を
参照，https://mjolnerparken.dk/mjoelnerparkens-vej-vaek-fra-ghettolisten/（２0２5年
5 月１２日閲覧）。
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より，協働型ガバナンスに対して政府による決定がいかなる影響を与えている

のかを明らかにした。協働型ガバナンスは，ゲットー化のような複雑な問題を

解決する手段の一つであり，デンマークでは各自治体で協働を実現するための

様々な制度設計が試みられてきた。協働の場は決して自然に出来上がるもので

はなく，慎重な取り組みが求められる場である。

社会住宅地区のガバナンスに関しては，住民，非営利住宅協会，地方自治体

間における協働をいかに実現するかが論点となってきた。社会住宅の運営は主

に非営利住宅協会によって行われるが，地方自治体との間では開発計画につい

ての決定が行われ，住民との間では住宅環境の改善のために議論を重ねること

が求められる。デンマークの社会住宅地区は，住民が主体となって協働を実践

する場を表している。

しかし，１970年代から１990年代にかけて移民や難民の集住が進展すると，移

民・難民に対する待遇の厳格化が政府によって行われるとともに，社会住宅の

運営に関しても再検討されるようになった。政府は２00４年にはじめてゲットー

化に対する戦略文書を発表し，２0１0年にはゲットーの定義に「非西欧系移民と

その子孫」を新たな指標として加えた。２0１３年にはゲットーの地域となる基準

が ３つから 5つとなり，２0１8年の戦略文書ではゲットーの定義として民族や人

種が強調され，対象地域の区分も脆弱地域，ゲットー地域，ハード・ゲットー

地域となった。

ゲットー・リストに掲載された社会住宅地区に対しては，開発計画の実施が

義務化された。住民における移民・難民の割合が特に高いミョルナーパーケン

地区では，コペンハーゲン市と非営利住宅協会ボビータの間で開発計画が決定

された。開発計画に対しては，一部の住民から異議申し立てが行われながらも，

計画は継続された。ボビータは住民への情報発信を積極的に行い，住民からの

不満に応える姿勢を示す中で，開発計画の決定が自治体や政府のみならず，住

民が参加する中で行われたことを訴え続けた。開発計画が進んだ結果，ミョル

ナーパーケン地区の居住者数が１,000人以下となり，２0２３年のゲットー・リス

トからこの地区は外れることとなった。
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ミョルナーパーケン地区の開発計画において，政府が発表したゲットー・リ

ストは達成すべき目標の基準を規定しており，計画が継続したことを踏まえる

と，政府による決定は社会住宅地区のガバナンスに影響を与えているとみなす

ことができるだろう。ただし，政府による影響は，地方自治体と非営利住宅協

会によって間接的に生じるものであり，それぞれのアクターの動きを政府が規

定するものではない。移民や難民をめぐる住宅政策によって明らかになる点は，

協働型ガバナンスをメタ的な立場からコントロールする政府の存在である。

しかし，政府によるゲットー・リストの発表は，アクター間の協働を後押し

したのであろうか。本稿は，政府の決定に着目したことにより，社会住宅地区

のガバナンスに対して政府が与えた影響を明らかにしたものの，その結果，ア

クター間における協働関係に変化が生じたのかどうかまでは明らかになってい

ない。デンマークの住宅政策において，協働型ガバナンスが一定程度機能して

きたことを前提とする場合，ゲットー化に対する政府の行動は，これまでのガ

バナンスに影響を与えるものであったのだろうか。今後の課題としては，ゲッ

トー化が社会住宅地区のガバナンスに変化をもたらしているのかどうかを示す

とともに，変化が見られた場合には，その変化に政府がどのように関わってい

るのかを明らかにすることが求められる。

〔謝辞〕本稿は，日本公共政策学会２0２5年度研究大会（２0２5年 6 月１４・１5日に金

沢歌劇座で開催）における「自由公募セッションⅢ」に提出した論文「デン

マークの社会住宅地区における協働型ガバナンス」をもとにしたものである。

当日の司会・討論の先生方をはじめ，セッション出席者からの貴重なコメント

に対して，厚く御礼を申し上げたい。

（参考文献）
（日本語文献）
石黒暢（２0１7）「高齢者介護のガバナンス：デンマークのウェルフェア・テクノロジー
施作からの検討」『IDUN：北欧研究』第２２巻，１95-２２２頁。

岡田徹太郎（２0１１）「デンマーク住宅政策の現状と課題：新自由主義の圧力と社会民主
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主義型福祉国家」『香川大学経済学部研究年報』第5１号，１6３-１89頁。
加藤壮一郎（２0１6）「デンマーク・積極的労働市場政策における雇用政策・社会政策ガ

バナンスの一元化の過程：地域調整委員会から地域雇用協議会までの展開を中心に」
『公共研究』第１２巻第 １ 号，9１-１４8頁。
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令和 ７年度研究会報告

法学研究所

刑事法研究会
（第 １回例会）
１、2025年 ３ 月27日（木）１6時３0分
１ 、１0号館　１062講堂
１、テーマ及び報告者
自己殺傷行為の動機を表示した法益主体を利用した間接正犯について

日本大学法学部教授　野村　和彦
（第 2回例会）
１、2025年 6 月2１日（土）１6時３0分
１ 、本館　第二会議室
１、テーマ及び報告者
故意の構成要件関連性について

日本大学法学部教授　南　　由介
（第 ３回例会）
１、2025年 ９ 月27日（土）１6時３0分
１ 、本館　第二会議室
１、テーマ及び報告者
少年法64条 １ 項と特定少年の責任能力

日本大学法務研究科教授　河原　俊也
（第 4回例会）
１、2025年１１月 ８ 日（土）１6時00分
１ 、 2 号館　252A講堂
１、テーマ及び報告者
組織犯罪処罰法１３条 １ 項 6 号の合憲性について
（最判令和 6年１2月１7日刑集7８巻 6 号462頁）

日本大学法学部専任講師　三隅　　諒



144 法 学 紀 要　第67巻

（第 5 回例会）
１ 、2025年１2月20日（土）１6時３0分
１ 、本館　第二会議室
１ 、テーマ及び報告者

避難行為の補充性および衡量原則が「現在の危難」の認定に及ぼす影響について 
─我が国の裁判例を手掛かりにして─

日本大学大学院法学研究科博士後期課程　小林　侑介

商事法研究会
（第 １ 回例会）
１ 、2025年 ３ 月22日（土）１4時00分
１ 、 2 号館　2８2A 講堂
１ 、テーマ及び報告者

交通事故により被害者に身体傷害及び車両損傷を理由とする各損害が生じた場合に
おける、車両損害の消滅時効の起算点

（最判令和 ３ 年１１月 2 日民集75巻 ９ 号３64３頁）
杉並総合法律事務所弁護士　吉村　和貴

１ 、テーマ及び報告者
統合失調症に罹患していた成人男性が限定責任能力の状態で引き起こした殺傷事件
につき、母親の他害行為防止義務違反と加害者の他害行為との間には相当因果関係
があるとして、母親の不法行為責任を認めた事例

（大阪地判令和 4 年１0月25日判時25９2号８7頁）
日本大学文理学部講師　松本　幸治

（第 2 回例会）
１ 、2025年 4 月26日（土）１4時00分
１ 、 2 号館　2８2A 講堂
１ 、テーマ及び報告者

新株発行等が財務状況改善を目的としたものであり、経営支配権の維持を目的とし
た不公正な手段ではないとされた事例

（東京地決令和 6 年 ８ 月 ８ 日資料版商事4８８号6９頁）
太陽誘電株式会社法務部係長　伊藤　哲弥

１ 、テーマ及び報告者
サイバーセキュリティインシデントに関する親会社取締役の内部統制構築義務

（広島高岡山支判令和元年１0月１８日20１９WLJPCA１0１８60１2）
八戸学院大学地域経営学部助教　埴原　啓正
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（第 ３回例会）
１、2025年 5 月１7日（土）１4時00分
１ 、 2 号館　2８2A講堂
１、テーマ及び報告者
株主が会社法2９7条の規定によることなく訴訟手続によって会社に対し株主総会開
催等を義務付けることの可否
（東京高判令和 ３年 ９月2９日金判１6９5号３８頁）

林康弘法律事務所弁護士　林　　康弘
１、テーマ及び報告者
コインパーキングの免責規定の契約内容化が否定された事例
（神戸地判令和 5年 5月３１日（令和 ３年ワ第１62９号）交通民集56巻 ３ 号604頁）

関西学院大学法学部准教授　松田　真治
（第 4回例会）
１、2025年 6 月2１日（土）１4時00分
１ 、 2 号館　2８2A講堂
１、テーマ及び報告者
二段階取引における公正性担保措置と売買価格の決定
（東京地決令和 5年 5月１2日金法222８号56頁）

横浜商科大学教授・公認会計士　原　　郁代
１、テーマ及び報告者
スルガ銀行株主代表訴訟事件高裁判決
（東京高判令和 7年 ３月27日判例集未登載）

日本大学法学部教授・弁護士　松嶋　隆弘
（第 5回例会）
１、2025年 7 月１９日（土）１4時00分
１ 、 2 号館　2８2A講堂
１、テーマ及び報告者
山口放送事件控訴審判決
（広島高判令和 5年１１月１7日 LEX/DB255９6746）

日本大学法学部准教授　金澤　大祐
１、テーマ及び報告者
借地権設定契約がされたが、土地所有者が現にその利用につき一定の制限を受ける
ほかには借地人に経済的利益が移転していない場合における、当該土地に係る相続
税法22条所定の「価額」
（東京地判令和 5年 １月26日判タ１526号１6３頁）

税理士・日本大学法学部非常勤講師　松嶋　康尚
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（第 6回例会）
１、2025年 ９ 月 ３ 日（水）１0時00分
１ 、 2 号館　2８2A講堂
１、テーマ
「民法（遺言関係）等の改正に関する中間試案」の検討

（第 7回例会）
１、2025年 ９ 月１３日（土）１4時00分
１ 、本館　１45講堂
１、テーマ及び報告者
株主権確認請求訴訟において被告会社が控訴しない場合の相被告の控訴の利益
（東京高判令和 6年 ９月１１日金判１7１0号１4頁）

LEC会計大学院教授・弁護士　遠藤　啓之
１、テーマ及び報告者
議決権行使の代理人資格を株主に限る定款規定を持つ非公開会社における株主では
ない弁護士による議決権代理行使の可否
（東京地判令和 5年 １月20日202３WLJPCA0１20600９）

近畿大学経営学部准教授　千手　崇史
（第 ８回例会）
１、2025年１0月25日（土）１4時00分
１ 、本館　１45講堂
１、テーマ及び報告者
金融ADR制度における指定紛争解決機関の義務と不法行為責任─東京地判令和 6
年 ８月2３日判決を素材として─
（東京地判令和 6年 ８月2３日金判１7１0号2８頁）

日本大学法学部法学研究所研究員　崔　　廷任
１、テーマ及び報告者
自己株式取得・処分信託の法的課題　政策保有株式の解消に向けて

名古屋学院大学法学部教授　坂東　洋行



146 法 学 紀 要　第67巻

（第 6回例会）
１、2025年 ９ 月 ３ 日（水）１0時00分
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（第 ９回例会）
１、2025年１１月2９日（土）１4時00分
１ 、本館　１45講堂
１、テーマ及び報告者
商法526条 ３ 項における法人売主の悪意の判断基準について
（東京高判令和 4年１2月 ８ 日判タ１52１号１３１頁）

大東文化大学法学部准教授　王　　学士
１、テーマ及び報告者
他人の生命の共済契約における共済契約者の告知義務違反
（東京地判令和 4年１0月25日2022WLJPCA１025８004）

上智大学法学研究科法曹養成専攻教授　深澤　泰弘
（第１0回例会）
１、2025年１2月１３日（土）１4時00分
１ 、 2 号館　2８2A講堂
１、テーマ及び報告者
宗教法人と信者間の不起訴合意が公序良俗に反し無効であるとされた事例および同
宗教法人の信者らによる献金の勧誘が不法行為法上違法でないとした原審の判断に
違法があるとされた事例（最判令和 6年 7月１１日民集7８巻 ３ 号９2１頁）

山形大学人文社会科学部講師　森　　勇斗
１、テーマ及び報告者
IR情報（情報開示）と前科情報の公開（東京高判令和 6年 １月１7日金判１6９4号 ８頁）

東京経済大学現代法学部教授　上机　美穂

税法研究会
（第 １回例会）
１、2025年 4 月１９日（土）１5時00分
１ 、 2 号館　2８2A講堂
１、テーマ及び報告者
トランプ2.0政権の自国第一課税政策を読む〜「相互関税」の導入と国際デジタル
課税枠組みからの離脱

現代税法研究会代表・白鴎大学名誉教授　石村　耕治
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（第 2 回例会）
１ 、2025年 6 月2１日（土）１5時00分
１ 、 2 号館　2８4B 講堂
１ 、テーマ及び報告者

国税徴収法の目的と特色，そして納税者
税理士・白鴎大学教授　阿部　徳幸

１ 、テーマ及び報告者
公認会計士でもある税理士に対する税理士業務停止処分期間経過後に処分取消しを
求める訴えの利益

税理士・日本大学法学部非常勤講師　松嶋　康尚
（第 ３ 回例会）
１ 、2025年 ９ 月20日（土）１5時00分
１ 、 2 号館　2８2A 講堂
１ 、テーマ及び報告者

「韓国における納税者権利保護機構」─韓国国税庁『納税者権利保護 過去・現在・
未来その一途な道に向かって行く記録』を読む─

税理士・白鴎大学教授　阿部　徳幸
１ 、テーマ及び報告者

グローバルな視角からの消費税減税をめぐる論点〜基礎的飲食料品への最適消費税
率選択

現代税法研究会代表・白鴎大学名誉教授　石村　耕治
（第 4 回例会）
１ 、2025年１2月20日（土）１5時00分
１ 、 2 号館　2８2A 講堂
１ 、テーマ及び報告者

適正手続と租税手続法〜最高裁令和 6 年 5 月 7 日判決を契機に
日本大学法学部教授　鳥飼　貴司

１ 、テーマ及び報告者
車（自動車）にかかる税見直しをめぐる論点整理〜車購入時税，暫定税率，走行距
離課税（マイレージ税）を射程に

現代税法研究会代表・白鴎大学名誉教授　石村　耕治
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民事法研究会
（第 １ 回例会）
１ 、2025年 ３ 月１7日（月）１6時00分
１ 、法学部 4 号館　第四会議室 A
１ 、テーマ及び報告者

当事者適格の諸問題に関する研究
日本大学法学部助教　髙橋　慶悟

（第 2 回例会）
１ 、2025年 4 月１7日（木）１８時00分
１ 、本館　第一会議室
１ 、テーマ及び報告者

売買目的物の瑕疵による追完請求権（ドイツ民法4３９条）Der kaufrechtliche 
Nacherfüllungsanspruch bei Mängeln （BGB§ 4３９ BGB）

フランクフルト大学・教授　Prof. Dr. Felix Maultzsch
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政経研究所

政治研究会
（第 １ 回例会）
１ 、2025年 6 月26日（木）１6時20分
１ 、 2 号館　27３A 講堂
１ 、テーマ及び報告者

フェミニスト・アプローチとしてのケアの倫理：「倫理」と「政治」を架橋する
東京大学大学院人文社会系研究科特任研究員　冨岡　　薫

（第 2 回例会）
１ 、2025年 6 月27日（金）１6時00分
１ 、 2 号館　2８2B 講堂
１ 、テーマ及び報告者

自民党の派閥再考：政治改革は派閥を衰えさせたのか
國學院大學法学部教授　山本健太郎

経済研究会
（第 １ 回例会）
１ 、2025年 ９ 月25日（木）１5時00分
１ 、Zoom による開催
１ 、テーマ及び報告者

Countering Incumbency Advantage:Challenger Strategy and Political Rents
大阪大学大学院博士後期課程（日本学術振興会 DC 2 ）　野津　成希

政経研究所共同研究研究会
（第 １ 回例会）
１ 、2025年 2 月１7日（月）１4時00分
１ 、 2 号館　2９2A 講堂
１ 、テーマ及び報告者

デジタル権威主義の時代？─米中対立と国際秩序
愛知学院大学文学部英語英米文化学科准教授　大澤　　傑
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（第 2回例会）
１、2025年１0月2３日（木）１7時00分
１ 、 2 号館　2８３A講堂
１、テーマ及び報告者
公共政策学をとりまく苦悶

青山学院大学法学部教授　松田　憲忠
（第 ３回例会）
１、2025年１１月１0日（月）１7時00分
１ 、 2 号館　2９2A講堂
１、テーマ及び報告者
権威主義国が発するナラティブの日本での拡散と受容

早稲田大学政治経済学術院教授　小林　哲郎
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令和 ６年度学内学会・研究所合同研究会

１ 、日　時　令和 7 年 ３ 月 6 日（木）　 ９ ：３0開場　 ９ ：50開会
2 、場　所　法学部１0号館１0１１講堂

司会・進行　松山　博樹，香川　七海，福木　滋久，三谷　文栄，鏡　　圭佑，
三隅　　諒

３ 、自由論題
①メディア化の進展とネットミーム 平井　智尚
②移動販売車を活用した公共空間デザイン 佐藤　正弘
③事態把握の様式─言語，思考そして文化─ 町田　　章

4 、日本大学法学部学術賞講演
①営業秘密侵害の準拠法 Serena Franco

5 、退任記念講演
①我が国行政改革の歴史的展開―欧米主要国との比較検討を中心に 上村　　進
②自己と時間─心理学からのアプローチ─ 和田　万紀
③租税概念再考 黒川　　功
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令和 ６年度・令和 ７年度定期無料法律相談会

令和 6 年度・令和 7 年度定期無料法律相談会は，千代田区及び校友弁護士の協力を得
て開催された。概要は，下記のとおりである。定期無料法律相談会の趣旨である地域社
会との交流を図り，学生たちの法学実践教育を行うという目的を達成することができた。
１ 、日　時

【令和 6 年度】
（第 6 回）　令和 7 年 2 月 ８ 日（土）
※時間は，午後 １ 時〜午後 ３ 時

【令和 7 年度】
（第 １ 回）　令和 7 年 6 月１4日（土）
（第 2 回）　令和 7 年 7 月26日（土）
（第 ３ 回）　令和 7 年 ９ 月27日（土）
（第 4 回）　令和 7 年１１月 ８ 日（土）
（第 5 回）　令和 7 年１2月20日（土）
※時間は，午前１１時〜午後１2時３0分

2 、場　所
法学部 5 号館

３ 、参加者（敬称略：50音順）
（専任教員）

佐々木良行，清水　恵介，林　　誠吾，宗像　玲樹，横山　裕一
（校友弁護士）

池長　宏真，神頭　正光，佐藤　司郎，⻆　　　学，辰野　樹市，町田　伸明
（補助学生）

司法科研究室生　各回 2 名
4 、相談件数・内容

①件数　26件
②内容

借地借家 6 件
近隣問題（道路，境界，騒音，マンション管理など） ３ 件
消費者問題（訪問販売，マルチ商法，悪徳商法，インターネット商法など） １ 件
労働関係（従業員のトラブル，解雇，配置換えなど） ３ 件
売買そのほかの契約関係 4 件
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家族関係（離婚，DV，児童虐待など） １ 件
扶養，相続関係（遺言，遺産分割） 4 件
交通事故 １ 件
交通事故以外の不法行為（名誉毀損，器物損壊など） 2 件
会社そのほかの法人に関する問題 １ 件
その他 １ 件



154 法 学 紀 要　第67巻

家族関係（離婚，DV，児童虐待など） １ 件
扶養，相続関係（遺言，遺産分割） 4 件
交通事故 １ 件
交通事故以外の不法行為（名誉毀損，器物損壊など） 2 件
会社そのほかの法人に関する問題 １ 件
その他 １ 件

� 155事 業 報 告

令和 ７年度法律討論会

第47回法律討論会は，日本大学法学部法学研究所による主催，日本大学法曹会及び日
本大学法学部校友会の後援により令和 7年１2月１３日（土）１2時00分から法学部１0号館
１0１１講堂において開催された。
（出題者）
河原　俊也　教授

（審査員）
本多　健一　裁判官・西尾　浩登　検察官・加藤　秀俊　弁護士
野村　和彦　教授　・南　　由介　教授　・三隅　　諒　専任講師

（進行）
峯岸　　舞　弁護士

◆問題
甲は，令和 7年 6月 6日，氏名不詳者から，SNSで「時計屋の叩きをやりませんか。
時計屋のオーナーとこちら側が組んでいます。盗難保険に入っているので，高級腕時計
等が盗難された場合，お店に保険金が下ります。その後，オーナーが保険金を受け取り，
お店を閉めるとのことです。要は，保険金詐欺です。周りの目もあるので最初は被害届
を出しますが，数週間後に取り下げさせてもらいます。被害届が取り下げられるので，
捕まるリスクは低いです。報酬は400万円です」というメッセージを受信した（甲のス
マートフォンにはこのメッセージを撮影した写真のデータが保存されており，それに前
記のとおりの文言が写っている）。その後，甲は，氏名不詳者との間で，SNSを使って
数回やり取りし，強盗の計画の詳細を聞いた。
甲は，同月 ９日頃，知人のＡに対し，電話で「報酬が１00万円のグレーな仕事がある。
見かけは強盗だが警察には捕まらない。指示役と被害店舗のオーナーがつながっており，
被害店舗のショーケースを割って商品を持ち出して換金し，被害店舗は保険金を受け取
ることになっている。自分が自動車を運転して被害店舗前までＡを送り，その場でエン
ジンをかけたまま待っている。Ａが商品を奪ったら，自動車で逃走する」などと説明し
たところ，Ａは，この話を了承した。
甲は，同月１１日，Ａと合流し，Ａに素顔を隠すための目出し帽，ショーケースを割る
ためのバール及び奪った時計を入れる紙袋等を渡した。その後，甲が手配したレンタ
カーで被害店舗に到着し，被害店舗前の路上に車両を停車させた。なお，甲は，被害店
舗に向かう途中，氏名不詳者に対して，被害店舗の従業員から妨害されないよう，被害
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店舗に電話して従業員の手を塞いでほしいなどと，SNSで依頼していた。
目出し帽をかぶったＡが店内に立ち入った時，店内には男性従業員乙と客Ｂがいて，
オーナーはバックヤードにいた。Ａは店内のショーケースにバールを振り上げてガラス
を割り，割れたショーケースから腕時計 １点（時価３0万円相当）を手に取って紙袋に入
れた。
乙は，突然のことに動揺して立ち尽くしていたが，我に返り，Ａを痛めつけて弱らせ
たところで捕まえようと考え，ショーケースの引き出しをＡに向かって投げた。この引
き出しはＡをかすめて，その横に立っていたＢに当たり，Ａは加療約 １週間を要する腕
部打撲の，Ｂは加療約 ３か月間を要する頭部挫傷等の傷害を負った。
以上の事例において，氏名不詳者と被害店舗のオーナーとの間では狂言強盗の話が通
じていたが，従業員との間では通じていないと甲が認識していたことを前提に，甲及び
乙の罪責について論じなさい。なお，住居等侵入罪（刑法１３0条前段）については検討
しなくてよい。

令和 7年度の法律討論会は，法学部在学中の学生 ３名で構成されたチームが 6チーム
出場し，以下のルールのもとに実施した。各チーム一人の立論者が１0分以内で論旨を発
表した後，他の出場チームや傍聴者からの質疑応答に対して１5分間応答した。
討論会に先立ち，日本大学法学部法学研究所長の加藤雅之教授及び日本大学法曹会会
長の野村吉太郎弁護士からの挨拶があった。続いて，進行係の峯岸舞弁護士から発表の
手順と審査基準等の説明がなされた後，討論が開始された。
討論終了後，審査員を代表して加藤秀俊弁護士から審査結果の発表があり，引き続き
審査員を代表して本多健一裁判官からの講評があった。
その後，表彰式が行われた。優勝チームには，法曹会および法学部校友会から法曹会
杯・法学部校友会杯が授与された。また，優勝，準優勝及び ３位の各チームに対しては，
法曹会から盾が授与されるとともに，法学部校友会から副賞として図書カードが授与さ
れた。第 4位から第 6位の出場者には，法学部校友会から参加賞として図書カードが贈
呈された。あわせて，法学研究所から出場者全員に，参加賞として図書カードが授与さ
れた。
法律討論会終了後，本館地下食堂にて，出場者・審査員との懇親会を実施した。
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� 157事 業 報 告

成績結果は，以下のとおりである。（カッコ内は，学科・学年）

優勝（第 6組）
村上　琴乃（法律学科 2年）・皆川　和奏（法律学科 ３年）
五十嵐　夏（法律学科 ３年）
準優勝（第 ３組）
山内　俊治（法律学科 ３年）・林　　千里（法律学科 ３年）
古畑　嘉人（法律学科 ３年）
第 ３位（第 5組）
伊藤　　沢（法律学科 ３年）・阿部　惣太（法律学科 4年）
小泉　拓也（法律学科 4年）
参加賞（順不同）
角田　拓己（法律学科 ３年）・富田　裕大（法律学科 ３年）
尾内はるひ（法律学科 ３年）・居軒　拓飛（法律学科 ３年）
上田　彩月（法律学科 ３年）・山本ちひろ（法律学科 ３年）
山内　俊治（法律学科 ３年）・林　　千里（法律学科 ３年）
古畑　嘉人（法律学科 ３年）・染谷　安紀（法律学科 ３年）
田付　峻大（法律学科 ３年）・豊田　実希（法律学科 ３年）
伊藤　　沢（法律学科 ３年）・阿部　惣太（法律学科 4年）
小泉　拓也（法律学科 4年）・村上　琴乃（法律学科 2年）
皆川　和奏（法律学科 ３年）・五十嵐　夏（法律学科 ３年）
優秀質問賞（順不同）
村上　琴乃（法律学科 2年）・武井　柚磨（法律学科 2年）
佐々木日暉（法律学科 2年）・大武　勇気（法律学科 １年）
金子二能美（法律学科 １年）・小泉　拓也（法律学科 4年）
飯島もも香（法律学科 １年）・角田　拓己（法律学科 ３年）
山内　俊治（法律学科 ３年）・伊藤　優作（法律学科 １年）
校友会会長賞
鈴木　勇貴（大学院法務研究科 2年）
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令和 ７年度国家試験合格者（研究室生）

◆司法書士試験　 2名
新保実佳子（法務研究科平成22年 ３ 月修了）
柴田　祥治（法学研究科令和 7年 ３月修了）

◆弁理士試験　 2名
鈴木　沙優（法学部経営法学科 ３年在学中）
酒井　優里（生産工学部マネジメント工学科平成26年 ３ 月卒業）
◆公認会計士試験　 １名
居森　賢祐（法学部経営法学科令和 ３年 ３月卒業）
◆税理士試験　 １名
中村　喜樹（法学部法律学科令和 7年 ３月卒業）
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